
○
国
土
交
通
省
令
第
六
十
八
号 

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
脱
炭
素
社
会
の
実

現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日 

国
土
交
通
大
臣　

斉
藤　

鉄
夫 

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令 

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。

）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
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に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄

に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改　
　
　
　

正　
　
　
　

後

改　
　
　
　

正　
　
　
　

前

（
適
合
性
判
定
員
の
要
件
） 

（
適
合
性
判
定
員
の
要
件
） 

第
四
十
条　

法
第
五
十
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

第
四
十
条　

法
第
五
十
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

一　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
行

一　

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
適
合
性

う
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か

判
定
員
に
必
要
な
建
築
に
関
す
る
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
習
得
さ
せ
る
た
め

に
該
当
す
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
適
合
性
判
定
員
に
必
要
な
建
築
に
関
す
る
専

の
講
習
で
あ
っ
て
、
次
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大

門
的
知
識
及
び
技
術
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
講
習
で
あ
っ
て
、
次
条
か
ら
第
四

臣
の
登
録
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「
登
録
適
合
性
判
定
員
講
習
」
と
い
う
。
）

十
三
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「

を
修
了
し
た
者 

登
録
適
合
性
判
定
員
講
習
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し
た
者
。
た
だ
し
、
住
宅
の

イ　

建
築
基
準
法
第
五
条
第
三
項
の
一
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
に

品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
評
価
員
で
あ
る
者
に
あ
っ
て

合
格
し
た
者
で
、
同
法
第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に

は
、
住
宅
に
限
っ
て
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
行
う
場
合

関
し
て
二
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の 

は
、
登
録
適
合
性
判
定
員
講
習
を
修
了
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

ロ　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
一
級
建
築
士 

ハ　

建
築
士
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
建
築
設
備
士 

ニ　

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

 

消
費
性
能
適
合
性
判

適
合
性
判
定
員

定
を
行
う
建
築
物

建
築
士
法
（
昭
和
二

一　

建
築
基
準
法
第
五
条
第
三
項
の
一
級
建
築
基

十
五
年
法
律
第
二
百

準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
に
合
格
し
た
者
で
、

二
号
）
第
三
条
第
一

同
法
第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
一
項
に
規
定
す

項
各
号
に
掲
げ
る
建

る
業
務
に
関
し
て
二
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を

築
物

有
す
る
も
の 

二　

建
築
士
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級

建
築
士 

三　

建
築
士
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
建
築
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設
備
士 

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及

び
経
験
を
有
す
る
者

建
築
士
法
第
三
条
の

一　

前
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
者 

二
第
一
項
各
号
に
掲

二　

建
築
基
準
法
第
五
条
第
四
項
の
二
級
建
築
基

げ
る
建
築
物
（
前
項

準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
に
合
格
し
た
者
で
、

の
上
欄
に
掲
げ
る
建

同
法
第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
一
項
に
規
定
す

築
物
を
除
く
。
）

る
業
務
に
関
し
て
二
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を

有
す
る
も
の 

三　

建
築
士
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
二
級

建
築
士 

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及

び
経
験
を
有
す
る
者

前
二
項
の
上
欄
に
掲

一　

前
二
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
者 

げ
る
建
築
物
以
外
の

二　

建
築
士
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
木
造

建
築
物 

建
築
士 

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及

び
経
験
を
有
す
る
者

二　

（
略
）

二　

（
略
）

（
登
録
の
要
件
等
） 

（
登
録
の
要
件
等
） 

第
四
十
三
条　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
四
十
一
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
が
次
に
掲

第
四
十
三
条　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
四
十
一
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
が
次
に
掲

げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

い
。 

一　

（
略
） 

一　

（
略
） 

二　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
講
師
と
し
て
講
習
事
務
に
従
事
す
る
も
の

二　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
講
師
と
し
て
講
習
事
務
に
従
事
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

で
あ
る
こ
と
。 
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イ　

適
合
性
判
定
員
（
第
四
十
条
第
一
号
の
表
の
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年

イ　

適
合
性
判
定
員
と
し
て
三
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者 

法
律
第
二
百
二
号
）
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
項
の
下
欄
に

 

掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
登
録
適
合
性
判
定
員
講
習
を
修
了

 
し
て
い
な
い
者
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
と

 
し
て
三
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者 

 

ロ　

（
略
） 
 

三　

（
略
） 

ロ　

（
略
） 

２　

（
略
）

三　

（
略
） 

２　

（
略
）

（
講
習
事
務
の
実
施
に
係
る
義
務
） 

（
講
習
事
務
の
実
施
に
係
る
義
務
） 

第
四
十
五
条　

講
習
実
施
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号

第
四
十
五
条　

講
習
実
施
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
並
び
に
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
並
び
に
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り

講
習
事
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

講
習
事
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

第
四
十
条
第
一
号
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で

一　

第
四
十
条
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と

あ
る
こ
と
を
受
講
資
格
と
す
る
こ
と
。 

を
受
講
資
格
と
す
る
こ
と
。 

二
～
十　

（
略
）

二
～
十　

（
略
）

（
判
定
の
業
務
の
実
施
基
準
） 

（
判
定
の
業
務
の
実
施
基
準
） 

第
五
十
六
条　

法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に

第
五
十
六
条　

法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一　

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
は
、
適
合
性
判
定
員
（
第
四
十

一　

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
は
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

条
第
一
号
に
定
め
る
者
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
エ

性
能
確
保
計
画
に
関
す
る
書
類
を
も
っ
て
行
う
こ
と
。 

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
行
う
建
築
物
（
登
録
適
合
性
判
定
員
講
習

 

を
修
了
し
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
宅
に
限
る
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ

 

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
が

 

、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
関
す
る
書
類
を
も
っ
て
行
う
こ

 

と
。 

 

二
～
五　

（
略
）

二
～
五　

（
略
）
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様式第一（第一条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第一（第一条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

（第五面） （第五面） 

［非住宅部分に関する事項］ ［非住宅部分に関する事項］

【１．非住宅部分の用途】～【３．基準省令附則第３条又は令和 【１．非住宅部分の用途】～【３．基準省令附則第３条又は令和

４年改正基準省令附則第２項の適用の有無】　（略） ４年改正基準省令附則第２項の適用の有無】　（略）

【４．非住宅部分のエネルギー消費性能】 【４．非住宅部分のエネルギー消費性能】 

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第１号イの基準 □基準省令第１条第１項第１号イの基準 

基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

（ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） □基準省令第１条第１項第１号ロの基準 

□基準省令第１条第１項第１号ロの基準 ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　） 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　）

 

 【５．備考】 【５．備考】

（略） （略） 

（注意） （注意） 

１．～５．（略） １．～５．（略） 

６．第五面関係 ６．第五面関係 

①～④　（略） ①～④　（略） 

-
 

4
5

2
/

6 
-



⑤　【４．非住宅部分のエネルギー消費性能】の欄は、以下の内容に ⑤　【４．非住宅部分のエネルギー消費性能】の欄は、いずれか該当

従って記載してください。 するチェックボックスに「✓」マークを入れた上で記載してくださ

 い。 

(1)　（一次エネルギー消費量に関する事項）について、該当する （新設） 

チェックボックスに「✓」マークを入れた上で記載してください  

。  

(2)　「ＢＥＩ」は、設計一次エネルギー消費量（その他一次エネ （新設） 

ルギー消費量を除く。）を基準一次エネルギー消費量（その他一  

次エネルギー消費量を除く。以下この(2)及び(3)において同じ。  

）で除したものをいいます。ただし、非住宅部分の「ＢＥＩ」を  

算出する場合における当該基準一次エネルギー消費量（(3)にお  

いて「引上げ前の基準一次エネルギー消費量」という。）につい  

ての基準省令第３条第１項の規定の適用については、同項中「Ｅ  

ＳＴ＝｛（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×Ｂ＋ＥＭ｝×10-3」  

とあるのは、「ＥＳＴ＝（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ＋ＥＭ  

）×10-3」とします。「ＢＥＩ」を記載する場合は、小数点第二  

位未満を切り上げた数値としてください。  

(3)　「ＢＥＩの基準値」は、基準一次エネルギー消費量を引上げ （新設） 

前の基準一次エネルギー消費量で除したものをいいます。なお、  

非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、用途ごとに  

算出した基準一次エネルギー消費量の合計を、用途ごとに算出し  

た引上げ前の基準一次エネルギー消費量の合計で除したものをい  

います。「ＢＥＩの基準値」を記載する場合は、小数点第二位未  

満を切り上げた数値としてください。  

（削る） ⑥　「ＢＥＩ」は、設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギ

 ー消費量を除く。）を基準一次エネルギー消費量（その他一次エネ

 ルギー消費量を除く。）で除したものをいいます。「ＢＥＩ」を記

 載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください

 。 

７．～９．（略） ７．～９．（略）

-
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様式第二十二（第十二条第一項及び附則第二条第一項関係）（日本産業 様式第二十二（第十二条第一項及び附則第二条第一項関係）（日本産業

規格Ａ列４番） 規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

（第三面） （第三面） 

建築物エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画 建築物エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画 

［建築物に関する事項］ ［建築物に関する事項］ 

  

 【１．地名地番】～【14．該当する地域の区分】　（略） 【１．地名地番】～【14．該当する地域の区分】　（略）

 

 【15．建築物全体のエネルギー消費性能】 【15．建築物全体のエネルギー消費性能】 

【イ．非住宅建築物】 【イ．非住宅建築物】

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第１号イの基準 □基準省令第１条第１項第１号イの基準 

基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

（ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） □基準省令第１条第１項第１号ロの基準 

□基準省令第１条第１項第１号ロの基準 ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果  

（　　　　　　　　　　　　　　　　）

【ロ．一戸建ての住宅】 【ロ．一戸建ての住宅】 

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第２号イ(1)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(1)の基準 

外皮平均熱貫流率　　　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)（基準値　　 外皮平均熱貫流率　　　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)（基準値　　

　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)） 　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)） 

冷房期の平均日射熱取得率　　　　　　　（基準値　　 冷房期の平均日射熱取得率　　　　　　　（基準値　　

　　　　　　　） 　　　　） 

-
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□基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準 

外皮平均熱貫流率　　　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)（基準値　　 外皮平均熱貫流率　　　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)（基準値　　

　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)） 　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)） 

冷房期の平均日射熱取得率　　　　　　　（基準値　　 冷房期の平均日射熱取得率　　　　　　　（基準値　　

　　　　　　　） 　　　　　　　） 

□基準省令第１条第１項第２号イ(3)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(3)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外 □基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外 

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準 □基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準 

基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ(2)の基準 □基準省令第１条第１項第２号ロ(2)の基準 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ(3)の基準 □基準省令第１条第１項第２号ロ(3)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

【ハ．共同住宅等】 【ハ．共同住宅等】 

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第２号イ(1)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(1)の基準 

□基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準 

□基準省令第１条第１項第２号イ(3)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(3)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外 □基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外 

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準 □基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準 

基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第１号 基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第１号
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　□第２号） 　□第２号） 

基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ(2)の基準 □基準省令第１条第１項第２号ロ(2)の基準 

基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第１号 基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第１号

　□第２号） 　□第２号） 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ(3)の基準 □基準省令第１条第１項第２号ロ(3)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

【ニ．複合建築物】 【ニ．複合建築物】 

□基準省令第１条第１項第３号イの基準 □基準省令第１条第１項第３号イの基準 

（非住宅部分） （非住宅部分）

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第１号イの基準 □基準省令第１条第１項第１号イの基準 

基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

（ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） □基準省令第１条第１項第１号ロの基準 

□基準省令第１条第１項第１号ロの基準 ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　）

（住宅部分） （住宅部分） 

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第２号イ(1)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(1)の基準 

□基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準 

□基準省令第１条第１項第２号イ(3)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(3)の基準 

-
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□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外 □基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外 

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準 □基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準 

基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第 基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第

１号　□第２号） １号　□第２号） 

基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ(2)の基準 □基準省令第１条第１項第２号ロ(2)の基準 

基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第 基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第

１号　□第２号） １号　□第２号） 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ(3)の基準 □基準省令第１条第１項第２号ロ(3)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□基準省令第１条第１項第３号ロの基準 □基準省令第１条第１項第３号ロの基準 

（複合建築物） （複合建築物）

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第１号 基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第１号

　□第２号） 　□第２号） 

基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

（ＢＥＩの基準値　　　　　　　　）

（住宅部分） （住宅部分） 

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第２号イ(1)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(1)の基準 

□基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準 

-
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□基準省令第１条第１項第２号イ(3)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(3)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外 □基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外

【16．工事着手予定年月日】～【18．備考】　（略） 【16．工事着手予定年月日】～【18．備考】　（略）

（略） （略） 

（注意） （注意） 

１．～３．（略） １．～３．（略） 

４．第三面関係 ４．第三面関係 

①～⑦　（略） ①～⑦　（略） 

⑧　【15．建築物全体のエネルギー消費性能】の欄は、【６．建築物 ⑧　【15．建築物全体のエネルギー消費性能】の欄は、【６．建築物

の用途】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいず の用途】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいず

れかについて、以下の内容に従って記載してください。なお、イか れかについて、以下の内容に従って記載してください。なお、イか

らニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構いま らニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構いま

せん。 せん。 

(1)～(4)　（略） (1)～(4)　（略） 

(5)　「ＢＥＩ」は、設計一次エネルギー消費量（その他一次エネ (5)　「ＢＥＩ」は、設計一次エネルギー消費量（その他一次エネ

ルギー消費量を除く。）を基準一次エネルギー消費量（その他一 ルギー消費量を除く。）を基準一次エネルギー消費量（その他一

次エネルギー消費量を除く。以下この(5)及び(6)において同じ。 次エネルギー消費量を除く。）で除したものをいいます。「ＢＥ

）で除したものをいいます。ただし、非住宅部分の「ＢＥＩ」を Ｉ」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値とし

算出する場合における当該基準一次エネルギー消費量（(6)にお てください。 

いて「引上げ前の基準一次エネルギー消費量」という。）につい  

ての基準省令第３条第１項の規定の適用については、同項中「Ｅ  

ＳＴ＝｛（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×Ｂ＋ＥＭ｝×10-3」  

とあるのは、「ＥＳＴ＝（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ＋ＥＭ  

）×10-3」とします。「ＢＥＩ」を記載する場合は、小数点第二  

位未満を切り上げた数値としてください。  

-
 

4
5

2
/

1
2 

-



(6)　「ＢＥＩの基準値」は、基準一次エネルギー消費量を引上げ （新設） 

前の基準一次エネルギー消費量で除したものをいいます。なお、  

非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、用途ごとに  

算出した基準一次エネルギー消費量の合計を、用途ごとに算出し  

た引上げ前の基準一次エネルギー消費量の合計で除したものをい  

います。「ＢＥＩの基準値」を記載する場合は、小数点第二位未  

満を切り上げた数値としてください。  

⑨　（略） ⑨　（略） 

５．・６．（略） ５．・６．（略）

様式第三十三（第二十三条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第三十三（第二十三条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

（第三面） （第三面） 

建築物エネルギー消費性能向上計画 建築物エネルギー消費性能向上計画 

１．新築等をしようとする建築物の位置、延べ面積、構造、設備及び用 １．新築等をしようとする建築物の位置、延べ面積、構造、設備及び用

途並びに敷地面積に関する事項 途並びに敷地面積に関する事項 

［建築物に関する事項］ ［建築物に関する事項］

  

【１．地名地番】～【14．住宅部分の床面積】　（略） 【１．地名地番】～【14．住宅部分の床面積】　（略）  

 

【15．建築物のエネルギー消費性能】 【15．建築物のエネルギー消費性能】  

【イ．非住宅建築物】 【イ．非住宅建築物】  

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項）  

□基準省令第10条第１号イ(1)の基準 □基準省令第10条第１号イ(1)の基準  

年間熱負荷係数　　　　　ＭＪ／(㎡・年)（基準値　　 年間熱負荷係数　　　　　ＭＪ／(㎡・年)（基準値　　

　　　ＭＪ／(㎡・年)） 　　　ＭＪ／(㎡・年)） 

ＢＰＩ（　　　　　　　　） ＢＰＩ（　　　　　　　　） 

□基準省令第10条第１号イ(2)の基準 □基準省令第10条第１号イ(2)の基準 

年間熱負荷係数　　　　　ＭＪ／(㎡・年)（基準値　　 年間熱負荷係数　　　　　ＭＪ／(㎡・年)（基準値　　

　　　ＭＪ／(㎡・年)） 　　　ＭＪ／(㎡・年)） 

-
 

4
5

2
/

1
3 

-



ＢＰＩ（　　　　　　　　） ＢＰＩ（　　　　　　　　） 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□令和４年改正基準省令附則第３項の規定による適用除外 □令和４年改正基準省令附則第３項の規定による適用除外 

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第10条第１号ロ(1)の基準 □基準省令第10条第１号ロ(1)の基準 

誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

（誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） （誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） 

□基準省令第10条第１号ロ(2)の基準 □基準省令第10条第１号ロ(2)の基準 

誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

（誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） （誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□令和４年改正基準省令附則第３項に規定する増築、改築 □令和４年改正基準省令附則第３項に規定する増築、改築

又は修繕等をする部分の基準 又は修繕等をする部分の基準 

誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

（誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） （誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） 

【ロ．一戸建ての住宅】 【ロ．一戸建ての住宅】 

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

□基準省令第10条第２号イ(1)の基準 □基準省令第10条第２号イ(1)の基準 

外皮平均熱貫流率　　　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)（基準値　　 外皮平均熱貫流率　　　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)（基準値　　

　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)） 　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)） 

冷房期の平均日射熱取得率　　　　　　　（基準値　　 冷房期の平均日射熱取得率　　　　　　　（基準値　　

　　　　　　　） 　　　　　　　） 

□基準省令第10条第２号イ(2)の基準 □基準省令第10条第２号イ(2)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

-
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（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築 □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築

又は修繕等をする部分の基準 又は修繕等をする部分の基準 

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第10条第２号ロ(1)の基準 □基準省令第10条第２号ロ(1)の基準 

誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

□基準省令第10条第２号ロ(2)の基準 □基準省令第10条第２号ロ(2)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築 □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築

又は修繕等をする部分の基準 又は修繕等をする部分の基準 

【ハ．共同住宅等】 【ハ．共同住宅等】 

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

□基準省令第10条第２号イ(1)の基準 □基準省令第10条第２号イ(1)の基準 

□基準省令第10条第２号イ(2)の基準 □基準省令第10条第２号イ(2)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築 □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築

又は修繕等をする部分の基準 又は修繕等をする部分の基準 

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第10条第２号ロ(1)の基準 □基準省令第10条第２号ロ(1)の基準 

基準省令第14条第２項に掲げる数値の区分（□第１号 基準省令第14条第２項に掲げる数値の区分（□第１号　

　□第２号） □第２号） 

誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

□基準省令第10条第２号ロ(2)の基準 □基準省令第10条第２号ロ(2)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

-
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（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築 □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築

又は修繕等をする部分の基準 又は修繕等をする部分の基準 

【ニ．複合建築物】 【ニ．複合建築物】 

□基準省令第10条第３号イの基準 □基準省令第10条第３号イの基準 

（非住宅部分） （非住宅部分） 

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

□基準省令第10条第１号イ(1)の基準 □基準省令第10条第１号イ(1)の基準 

年間熱負荷係数　　　　　ＭＪ／(㎡・年)（基準値 年間熱負荷係数　　　　　ＭＪ／(㎡・年)（基準値

　　　　　ＭＪ／(㎡・年)） 　　　　　ＭＪ／(㎡・年)） 

ＢＰＩ（　　　　　　　　） ＢＰＩ（　　　　　　　　） 

□基準省令第10条第１号イ(2)の基準 □基準省令第10条第１号イ(2)の基準 

年間熱負荷係数　　　　　ＭＪ／(㎡・年)（基準値 年間熱負荷係数　　　　　ＭＪ／(㎡・年)（基準値

　　　　　ＭＪ／(㎡・年)） 　　　　　ＭＪ／(㎡・年)） 

ＢＰＩ（　　　　　　　　） ＢＰＩ（　　　　　　　　） 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□令和４年改正基準省令附則第３項の規定による適用 □令和４年改正基準省令附則第３項の規定による適用

除外 除外 

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第10条第１号ロ(1)の基準 □基準省令第10条第１号ロ(1)の基準 

誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

（誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） （誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） 

□基準省令第10条第１号ロ(2)の基準 □基準省令第10条第１号ロ(2)の基準 

誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

（誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） （誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

-
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□令和４年改正基準省令附則第３項に規定する増築、 □令和４年改正基準省令附則第３項に規定する増築、

改築又は修繕等をする部分の基準 改築又は修繕等をする部分の基準 

誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

（誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） （誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） 

（住宅部分） （住宅部分） 

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

□基準省令第10条第２号イ(1)の基準 □基準省令第10条第２号イ(1)の基準 

□基準省令第10条第２号イ(2)の基準 □基準省令第10条第２号イ(2)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、 □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、

改築又は修繕等をする部分の基準 改築又は修繕等をする部分の基準 

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第10条第２号ロ(1)の基準 □基準省令第10条第２号ロ(1)の基準 

基準省令第14条第２項に掲げる数値の区分（□第 基準省令第14条第２項に掲げる数値の区分（□第

１号　□第２号） １号　□第２号） 

誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／ 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／

年 年 

誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／ 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／

年 年 

誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

□基準省令第10条第２号ロ(2)の基準 □基準省令第10条第２号ロ(2)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、 □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、

改築又は修繕等をする基準 改築又は修繕等をする基準 

□基準省令第10条第３号ロの基準 □基準省令第10条第３号ロの基準 

（非住宅部分） （非住宅部分） 

-
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-



（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

□基準省令第10条第１号イ(1)の基準 □基準省令第10条第１号イ(1)の基準 

年間熱負荷係数　　　　　ＭＪ／(㎡・年)（基準値 年間熱負荷係数　　　　　ＭＪ／(㎡・年)（基準値

　　　　　ＭＪ／(㎡・年)） 　　　　　ＭＪ／(㎡・年)） 

ＢＰＩ（　　　　　　　　） ＢＰＩ（　　　　　　　　） 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第１号イの基準 □基準省令第１条第１項第１号イの基準 

基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

（ＢＥＩの基準値　　　　　　　　）

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

（住宅部分） （住宅部分） 

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

□基準省令第10条第２号イ(1)の基準 □基準省令第10条第２号イ(1)の基準 

□基準省令第10条第２号イ(2)の基準 □基準省令第10条第２号イ(2)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準 □基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準 

基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第 基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第

１号　□第２号） １号　□第２号） 

基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

-
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（複合建築物） （複合建築物） 

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

基準省令第14条第２項に掲げる数値の区分（□第１号 基準省令第14条第２項に掲げる数値の区分（□第１号

　□第２号） 　□第２号） 

誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

（誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） （誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　）

【16．確認の特例】～【18．備考】　（略） 【16．確認の特例】～【18．備考】　（略）

（略） （略） 

（注意） （注意） 

１．～３．（略） １．～３．（略） 

４．第三面関係 ４．第三面関係 

①～⑦　（略） ①～⑦　（略） 

⑧　【15．建築物のエネルギー消費性能】の欄は、【６．建築物の用 ⑧　【15．建築物のエネルギー消費性能】の欄は、【６．建築物の用

途】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいずれか 途】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいずれか

について、以下の内容に従って記載してください。なお、イからニ について、以下の内容に従って記載してください。なお、イからニ

までの事項のうち、記載しないものについては削除して構いません までの事項のうち、記載しないものについては削除して構いません

。 。 

(1)～(4)　（略） (1)～(4)　（略） 

(5)　この欄において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のと (5)　この欄において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のと

おりとします。 おりとします。 

ⅰ)・ⅱ)　（略） ⅰ)・ⅱ)　（略） 

ⅲ)　ＢＥＩ　設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギ ⅲ)　ＢＥＩ　設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギ

ー消費量を除く。）を基準一次エネルギー消費量（その他一次 ー消費量を除く。）を基準一次エネルギー消費量（その他一次

エネルギー消費量を除く。以下このⅲ)及びⅳ)において同じ。 エネルギー消費量を除く。）で除したものをいいます。「ＢＥ

）で除したものをいいます。ただし、非住宅部分の「ＢＥＩ」 Ｉ」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値と

-
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を算出する場合における当該基準一次エネルギー消費量（ⅳ) してください。 

において「引上げ前の基準一次エネルギー消費量」という。）  

についての基準省令第３条第１項の規定の適用については、同  

項中「ＥＳＴ＝｛（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×Ｂ＋Ｅ  

Ｍ｝×10-3」とあるのは、「ＥＳＴ＝（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ  

＋ＥＳＥＶ＋ＥＭ）×10-3」とします。「ＢＥＩ」を記載する場合  

は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。  

ⅳ)　ＢＥＩの基準値　基準一次エネルギー消費量を引上げ前の （新設） 

基準一次エネルギー消費量で除したものをいいます。なお、非  

住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、用途ごとに  

算出した基準一次エネルギー消費量の合計を、用途ごとに算出  

した引上げ前の基準一次エネルギー消費量の合計で除したもの  

をいいます。「ＢＥＩの基準値」を記載する場合は、小数点第  

二位未満を切り上げた数値としてください。  

ⅴ)・ⅵ)　（略） ⅳ)・ⅴ)　（略） 

(6)　（略） (6)　（略） 

⑨～⑫　（略） ⑨～⑫　（略） 

５．～８．（略） ５．～８．（略）

様式第三十七（第三十条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第三十七（第三十条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

（第二面） （第二面） 

１．建築物の位置、延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積に関 １．建築物の位置、延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積に関

する事項 する事項 

［建築物に関する事項］ ［建築物に関する事項］ 

 

【１．地名地番】～【12．住宅部分の床面積】　（略） 【１．地名地番】～【12．住宅部分の床面積】　（略）

【13．建築物全体のエネルギー消費性能】 【13．建築物全体のエネルギー消費性能】 

【イ．非住宅建築物】 【イ．非住宅建築物】

-
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（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第１号イの基準 □基準省令第１条第１項第１号イの基準 

基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

（ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） □基準省令第１条第１項第１号ロの基準 

□基準省令第１条第１項第１号ロの基準 ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　）

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　）

【ロ．一戸建ての住宅】 【ロ．一戸建ての住宅】  

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第２号イ(1)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(1)の基準 

外皮平均熱貫流率　　　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)（基準値　　 外皮平均熱貫流率　　　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)（基準値　　

　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)） 　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)） 

冷房期の平均日射熱取得率　　　　　　　（基準値　　 冷房期の平均日射熱取得率　　　　　　　（基準値　　

　　　　　　　） 　　　　　　　） 

□基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準 

外皮平均熱貫流率　　　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)（基準値　　 外皮平均熱貫流率　　　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)（基準値　　

　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)） 　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)） 

冷房期の平均日射熱取得率　　　　　　　（基準値　　 冷房期の平均日射熱取得率　　　　　　　（基準値　　

　　　　　　　） 　　　　　　　） 

□基準省令第１条第１項第２号イ(3)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(3)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外 □基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外 

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準 □基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準 

基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 
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設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ(2)の基準 □基準省令第１条第１項第２号ロ(2)の基準 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ(3)の基準 □基準省令第１条第１項第２号ロ(3)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

【ハ．共同住宅等】 【ハ．共同住宅等】 

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第２号イ(1)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(1)の基準 

□基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準 

□基準省令第１条第１項第２号イ(3)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(3)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外 □基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外 

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準 □基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準 

基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第１号 基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第１号

　□第２号） 　□第２号） 

基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ(2)の基準 □基準省令第１条第１項第２号ロ(2)の基準 

基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第１号 基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第１号

　□第２号） 　□第２号） 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ(3)の基準 □基準省令第１条第１項第２号ロ(3)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

【ニ．複合建築物】 【ニ．複合建築物】 

-
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□基準省令第１条第１項第３号イの基準 □基準省令第１条第１項第３号イの基準 

（非住宅部分） （非住宅部分）

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第１号イの基準 □基準省令第１条第１項第１号イの基準 

基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

（ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） □基準省令第１条第１項第１号ロの基準 

□基準省令第１条第１項第１号ロの基準 ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　）

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　）

（住宅部分） （住宅部分）  

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第２号イ(1)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(1)の基準 

□基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準 

□基準省令第１条第１項第２号イ(3)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(3)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外 □基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外 

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準 □基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準 

基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第１ 基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第１

号　□第２号） 号　□第２号） 

基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ(2)の基準 □基準省令第１条第１項第２号ロ(2)の基準 

基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第１ 基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第１
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号　□第２号） 号　□第２号） 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ(3)の基準 □基準省令第１条第１項第２号ロ(3)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□基準省令第１条第１項第３号ロの基準 □基準省令第１条第１項第３号ロの基準 

（複合建築物） （複合建築物）

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第１号 基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第１号

　□第２号） 　□第２号） 

基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

（ＢＥＩの基準値　　　　　　　　）

（住宅部分） （住宅部分） 

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第２号イ(1)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(1)の基準 

□基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準 

□基準省令第１条第１項第２号イ(3)の基準 □基準省令第１条第１項第２号イ(3)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外 □基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外

【14．備考】　（略） 【14．備考】　（略）

（略） （略） 

（注意） （注意） 

１．・２．（略） １．・２．（略） 

３．第二面関係 ３．第二面関係 

-
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①～⑤　（略） ①～⑤　（略） 

⑥　【13．建築物全体のエネルギー消費性能】の欄は、【６．建築物 ⑥　【13．建築物全体のエネルギー消費性能】の欄は、【６．建築物

の用途】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいず の用途】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいず

れかについて、以下の内容に従って記載してください。なお、イか れかについて、以下の内容に従って記載してください。なお、イか

らニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構いま らニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構いま

せん。 せん。 

(1)～(4)　（略） (1)～(4)　（略） 

(5)　「ＢＥＩ」は、設計一次エネルギー消費量（その他一次エネ (5)　「ＢＥＩ」は、設計一次エネルギー消費量（その他一次エネ

ルギー消費量を除く。）を基準一次エネルギー消費量（その他一 ルギー消費量を除く。）を基準一次エネルギー消費量（その他一

次エネルギー消費量を除く。以下この(5)及び(6)において同じ。 次エネルギー消費量を除く。）で除したものをいいます。「ＢＥ

）で除したものをいいます。ただし、非住宅部分の「ＢＥＩ」を Ｉ」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値とし

算出する場合における当該基準一次エネルギー消費量（(6)にお てください。 

いて「引上げ前の基準一次エネルギー消費量」という。）につい  

ての基準省令第３条第１項の規定の適用については、同項中「Ｅ  

ＳＴ＝｛（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×Ｂ＋ＥＭ｝×10-3」  

とあるのは、「ＥＳＴ＝（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ＋ＥＭ  

）×10-3」とします。「ＢＥＩ」を記載する場合は、小数点第二  

位未満を切り上げた数値としてください。  

(6)　「ＢＥＩの基準値」は、基準一次エネルギー消費量を引上げ （新設） 

前の基準一次エネルギー消費量で除したものをいいます。なお、  

非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、用途ごとに  

算出した基準一次エネルギー消費量の合計を、用途ごとに算出し  

た引上げ前の基準一次エネルギー消費量の合計で除したものをい  

います。「ＢＥＩの基準値」を記載する場合は、小数点第二位未  

満を切り上げた数値としてください。  

⑦　（略） ⑦　（略） 

４．・５．（略） ４．・５．（略）
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第
二
条　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ

れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
前
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正

後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
前
条

 

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改　
　
　
　

正　
　
　
　

後

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

目
次

目
次

第
一
章　

建
築
士
の
努
力
義
務
（
第
一
条
） 

第
一
章　

建
築
主
が
講
ず
べ
き
措
置
等 

第
二
章　

建
築
主
の
基
準
適
合
義
務
等
（
第
二
条
―
第
十
九
条
） 

第
一
節　

特
定
建
築
物
の
建
築
主
の
基
準
適
合
義
務
等
（
第
一
条
―
第
十
一
条

第
三
章　

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
等
（
第
二
十
条
―
第

） 

二
十
八
条
）

第
二
節　

一
定
規
模
以
上
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
確
保
に
関
す

 

る
そ
の
他
の
措
置
（
第
十
二
条
―
第
十
五
条
） 

 

第
三
節　

特
殊
の
構
造
又
は
設
備
を
用
い
る
建
築
物
の
認
定
等
（
第
十
六
条
―

 

第
二
十
一
条
） 

 

第
四
節　

小
規
模
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
係
る
評
価
及
び
説
明
（

 

第
二
十
一
条
の
二
―
第
二
十
一
条
の
四
） 

 

第
五
節　

削
除 

 

第
二
章　

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
等
（
第
二
十
三
条
―

 

第
二
十
九
条
） 

 

第
三
章　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
係
る
認
定
等
（
第
三
十
条
―
第
三

 

十
三
条
）

第
四
章　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
等 

第
四
章　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
等 

第
一
節　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
（
第
二
十
九
条
―
第

第
一
節　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
（
第
三
十
四
条
―
第

五
十
九
条
） 

六
十
四
条
） 

第
二
節　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
（
第
六
十
条
―
第
七

第
二
節　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
（
第
六
十
五
条
―
第

十
五
条
） 

八
十
条
） 

第
五
章　

建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
に
お
け
る
措
置
（
第
七 

第
四
章
の
二　

建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
に
お
け
る
措
置
（

十
六
条
―
第
八
十
一
条
） 

第
八
十
条
の
二
―
第
八
十
条
の
七
） 

第
六
章　

雑
則
（
第
八
十
二
条
・
第
八
十
三
条
） 

第
五
章　

雑
則
（
第
八
十
一
条
―
第
八
十
二
条
） 

附
則

附
則

第
一
章　

建
築
士
の
努
力
義
務

（
新
設
）
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第
一
条　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

（
新
設
）

七
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
そ
の
他
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
の
向
上
に
資
す
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
行
お
う
と
す
る
建
築
士
は
、
当
該
建

築
物
の
工
事
が
着
手
さ
れ
る
前
に
、
当
該
説
明
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。第

二
章　

建
築
主
の
基
準
適
合
義
務
等 

第
一
章　

建
築
主
が
講
ず
べ
き
措
置
等 

 
 

（
削
る
）

第
一
節　

特
定
建
築
物
の
建
築
主
の
基
準
適
合
義
務
等

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
行
う
こ
と
が
比
較
的
容
易
な
特

 

定
建
築
行
為
） 

 

第
二
条　

法
第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
特
定
建
築
行

（
新
設
）

為
及
び
法
第
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
特
定
建
築
行

為
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
行
為
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

一　

住
宅
（
複
合
建
築
物
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省

令
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
。
以
下
「
基
準
省

令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
複
合
建
築
物
を
い
う
。

）
の
住
宅
部
分
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
住
宅
部
分
を
い
う
。
）
の
み
の
増

築
又
は
改
築
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
住
宅
部
分
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
建
築
で
あ
っ
て
、
当
該
住
宅
（
増
築
又
は
改
築
を
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
増
築
又
は
改
築
を
す
る
住
宅
の
部
分
）
を
次
に
掲
げ
る

基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
さ
せ
る
も
の 

イ　

基
準
省
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
の
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の

損
失
の
防
止
に
関
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
及
び
同
号
ロ
⑵
の
一

次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
関
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
同
号
イ

た
だ
し
書
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
住
宅
（
ロ
に
お
い

て
「
気
候
風
土
適
応
住
宅
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
同
号
ロ
⑵
の
一
次

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
関
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
限
る
。
） 
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ロ　

基
準
省
令
第
十
条
第
二
号
イ
⑵
の
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の

防
止
に
関
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
及
び
同
号
ロ
⑵
の
一
次
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
量
に
関
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
気
候
風
土
適
応

住
宅
に
あ
っ
て
は
、
同
号
ロ
⑵
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
関
す
る
国
土

交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
限
る
。
） 

二　

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設

省
令
第
二
十
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
住
宅
性
能
評
価
（
以
下
こ

の
号
及
び
次
条
第
四
項
に
お
い
て
「
設
計
住
宅
性
能
評
価
」
と
い
い
、
特
定
建

築
行
為
に
係
る
住
宅
が
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
す
る
住
宅

と
同
等
以
上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
旨
の
設
計
住
宅

性
能
評
価
に
限
る
。
）
を
受
け
た
住
宅
の
新
築 

三　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十

七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
認
定
（
同
法
第
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む

。
）
又
は
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

八
十
一
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
の
確
認
（
次
条
第
四
項
に
お
い
て
「
確
認
」

と
い
う
。
）
を
受
け
た
住
宅
の
新
築 

２　

法
第
十
一
条
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
特
定
建
築
行
為
及
び
法
第
十
二
条
第
三
項
後
段
に
お
い
て
準

用
す
る
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
特
定
建
築
行
為
は
、

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
建
築
行
為
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
関
す
る
書
類
の
様
式
） 

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
関
す
る
書
類
の
様
式
） 

第
三
条　

法
第
十
一
条
第
一
項
（
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用

第
一
条　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

七
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
（
法
第
十

確
保
計
画
に
関
す
る
書
類
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
計
画
書
の
正
本
及
び
副
本

五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
（
い
）
項
及
び
（
ろ
）
項
に
掲
げ
る
図
書
（
当
該
建
築

提
出
す
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
関
す
る
書
類
は
、
別
記
様

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
住
戸
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

式
第
一
に
よ
る
計
画
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
（
い
）
項
及

該
住
戸
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
（
ろ
）
項
に
掲
げ
る
図
書
に
代
え
て
同
表
の
（
は

び
（
ろ
）
項
に
掲
げ
る
図
書
（
当
該
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に

）
項
に
掲
げ
る
図
書
）
そ
の
他
所
管
行
政
庁
が
必
要
と
認
め
る
図
書
を
添
え
た
も

住
戸
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
住
戸
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
（
ろ
）

の
（
正
本
に
添
え
る
図
書
に
あ
っ
て
は
、
当
該
図
書
の
設
計
者
の
氏
名
の
記
載
が

項
に
掲
げ
る
図
書
に
代
え
て
同
表
の
（
は
）
項
に
掲
げ
る
図
書
）
そ
の
他
所
管
行
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あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

政
庁
が
必
要
と
認
め
る
図
書
を
添
え
た
も
の
（
正
本
に
添
え
る
図
書
に
あ
っ
て
は

、
当
該
図
書
の
設
計
者
の
氏
名
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

（
い
）

設
計
内
容
説
明
書

建
築
物
（
増
築
又
は
改
築
を
す
る
場
合

（
い
）

設
計
内
容
説
明
書 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
が
建

に
あ
っ
て
は
、
当
該
増
築
又
は
改
築
を

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適

す
る
建
築
物
の
部
分
。
以
下
こ
の
表
に

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
説
明

お
い
て
同
じ
。
）
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
が
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の

説
明

（
略
）

（
略
）

（
ろ
）

（
略
）

（
ろ
）

（
略
）

・
（
は

・
（
は

）

）

２
・
３　

（
略
） 

２
・
３　

（
略
） 

４　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
で
あ
っ
て
登
録
住
宅
性
能
評
価

４　

法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
二
条
第
一
項
の

機
関
（
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

規
定
に
よ
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
に
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
も

ー
消
費
性
能
確
保
計
画
（
住
宅
部
分
の
規
模
が
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
に
対
し
、
特
定
建
築
行
為
（
住
宅
の
新
築
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第

の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
八
号
。
次
条
に
お
い

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
住
宅
に
つ
い
て
設
計
住
宅
性
能
評
価
（
住
宅
の

て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
に
定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
新

品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
変
更

築
又
は
住
宅
部
分
の
規
模
が
同
条
第
二
項
に
定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る
増
築
若
し

設
計
住
宅
性
能
評
価
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
変
更
設
計
住
宅
性
能
評
価
」
と

く
は
改
築
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す

い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
申
請
又
は
確
認
（
同
令
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
書
類
の
ほ
か
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
計
画
書
の
正
本
の
写
し
及
び
そ
の
添
付

る
変
更
確
認
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
変
更
確
認
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

図
書
の
写
し
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
求
め
を
し
た
場
合
（
当
該
住
宅
の
設
計
者
の
氏
名
の
記
載
が
あ
る
設
計
評
価
申
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請
添
付
図
書
（
同
令
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
評
価
申
請
添
付
図
書
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
確
認
申
請
添
付
図

書
（
同
令
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
確
認
申
請
書
の
添
付
図
書
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
出
し
た
場
合
に
限
る
。

）
に
お
い
て
、
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関

に
当
該
特
定
建
築
行
為
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
を
提
出

す
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
表
の
各
項
に
掲
げ
る
図

書
を
同
項
の
計
画
書
に
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
に
提
出
し
た
当
該
設
計
評
価
申
請
添
付
図
書
又
は
当
該

確
認
申
請
添
付
図
書
の
う
ち
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
係
る
も
の
は
、

当
該
計
画
書
の
添
付
図
書
と
み
な
す
。

（
変
更
の
場
合
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
関
す
る
書
類
の
様

（
変
更
の
場
合
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
関
す
る
書
類
の
様

式
） 

式
） 

第
四
条　

法
第
十
一
条
第
二
項
（
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用

第
二
条　

法
第
十
二
条
第
二
項
（
法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
変
更
後
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
変
更
後
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
確
保
計
画
に
関
す
る
書
類
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
計
画
書
の
正
本

消
費
性
能
確
保
計
画
に
関
す
る
書
類
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
計
画
書
の
正
本

及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
を
添
え
た
も
の
及
び
当

及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
を
添
え
た
も
の
及
び
当

該
計
画
の
変
更
に
係
る
直
前
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
に
要

該
計
画
の
変
更
に
係
る
直
前
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
に
要

し
た
書
類
（
変
更
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
直
前
の
建

し
た
書
類
（
変
更
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
直
前
の
建

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
受
け
た
所
管
行
政
庁
又
は
登
録
建
築

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
受
け
た
所
管
行
政
庁
又
は
登
録
建
築

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
に
対
し
て
提
出
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
に
対
し
て
提
出
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、

別
記
様
式
第
二
に
よ
る
計
画
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
に
規
定
す

別
記
様
式
第
二
に
よ
る
計
画
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
に
規
定
す

る
図
書
（
変
更
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
添
え
た
も
の
と
す
る
。 
る
図
書
（
変
更
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
添
え
た
も
の
と
す
る
。 

２　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
で
あ
っ
て
登
録
住
宅
性
能
評
価

２　

法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
二
条
第
二
項
の

機
関
で
あ
る
も
の
（
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

規
定
に
よ
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
に
変
更
後
の
建
築
物

消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
に
係
る
直
前
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
（
住
宅
部
分
の
規
模
が
令
第
五
条
第
一
項
に
定

性
判
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
、
特
定
建
築
行
為
に
係
る
住
宅
に
つ

め
る
規
模
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
新
築
又
は
住
宅
部
分
の
規
模
が
同
条
第
二
項
に

い
て
変
更
設
計
住
宅
性
能
評
価
の
申
請
又
は
変
更
確
認
の
求
め
を
し
た
場
合
（
当

定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る
増
築
若
し
く
は
改
築
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
出

- 31/254-



該
住
宅
の
設
計
者
の
氏
名
の
記
載
が
あ
る
設
計
評
価
申
請
添
付
図
書
又
は
確
認
申

す
る
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
計
画

請
添
付
図
書
を
提
出
し
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
法
第
十
四
条
第
二
項
に

書
の
正
本
の
写
し
及
び
そ
の
添
付
図
書
の
写
し
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
登
録

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
に
当
該
特
定
建
築
行
為
に
係
る
変
更
後

の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
を
提
出
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
一
項
の
表
の
各
項
に
掲
げ
る
図
書
（
変
更
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
を
前
項
の
計
画
書
に
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
に
提
出
し
た
当
該
設
計
評
価
申
請
添
付
図
書

又
は
当
該
確
認
申
請
添
付
図
書
の
う
ち
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
係
る

も
の
は
、
当
該
計
画
書
の
添
付
図
書
と
み
な
す
。

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
軽
微
な
変
更
） 

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
軽
微
な
変
更
） 

第
五
条　

法
第
十
一
条
第
二
項
（
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用

第
三
条　

法
第
十
二
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
建
築

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
建
築
物
の

物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
向
上
さ
せ
る
変
更
そ
の
他
の
変
更
後
も
建
築
物
エ

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
向
上
さ
せ
る
変
更
そ
の
他
の
変
更
後
も
建
築
物
エ
ネ
ル

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
が
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
す

ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
が
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
す
る
こ

る
こ
と
が
明
ら
か
な
変
更
と
す
る
。

と
が
明
ら
か
な
変
更
と
す
る
。

（
所
管
行
政
庁
が
交
付
す
る
適
合
判
定
通
知
書
等
の
様
式
等
） 

（
所
管
行
政
庁
が
交
付
す
る
適
合
判
定
通
知
書
等
の
様
式
等
） 

第
六
条　

法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
の
交
付
は
、
次
の
各
号
に
掲

第
四
条　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
の
交
付
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
第
三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
第

げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
第
一
条
第
一
項
又
は

一
項
の
計
画
書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
（
第
三
条
第
四
項
後
段
又
は
第
四
条

第
二
条
第
一
項
の
計
画
書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
（
非
住
宅
部
分
に
限
る
。

第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
当
該
添
付
図
書
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を

）
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一　

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
が
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

一　

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
（
非
住
宅
部
分
に
係
る
部
分
に
限

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
場
合　

別
記
様
式
第
三
に
よ
る

る
。
次
号
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

適
合
判
定
通
知
書 

性
能
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
場
合　

別
記
様
式
第
三
に

 

よ
る
適
合
判
定
通
知
書 

二　

（
略
） 

二　

（
略
） 

２　

法
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
三
項
の
期
間
を
延
長
す
る
旨
及
び

２　

法
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
三
項
の
期
間
を
延
長
す
る
旨
及
び
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そ
の
延
長
す
る
期
間
並
び
に
そ
の
期
間
を
延
長
す
る
理
由
を
記
載
し
た
通
知
書
の

そ
の
延
長
す
る
期
間
並
び
に
そ
の
期
間
を
延
長
す
る
理
由
を
記
載
し
た
通
知
書
の

交
付
は
、
別
記
様
式
第
五
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

交
付
は
、
別
記
様
式
第
五
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

３　

法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
が

３　

法
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
通
知
書
の
交
付
は
、
別
記
様
式
第
六
に

で
き
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
通
知
書
の
交
付
は
、
別
記
様
式
第
六
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
が
交
付
す
る
適
合
判
定
通
知
書

（
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
が
交
付
す
る
適
合
判
定
通
知
書

等
の
様
式
等
） 

等
の
様
式
等
） 

第
七
条　

法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
一
条
第
三

第
五
条　

法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
二
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
の
交
付
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該

項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
の
交
付
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ

各
号
に
定
め
る
も
の
に
、
第
三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
第
一
項
の
計
画
書
の
副
本

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
、
第
一
条
第
一
項
又
は
第
二
条
第
一
項
の
計
画

及
び
そ
の
添
付
図
書
（
第
三
条
第
四
項
後
段
又
は
第
四
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に

書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
（
非
住
宅
部
分
に
限
る
。
）
を
添
え
て
行
わ
な
け

よ
り
当
該
添
付
図
書
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば

れ
ば
な
ら
な
い
。 

な
ら
な
い
。 

 

一
・
二　

（
略
） 

一
・
二　

（
略
） 

２　

法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
一
条
第
四
項
の

２　

法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
二
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
同
条
第
三
項
の
期
間
を
延
長
す
る
旨
及
び
そ
の
延
長
す
る
期
間
並
び

規
定
に
よ
る
同
条
第
三
項
の
期
間
を
延
長
す
る
旨
及
び
そ
の
延
長
す
る
期
間
並
び

に
そ
の
期
間
を
延
長
す
る
理
由
を
記
載
し
た
通
知
書
の
交
付
は
、
別
記
様
式
第
九

に
そ
の
期
間
を
延
長
す
る
理
由
を
記
載
し
た
通
知
書
の
交
付
は
、
別
記
様
式
第
九

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

３　

法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
一
条
第
五
項
の

３　

法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
二
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
及
び
そ
の
理

規
定
に
よ
る
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
及
び
そ
の
理

由
を
記
載
し
た
通
知
書
の
交
付
は
、
別
記
様
式
第
十
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

由
を
記
載
し
た
通
知
書
の
交
付
は
、
別
記
様
式
第
十
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

４　

（
略
）

４　

（
略
）

（
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
の
提
出
） 
（
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
の
提
出
） 

第
八
条　

法
第
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
の

第
六
条　

法
第
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
の

提
出
は
、
当
該
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
に
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第

提
出
は
、
当
該
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
に
第
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第

四
条
第
一
項
の
計
画
書
の
副
本
又
は
そ
の
写
し
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た

二
条
第
一
項
の
計
画
書
の
副
本
又
は
そ
の
写
し
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
の
提

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

出
を
も
っ
て
法
第
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し

書
類
の
提
出
を
も
っ
て
法
第
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
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を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

そ
の
写
し
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

一　

法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
合
判
定
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
も

一　

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
合
判
定
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た

の
と
み
な
し
て
、
法
第
十
一
条
第
六
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合　

第
十
六
条

も
の
と
み
な
し
て
、
法
第
十
二
条
第
六
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合　

第
十
八

第
一
項
の
認
定
書
の
写
し 

条
第
一
項
の
認
定
書
の
写
し 

二　

法
第
三
十
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
合
判
定
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
も

二　

法
第
三
十
五
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
合
判
定
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た

の
と
み
な
し
て
、
法
第
十
一
条
第
六
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合　

第
二
十
四

も
の
と
み
な
し
て
、
法
第
十
二
条
第
六
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合　

第
二
十

条
第
二
項
（
第
二
十
七
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

五
条
第
二
項
（
第
二
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

の
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
及
び
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
六
条
の
申

）
の
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
七
条

請
書
の
副
本
又
は
そ
の
写
し 

の
申
請
書
の
副
本
又
は
そ
の
写
し 

三　

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四

三　

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四

号
）
第
十
条
第
九
項
又
は
同
法
第
五
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
適
合
判

号
）
第
十
条
第
九
項
又
は
同
法
第
五
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
適
合
判

定
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
も
の
と
み
な
し
て
、
法
第
十
一
条
第
六
項
の
規
定

定
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
も
の
と
み
な
し
て
、
法
第
十
二
条
第
六
項
の
規
定

を
適
用
す
る
場
合　

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平

を
適
用
す
る
場
合　

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平

成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
六
号
）
第
五
条
第
二
項
（
同
令
第
八
条
に

成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
六
号
）
第
五
条
第
二
項
（
同
規
則
第
八
条

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
知
書
若
し
く
は
そ
の
写

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
知
書
若
し
く
は
そ
の

し
及
び
同
令
第
三
条
若
し
く
は
同
令
第
七
条
の
申
請
書
の
副
本
若
し
く
は
そ
の

写
し
及
び
同
規
則
第
三
条
若
し
く
は
同
規
則
第
七
条
の
申
請
書
の
副
本
若
し
く

写
し
又
は
同
令
第
四
十
三
条
第
二
項
（
同
令
第
四
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え

は
そ
の
写
し
又
は
同
規
則
第
四
十
三
条
第
二
項
（
同
規
則
第
四
十
六
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
知
書
若
し
く
は
そ
の
写
し
及
び
同
令
第
四

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
知
書
若
し
く
は
そ
の
写
し
及

十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
同
令
第
四
十
五
条
の
申
請
書
の
副
本
若
し
く
は
そ
の

び
同
規
則
第
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
同
規
則
第
四
十
五
条
の
申
請
書
の
副

写
し

本
若
し
く
は
そ
の
写
し

（
国
等
に
対
す
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
に
関
す
る
手
続
の

（
国
等
に
対
す
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
に
関
す
る
手
続
の

特
例
） 

特
例
） 

第
九
条　

第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
こ

第
七
条　

第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
は
、
法
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

れ
ら
の
規
定
を
法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一

条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
十
一
」
と
、
同
条

条
中
「
別
記
様
式
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
十
一
」
と
、
「
計
画
書
」

中
「
計
画
書
」
と
あ
る
の
は
「
通
知
書
」
と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第

と
あ
る
の
は
「
通
知
書
」
と
、
第
二
条
中
「
別
記
様
式
第
二
」
と
あ
る
の
は
「
別

二
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
十
二
」
と
、
同
条
中
「
計
画
書
」
と
あ
る
の
は

記
様
式
第
十
二
」
と
、
「
計
画
書
」
と
あ
る
の
は
「
通
知
書
」
と
読
み
替
え
る
も

「
通
知
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

の
と
す
る
。 
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２　

第
五
条
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
第
三
項
（
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読

２　

第
三
条
の
規
定
は
、
法
第
十
三
条
第
三
項
（
法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更

み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更

に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３　

第
六
条
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通

３　

第
四
条
の
規
定
は
、
法
第
十
三
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通

知
書
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
一
項
中
「

知
書
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
中
「

第
三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
お
い
て

第
一
条
第
一
項
又
は
第
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
第
一
項
」
と
、
「
計
画
書
」

読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
条
第
一
項
又
は
第
二
条
第
一
項
」
と
、
「
計
画
書
」

と
あ
る
の
は
「
通
知
書
」
と
、
「
第
三
条
第
四
項
後
段
又
は
第
四
条
第
二
項
後
段

と
あ
る
の
は
「
通
知
書
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
別
記
様
式
第
三
」
と
あ
る
の
は

」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
条
第
四

「
別
記
様
式
第
十
三
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
別
記
様
式
第
四
」
と
あ
る
の
は
「

項
後
段
又
は
第
四
条
第
二
項
後
段
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
別
記
様
式
第
三
」
と

別
記
様
式
第
十
四
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
別
記
様
式
第
五
」
と
あ
る
の
は
「
別

あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
十
三
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
別
記
様
式
第
四
」
と
あ

記
様
式
第
十
五
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
別
記
様
式
第
六
」
と
あ
る
の
は
「
別
記

る
の
は
「
別
記
様
式
第
十
四
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
別
記
様
式
第
五
」
と
あ
る

様
式
第
十
六
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

の
は
「
別
記
様
式
第
十
五
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
別
記
様
式
第
六
」
と
あ
る
の

 

は
「
別
記
様
式
第
十
六
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

４　

第
七
条
の
規
定
は
、
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法

４　

第
五
条
の
規
定
は
、
法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法

第
十
二
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
の
交
付
に
つ
い
て
準

第
十
三
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
の
交
付
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
一
項
又
は
第
四

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
中
「
第
一
条
第
一
項
又
は
第
二

条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第

条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第

三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
第
一
項
」
と
、
「
計
画
書
」
と
あ
る
の
は
「
通
知
書
」

一
条
第
一
項
又
は
第
二
条
第
一
項
」
と
、
「
計
画
書
」
と
あ
る
の
は
「
通
知
書
」

と
、
「
第
三
条
第
四
項
後
段
又
は
第
四
条
第
二
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条

と
、
同
項
第
一
号
中
「
別
記
様
式
第
七
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
十
七
」
と

第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
条
第
四
項
後
段
又
は
第
四
条
第
二

、
同
項
第
二
号
中
「
別
記
様
式
第
八
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
十
八
」
と
、

項
後
段
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
別
記
様
式
第
七
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第

同
条
第
二
項
中
「
別
記
様
式
第
九
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
十
九
」
と
、
同

十
七
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
別
記
様
式
第
八
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
十

条
第
三
項
中
「
別
記
様
式
第
十
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
二
十
」
と
読
み
替

八
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
別
記
様
式
第
九
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
十
九

え
る
も
の
と
す
る
。 

」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
別
記
様
式
第
十
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
二
十
」

 

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

５　

前
条
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は

５　

前
条
の
規
定
は
、
法
第
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は

そ
の
写
し
の
提
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
第
三

そ
の
写
し
の
提
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
第
一

条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
九
条
第
一
項
に
お
い

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
七
条
第
一
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
」
と
、
「
計

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
条
第
一
項
」
と
、
「
計
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画
書
」
と
あ
る
の
は
「
通
知
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

画
書
」
と
あ
る
の
は
「
通
知
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
委
任
の
公
示
） 

（
委
任
の
公
示
） 

第
十
条　

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

第
八
条　

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

判
定
機
関
に
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
の
全
部
又
は
一
部
を
行

判
定
機
関
に
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
の
全
部
又
は
一
部
を
行

わ
せ
る
こ
と
と
し
た
所
管
行
政
庁
（
次
条
に
お
い
て
「
委
任
所
管
行
政
庁
」
と
い

わ
せ
る
こ
と
と
し
た
所
管
行
政
庁
（
次
条
に
お
い
て
「
委
任
所
管
行
政
庁
」
と
い

う
。
）
は
、
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と

う
。
）
は
、
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と

し
た
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
の
業
務
（
以
下
「
判
定
の
業
務

し
た
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
の
業
務
（
以
下
「
判
定
の
業
務

」
と
い
う
。
）
及
び
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
の
当
該
判
定

」
と
い
う
。
）
及
び
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
の
当
該
判
定

の
業
務
の
開
始
の
日
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
業
務
の
開
始
の
日
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条　

（
略
）

第
九
条　

（
略
）

（
立
入
検
査
の
証
明
書
） 

（
立
入
検
査
の
証
明
書
） 

第
十
二
条　

法
第
十
五
条
第
二
項
の
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書

第
十
条　

法
第
十
七
条
第
二
項
の
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は

は
、
別
記
様
式
第
二
十
一
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

、
別
記
様
式
第
二
十
一
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
軽
微
な
変
更
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
） 

（
軽
微
な
変
更
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
） 

第
十
三
条　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
条
第
五
項
、

第
十
一
条　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
条
第
五
項
、

同
法
第
七
条
の
二
第
五
項
又
は
同
法
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
済

同
法
第
七
条
の
二
第
五
項
又
は
同
法
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
済

証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
計
画
の
変
更
が
第
五
条
（
第
九
条
第

証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
計
画
の
変
更
が
第
三
条
（
第
七
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
軽
微
な
変
更
に
該
当
し
て
い
る
こ

二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
軽
微
な
変
更
に
該
当

と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
を
所
管
行
政
庁
又
は
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
を
所
管
行
政
庁
又
は
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル

能
判
定
機
関
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
） 

第
二
節　

一
定
規
模
以
上
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
確
保
に

関
す
る
そ
の
他
の
措
置

 

（
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
届
出
） 

（
削
る
）

第
十
二
条　

法
第
十
九
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
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、
別
記
様
式
第
二
十
二
に
よ
る
届
出
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表

の
（
い
）
項
及
び
（
ろ
）
項
に
掲
げ
る
図
書
（
同
条
第
一
項
前
段
の
建
築
物
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
確
保
の
た
め
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
計
画
に
住
戸
が

含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
住
戸
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
（
ろ
）
項
に
掲

げ
る
図
書
に
代
え
て
同
表
の
（
は
）
項
に
掲
げ
る
図
書
）
そ
の
他
所
管
行
政
庁
が

必
要
と
認
め
る
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
所
管
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

（
い
）

付
近
見
取
図

方
位
、
道
路
及
び
目
標
と
な
る
地
物

配
置
図

縮
尺
及
び
方
位

敷
地
境
界
線
、
敷
地
内
に
お
け
る
建
築

物
の
位
置
及
び
届
出
に
係
る
建
築
物
と

他
の
建
築
物
と
の
別

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
設
備
の
位

置

仕
様
書
（
仕
上
げ
表
を
含

部
材
の
種
別
及
び
寸
法

む
。
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
設
備
の
種

別

各
階
平
面
図

縮
尺
及
び
方
位

間
取
り
、
各
室
の
名
称
、
用
途
及
び
寸

法
並
び
に
天
井
の
高
さ
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壁
の
位
置
及
び
種
類

開
口
部
の
位
置
及
び
構
造

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
設
備
の
位

置

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の
各

部
分
の
寸
法
及
び
算
式

用
途
別
床
面
積
表

用
途
別
の
床
面
積

立
面
図

縮
尺

外
壁
及
び
開
口
部
の
位
置

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
設
備
の
位

置

断
面
図
又
は
矩
計
図

縮
尺

建
築
物
の
高
さ

外
壁
及
び
屋
根
の
構
造

軒
の
高
さ
並
び
に
軒
及
び
ひ
さ
し
の
出

小
屋
裏
の
構
造
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各
階
の
天
井
の
高
さ
及
び
構
造

床
の
高
さ
及
び
構
造
並
び
に
床
下
及
び

基
礎
の
構
造

各
部
詳
細
図

縮
尺

外
壁
、
開
口
部
、
床
、
屋
根
そ
の
他
断

熱
性
を
有
す
る
部
分
の
材
料
の
種
別
及

び
寸
法

各
種
計
算
書

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
係

る
計
算
そ
の
他
の
計
算
を
要
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
計
算
の
内
容

（
ろ
）

機
器
表 

空
気
調
和
設

熱
源
機
、
ポ
ン
プ
、
空
気
調
和
機
そ
の

備

他
の
機
器
の
種
別
、
仕
様
及
び
数

空
気
調
和
設

給
気
機
、
排
気
機
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

備
以
外
の
機

す
る
設
備
の
種
別
、
仕
様
及
び
数 

械
換
気
設
備

照
明
設
備

照
明
設
備
の
種
別
、
仕
様
及
び
数

給
湯
設
備 

給
湯
器
の
種
別
、
仕
様
及
び
数

  

太
陽
熱
を
給
湯
に
利
用
す
る
た
め
の
設

 

備
の
種
別
、
仕
様
及
び
数

節
湯
器
具
の
種
別
及
び
数
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空
気
調
和
設

空
気
調
和
設
備
等
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

備
等
以
外
の

消
費
性
能
の
確
保
に
資
す
る
建
築
設
備

エ
ネ
ル
ギ
ー

の
種
別
、
仕
様
及
び
数 

消
費
性
能
の

 

確
保
に
資
す

 

る
建
築
設
備

仕
様
書 

昇
降
機

昇
降
機
の
種
別
、
数
、
積
載
量
、
定
格

速
度
及
び
速
度
制
御
方
法

系
統
図

空
気
調
和
設

空
気
調
和
設
備
の
位
置
及
び
連
結
先 

備空
気
調
和
設

空
気
調
和
設
備
以
外
の
機
械
換
気
設
備

備
以
外
の
機

の
位
置
及
び
連
結
先 

械
換
気
設
備

給
湯
設
備

給
湯
設
備
の
位
置
及
び
連
結
先

空
気
調
和
設

空
気
調
和
設
備
等
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

備
等
以
外
の

消
費
性
能
の
確
保
に
資
す
る
建
築
設
備

エ
ネ
ル
ギ
ー

の
位
置
及
び
連
結
先 

消
費
性
能
の

確
保
に
資
す

る
建
築
設
備

各
階
平
面

空
気
調
和
設

縮
尺

図

備 

 

空
気
調
和
設
備
の
有
効
範
囲
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熱
源
機
、
ポ
ン
プ
、
空
気
調
和
機
そ
の

他
の
機
器
の
位
置

空
気
調
和
設

縮
尺

備
以
外
の
機

械
換
気
設
備 

給
気
機
、
排
気
機
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
設
備
の
位
置

照
明
設
備 

縮
尺

 

照
明
設
備
の
位
置

給
湯
設
備 

縮
尺

  

給
湯
設
備
の
位
置

  

配
管
に
講
じ
た
保
温
の
た
め
の
措
置

 

節
湯
器
具
の
位
置

昇
降
機 

縮
尺

 

位
置

空
気
調
和
設

縮
尺

備
等
以
外
の

エ
ネ
ル
ギ
ー

位
置

消
費
性
能
の

確
保
に
資
す

- 41/254-



る
建
築
設
備

制
御
図

空
気
調
和
設

空
気
調
和
設
備
の
制
御
方
法

備空
気
調
和
設

空
気
調
和
設
備
以
外
の
機
械
換
気
設
備

備
以
外
の
機

の
制
御
方
法

械
換
気
設
備

照
明
設
備

照
明
設
備
の
制
御
方
法

給
湯
設
備

給
湯
設
備
の
制
御
方
法

空
気
調
和
設

空
気
調
和
設
備
等
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

備
等
以
外
の

消
費
性
能
の
確
保
に
資
す
る
建
築
設
備

エ
ネ
ル
ギ
ー

の
制
御
方
法 

消
費
性
能
の

 

確
保
に
資
す

 

る
建
築
設
備

（
は
）

機
器
表

空
気
調
和
設

空
気
調
和
設
備
の
種
別
、
位
置
、
仕
様

備

、
数
及
び
制
御
方
法

空
気
調
和
設

空
気
調
和
設
備
以
外
の
機
械
換
気
設
備

備
以
外
の
機

の
種
別
、
位
置
、
仕
様
、
数
及
び
制
御

械
換
気
設
備

方
法

照
明
設
備 

照
明
設
備
の
種
別
、
位
置
、
仕
様
、
数

及
び
制
御
方
法
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給
湯
設
備 

給
湯
器
の
種
別
、
位
置
、
仕
様
、
数
及

 

び
制
御
方
法

  

太
陽
熱
を
給
湯
に
利
用
す
る
た
め
の
設

 

備
の
種
別
、
位
置
、
仕
様
、
数
及
び
制

 

御
方
法

 

節
湯
器
具
の
種
別
、
位
置
及
び
数

空
気
調
和
設

空
気
調
和
設
備
等
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

備
等
以
外
の

消
費
性
能
の
確
保
に
資
す
る
建
築
設
備

エ
ネ
ル
ギ
ー

の
種
別
、
位
置
、
仕
様
、
数
及
び
制
御

消
費
性
能
の

方
法

確
保
に
資
す

る
建
築
設
備

２　

第
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
に

つ
い
て
準
用
す
る
。 

３　

法
第
十
九
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

、
別
記
様
式
第
二
十
三
に
よ
る
届
出
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
項

に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の
を
添
え
て
、
こ
れ
を
所
管
行
政
庁
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４　

第
一
項
に
規
定
す
る
所
管
行
政
庁
が
必
要
と
認
め
る
図
書
を
添
付
す
る
場
合
に

は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
図
書
の
う
ち
所
管
行
政
庁

が
不
要
と
認
め
る
も
の
を
同
項
の
届
出
書
に
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

 

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
確
保
の
た
め
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る

 

計
画
の
軽
微
な
変
更
） 

（
削
る
）

第
十
三
条　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
建
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築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
向
上
さ
せ
る
変
更
そ
の
他
の
変
更
後
も
建
築
物

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
確
保
の
た
め
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
計
画
が
建

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
変
更
と
す
る
。

 

（
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
届
出
に
係
る
特
例
） 

（
削
る
）

第
十
三
条
の
二　

法
第
十
九
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
登
録

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
又
は
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録

住
宅
性
能
評
価
機
関
が
行
う
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
関
す
る
評
価
（

法
第
十
九
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
建
築
物
が
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
と
同
等
以
上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
旨
の
評
価
に
限
る
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
単
に
「
評
価

」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 

２　

法
第
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
の
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
日
数
は
、
三
日
と
す
る
。 

３　

法
第
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
前
段
の
規

定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
別
記
様
式
第
二
十
二
に
よ
る
届
出
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

表
に
掲
げ
る
図
書
そ
の
他
所
管
行
政
庁
が
必
要
と
認
め
る
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ

ら
を
所
管
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

付
近
見
取
図

方
位
、
道
路
及
び
目
標
と
な
る
地
物

配
置
図

縮
尺
及
び
方
位

敷
地
境
界
線
、
敷
地
内
に
お
け
る
建
築
物
の
位

置
及
び
届
出
に
係
る
建
築
物
と
他
の
建
築
物
と

の
別
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各
階
平
面
図

縮
尺
及
び
方
位

間
取
り
、
各
室
の
名
称
、
用
途
及
び
寸
法
並
び

に
天
井
の
高
さ

壁
の
位
置
及
び
種
類

開
口
部
の
位
置
及
び
構
造

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の
各
部
分
の

寸
法
及
び
算
式

用
途
別
床
面
積
表

用
途
別
の
床
面
積

立
面
図

縮
尺

外
壁
及
び
開
口
部
の
位
置

断
面
図
又
は
矩
計
図

縮
尺

建
築
物
の
高
さ

外
壁
及
び
屋
根
の
構
造

軒
の
高
さ
並
び
に
軒
及
び
ひ
さ
し
の
出

小
屋
裏
の
構
造

各
階
の
天
井
の
高
さ
及
び
構
造
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床
の
高
さ
及
び
構
造
並
び
に
床
下
及
び
基
礎
の

構
造

４　

第
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用

す
る
同
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

５　

第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

用
す
る
同
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

６　

第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
所
管
行
政
庁
が
必
要
と
認

め
る
図
書
を
添
付
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

 

（
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
届
出
等
に
係
る
国
等
に
対
す
る
特
例
） 

（
削
る
）

第
十
四
条　

第
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
届
出
を
し
よ
う

と
す
る
者
」
は
「
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
国
等
の
機
関
の
長
」
と
、
「
別
記
様
式

第
二
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
二
十
四
」
と
、
「
届
出
書
」
と
あ
る
の

は
「
通
知
書
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
」
は
「

変
更
の
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
国
等
の
機
関
の
長
」
と
、
「
別
記
様
式
第
二
十
三

」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
二
十
五
」
と
、
「
届
出
書
」
と
あ
る
の
は
「
通
知

書
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
届
出
書
」
と
あ
る
の
は
「
通
知
書
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

２　

第
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微

な
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３　

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
国
等
の
機
関
の
長

は
、
評
価
の
結
果
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
様
式
第
二
十
四
に
よ
る
届
出
書

の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
前
条
第
三
項
の
表
に
掲
げ
る
図
書
そ
の
他
所
管

行
政
庁
が
必
要
と
認
め
る
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
所
管
行
政
庁
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
立
入
検
査
の
証
明
書
） 

（
削
る
）

第
十
五
条　

法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
の
立

入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二
十
六
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

（
削
る
）

第
三
節　

特
殊
の
構
造
又
は
設
備
を
用
い
る
建
築
物
の
認
定
等

（
特
殊
の
構
造
又
は
設
備
を
用
い
る
建
築
物
の
認
定
の
申
請
） 

（
特
殊
の
構
造
又
は
設
備
を
用
い
る
建
築
物
の
認
定
の
申
請
） 

第
十
四
条　

法
第
十
六
条
第
一
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
二

第
十
六
条　

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第

十
二
に
よ
る
申
請
書
に
第
十
八
条
第
一
項
の
評
価
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交

二
十
七
に
よ
る
申
請
書
に
第
二
十
条
第
一
項
の
評
価
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土

通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
請
書
の
記
載
事
項
） 

（
申
請
書
の
記
載
事
項
） 

第
十
五
条　

法
第
十
六
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ

第
十
七
条　

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

る
も
の
と
す
る
。 

げ
る
も
の
と
す
る
。 

一　

法
第
十
六
条
第
一
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

一　

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

二
・
三　

（
略
）

二
・
三　

（
略
）

（
認
定
書
の
交
付
等
） 

（
認
定
書
の
交
付
等
） 

第
十
六
条　

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
十
六
条
第
三
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
別

第
十
八
条　

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、

記
様
式
第
二
十
三
に
よ
る
認
定
書
を
申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

別
記
様
式
第
二
十
八
に
よ
る
認
定
書
を
申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２　

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
十
六
条
第
三
項
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
別
記
様

２　

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
別
記

式
第
二
十
四
に
よ
る
通
知
書
を
申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
第
二
十
九
に
よ
る
通
知
書
を
申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
評
価
の
申
請
） 

（
評
価
の
申
請
） 

第
十
七
条　

法
第
十
七
条
第
一
項
の
評
価
（
以
下
「
評
価
」
と
い
う
。
）
の
申
請
を

第
十
九
条　

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
評
価
（
次
節
を
除
き
、
以
下
単
に
「
評
価
」

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
二
十
五
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類

と
い
う
。
）
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
十
に
よ
る
申
請
書

を
添
え
て
、
こ
れ
を
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
に
提
出
し
な

に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

価
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

（
評
価
書
の
交
付
等
） 

（
評
価
書
の
交
付
等
） 

第
十
八
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
は
、
評
価
を
行
っ
た
と

第
二
十
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
は
、
評
価
を
行
っ
た
と

き
は
、
別
記
様
式
第
二
十
六
に
よ
る
評
価
書
（
以
下
「
評
価
書
」
と
い
う
。
）
を

き
は
、
別
記
様
式
第
三
十
一
に
よ
る
評
価
書
（
以
下
単
に
「
評
価
書
」
と
い
う
。

申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

）
を
申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
・
３　

（
略
）

２
・
３　

（
略
）

（
特
殊
の
構
造
又
は
設
備
を
用
い
る
建
築
物
の
認
定
の
手
数
料
） 

（
特
殊
の
構
造
又
は
設
備
を
用
い
る
建
築
物
の
認
定
の
手
数
料
） 

第
十
九
条　

法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
は
、
当
該
手
数
料
の
金
額

第
二
十
一
条　

法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
は
、
当
該
手
数
料
の

に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
印
紙
を
も

金
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
印
紙

っ
て
納
め
難
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
現
金
を
も
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

を
も
っ
て
納
め
難
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
現
金
を
も
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

。 

２　

法
第
十
九
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
申
請
一
件
に
つ
き

２　

法
第
二
十
六
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
申
請
一
件
に
つ

二
万
円
と
す
る
。

き
二
万
円
と
す
る
。

（
削
る
）

第
四
節　

小
規
模
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
係
る
評
価
及
び
説

明

 

（
小
規
模
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
係
る
評
価
及
び
説
明
） 

（
削
る
）

第
二
十
一
条
の
二　

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
小
規
模
建
築
物
の
建
築

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て
評
価
及
び
説
明
を
行
お
う

と
す
る
建
築
士
は
、
当
該
小
規
模
建
築
物
の
工
事
が
着
手
さ
れ
る
前
に
、
当
該
評

価
及
び
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
書
面
の
記
載
事
項
） 

（
削
る
）

第
二
十
一
条
の
三　

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一　

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
の
年
月
日 

二　

説
明
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
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氏
名 

三　

小
規
模
建
築
物
の
所
在
地 

四　

小
規
模
建
築
物
が
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
す
る
か
否
か

の
別 

五　

小
規
模
建
築
物
が
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
確
保
の

た
め
と
る
べ
き
措
置 

六　

小
規
模
建
築
物
の
建
築
に
係
る
設
計
を
行
っ
た
建
築
士
の
氏
名
、
そ
の
者
の

一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
別
及
び
そ
の
者
の
登
録
番
号 

七　

建
築
士
の
属
す
る
建
築
士
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当
該
建
築
士

事
務
所
の
一
級
建
築
士
事
務
所
、
二
級
建
築
士
事
務
所
又
は
木
造
建
築
士
事
務

所
の
別

 

（
評
価
及
び
説
明
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
） 

（
削
る
）

第
二
十
一
条
の
四　

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
意
思
の
表
明
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
単
に
「
意
思
の
表
明
」
と
い
う
。
）
は
、
小
規
模
建
築
物
の
建
築
に
係
る
設
計

を
行
う
建
築
士
（
第
四
号
に
お
い
て
単
に
「
建
築
士
」
と
い
う
。
）
に
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一　

意
思
の
表
明
の
年
月
日 

二　

意
思
の
表
明
を
行
っ
た
建
築
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名 

三　

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
及
び
説
明
を
要
し
な
い
小
規
模

建
築
物
の
所
在
地 

四　

建
築
士
の
氏
名
、
そ
の
者
の
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士

の
別
及
び
そ
の
者
の
登
録
番
号

（
削
る
） 
第
五
節　

削
除 

 
 

（
削
る
）

第
二
十
二
条　

削
除
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第
三
章　

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
等

第
二
章　

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
等

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
の
申
請
） 

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
の
申
請
） 

第
二
十
条　

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

第
二
十
三
条　

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

向
上
計
画
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
二
十
七
に
よ
る

能
向
上
計
画
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
十
三
に
よ

申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
（
い
）
項
及
び
（
ろ
）
項
に

る
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
（
い
）
項
及
び
（
ろ
）
項

掲
げ
る
図
書
（
当
該
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
に
住
戸
が
含
ま
れ

に
掲
げ
る
図
書
そ
の
他
所
管
行
政
庁
が
必
要
と
認
め
る
図
書
（
法
第
十
二
条
第
一

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
住
戸
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
（
ろ
）
項
に
掲
げ
る
図

項
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

書
に
代
え
て
同
表
の
（
は
）
項
に
掲
げ
る
図
書
）
そ
の
他
所
管
行
政
庁
が
必
要
と

合
の
正
本
に
添
え
る
図
書
に
あ
っ
て
は
、
当
該
図
書
の
設
計
者
の
氏
名
の
記
載
が

認
め
る
図
書
（
法
第
十
一
条
第
一
項
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
所
管
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば

定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
の
正
本
に
添
え
る
図
書
に
あ
っ
て
は
、
当
該

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
に
住
戸
が

図
書
の
設
計
者
の
氏
名
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を

含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
住
戸
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
（
ろ
）
項
に
掲

所
管
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
図
書
に
代
え
て
同
表
の
（
は
）
項
に
掲
げ
る
図
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

（
い
） 

設
計
内
容
説
明
書

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
が

（
い
）

設
計
内
容
説
明
書

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
が

法
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

と
の
説
明

こ
と
の
説
明

（
略
）

（
略
）

（
ろ
）

（
略
）

（
ろ
）

（
略
）

・
（
は

・
（
は

）

）

２
・
３　

（
略
）

２
・
３　

（
略
）
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（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
記
載
事
項
） 

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
記
載
事
項
） 

第
二
十
一
条　

法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は

第
二
十
四
条　

法
第
三
十
四
条
第
二
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
一
層
の
向
上
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
に
関
す
る

、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
一
層
の
向
上
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
に
関
す
る

工
事
の
着
手
予
定
時
期
及
び
完
了
予
定
時
期
と
す
る
。

工
事
の
着
手
予
定
時
期
及
び
完
了
予
定
時
期
と
す
る
。

（
熱
源
機
器
等
） 

（
熱
源
機
器
等
） 

第
二
十
二
条　

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
機
器
は
、
次
に

第
二
十
四
条
の
二　

法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
機
器
は
、

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三　

（
略
） 

一
～
三　

（
略
） 

２　

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も

２　

法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。 

の
と
す
る
。 

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

（
自
他
供
給
型
熱
源
機
器
等
の
設
置
に
関
し
て
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向

（
自
他
供
給
型
熱
源
機
器
等
の
設
置
に
関
し
て
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向

上
計
画
に
記
載
す
べ
き
事
項
等
） 

上
計
画
に
記
載
す
べ
き
事
項
等
） 

第
二
十
三
条　

法
第
二
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は

第
二
十
四
条
の
三　

法
第
三
十
四
条
第
三
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事

、
申
請
建
築
物
に
設
置
さ
れ
る
自
他
供
給
型
熱
源
機
器
等
か
ら
他
の
建
築
物
に
熱

項
は
、
申
請
建
築
物
に
設
置
さ
れ
る
自
他
供
給
型
熱
源
機
器
等
か
ら
他
の
建
築
物

又
は
電
気
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
導
管
の
配
置
の
状
況
と
す
る
。 

に
熱
又
は
電
気
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
導
管
の
配
置
の
状
況
と
す
る
。 

２　

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

２　

法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
に
つ
い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
に
つ
い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
ほ

認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の

か
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
所
管
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば

ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
所
管
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ

な
ら
な
い
。 

ば
な
ら
な
い
。 

一　

他
の
建
築
物
に
関
す
る
第
二
十
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
図
書
そ
の
他
所
管

一　

他
の
建
築
物
に
関
す
る
第
二
十
三
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
図
書
そ
の
他
所

行
政
庁
が
必
要
と
認
め
る
図
書 
管
行
政
庁
が
必
要
と
認
め
る
図
書 

二
・
三　

（
略
）

二
・
三　

（
略
）

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
の
通
知
） 

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
の
通
知
） 

第
二
十
四
条　

所
管
行
政
庁
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
速

第
二
十
五
条　

所
管
行
政
庁
は
、
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、

や
か
に
、
そ
の
旨
（
同
条
第
五
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て

速
や
か
に
、
そ
の
旨
（
同
条
第
五
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
四
項
に
お
い
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準
用
す
る
建
築
基
準
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付
を
受

て
準
用
す
る
建
築
基
準
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付
を

け
た
旨
を
含
む
。
）
を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

受
け
た
旨
を
含
む
。
）
を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２　

前
項
の
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
十
八
に
よ
る
通
知
書
に
第
二
十
条
第
一
項
の

２　

前
項
の
通
知
は
、
別
記
様
式
第
三
十
四
に
よ
る
通
知
書
に
第
二
十
三
条
第
一
項

申
請
書
の
副
本
（
法
第
三
十
条
第
五
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
十
条
第
一
項

の
申
請
書
の
副
本
（
法
第
三
十
五
条
第
五
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
十
三
条

の
申
請
書
の
副
本
及
び
前
項
の
確
認
済
証
に
添
え
ら
れ
た
建
築
基
準
法
施
行
規
則

第
一
項
の
申
請
書
の
副
本
及
び
前
項
の
確
認
済
証
に
添
え
ら
れ
た
建
築
基
準
法
施

（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
一
条
の
三
の
申
請
書
の
副
本
）
及
び

行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
一
条
の
三
の
申
請
書
の
副
本

そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

）
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
軽
微
な
変
更
） 

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
軽
微
な
変
更
） 

第
二
十
五
条　

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は

第
二
十
六
条　

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一　

（
略
） 

一　

（
略
） 

二　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
一
層
向

二　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
一
層
向

上
さ
せ
る
変
更
そ
の
他
の
変
更
後
も
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画

上
さ
せ
る
変
更
そ
の
他
の
変
更
後
も
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画

が
法
第
三
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
変

が
法
第
三
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な

更
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か

変
更
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う

の
審
査
を
受
け
る
よ
う
申
し
出
た
場
合
に
は
、
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
（

か
の
審
査
を
受
け
る
よ
う
申
し
出
た
場
合
に
は
、
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項

同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る

（
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

軽
微
な
変
更
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

る
軽
微
な
変
更
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
） 

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
） 

第
二
十
六
条　

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

第
二
十
七
条　

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
別
記
様
式
第
二
十
九
に
よ
る
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二

は
、
別
記
様
式
第
三
十
五
に
よ
る
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
（
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
（
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
場
合

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
場

に
あ
っ
て
は
、
第
二
十
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
を
含
む
。
）
の
う
ち
変

合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
を
含
む
。
）
の

更
に
係
る
も
の
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
所
管
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

う
ち
変
更
に
係
る
も
の
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
所
管
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
第
一
項
の
表
中
「
法
第
三
十
条
第
一
項
第

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
表
中
「
法
第
三
十
五

一
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十

条
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

条
第
一
項
第
一
号
」
と
す
る
。

る
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
と
す
る
。
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（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
変
更
の
認
定
の
通
知
） 

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
変
更
の
認
定
の
通
知
） 

第
二
十
七
条　

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
に

第
二
十
八
条　

第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
同
条
第
五

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
同
条
第
五

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
第

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条

五
項
」
と
、
「
同
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

第
五
項
」
と
、
「
同
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
お
い

準
用
す
る
法
第
三
十
条
第
四
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
別
記
様
式
第
二
十
八
」

て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
四
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
別
記
様
式
第
三
十

と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
三
十
」
と
、
「
法
第
三
十
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は

四
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
三
十
六
」
と
、
「
法
第
三
十
五
条
第
五
項
」
と

「
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
第
五
項
」
と
読
み
替

あ
る
の
は
「
法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
五
項

え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
軽
微
な
変
更
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
） 

（
軽
微
な
変
更
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
） 

第
二
十
八
条　

法
第
十
一
条
第
一
項
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定

第
二
十
九
条　

法
第
十
二
条
第
一
項
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
建
築
物
の
建
築
に
係
る
建
築
基
準
法
第
七
条
第
五
項

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
建
築
物
の
建
築
に
係
る
建
築
基
準
法
第
七
条
第
五
項

、
同
法
第
七
条
の
二
第
五
項
又
は
同
法
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
る
検
査

、
同
法
第
七
条
の
二
第
五
項
又
は
同
法
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
る
検
査

済
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
計
画
の
変
更
が
第
二
十
五
条
の
軽

済
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
計
画
の
変
更
が
第
二
十
六
条
の
軽

微
な
変
更
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
を
所
管
行
政
庁
に
求
め

微
な
変
更
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
を
所
管
行
政
庁
に
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

第
三
章　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
係
る
認
定
等

 

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
係
る
認
定
の
申
請
） 

（
削
る
）

第
三
十
条　

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

基
準
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第

三
十
七
に
よ
る
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
第
一
項
の
表
の

（
い
）
項
及
び
（
ろ
）
項
に
掲
げ
る
図
書
そ
の
他
所
管
行
政
庁
が
必
要
と
認
め
る

図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
所
管
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
建
築
物
に
住
戸
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
住
戸
に
つ
い
て

は
、
同
表
の
（
ろ
）
項
に
掲
げ
る
図
書
に
代
え
て
同
表
の
（
は
）
項
に
掲
げ
る
図

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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２　

第
一
条
第
一
項
の
表
の
各
項
に
掲
げ
る
図
書
に
明
示
す
べ
き
事
項
を
前
項
に
規

定
す
る
図
書
の
う
ち
他
の
図
書
に
明
示
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
事
項
を
当
該
各
項
に
掲
げ
る
図
書
に
明
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
項
に
掲
げ
る
図
書
に
明
示
す
べ
き
全
て
の
事
項
を

当
該
他
の
図
書
に
明
示
し
た
と
き
は
、
当
該
各
項
に
掲
げ
る
図
書
を
同
項
の
申
請

書
に
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

３　

第
一
項
に
規
定
す
る
所
管
行
政
庁
が
必
要
と
認
め
る
図
書
を
添
付
す
る
場
合
に

は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち

所
管
行
政
庁
が
不
要
と
認
め
る
も
の
を
第
一
項
の
申
請
書
に
添
え
る
こ
と
を
要
し

な
い
。

 

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
係
る
認
定
の
通
知
） 

（
削
る
）

第
三
十
一
条　

所
管
行
政
庁
は
、
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２　

前
項
の
通
知
は
、
別
記
様
式
第
三
十
八
に
よ
る
通
知
書
に
前
条
第
一
項
の
申
請

書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
表
示
等
） 

（
削
る
）

第
三
十
二
条　

法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一　

広
告 

二　

契
約
に
係
る
書
類 

三　

そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の 

２　

法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
表
示
は
、
別
記
様
式
第
三
十
九
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

 

（
立
入
検
査
の
証
明
書
） 

（
削
る
）

第
三
十
三
条　

法
第
四
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
の

立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
四
十
に
よ
る
も

の
と
す
る
。
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第
四
章　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
等 

第
四
章　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
等 

 
 

第
一
節　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関

第
一
節　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関

（
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
に
係
る
登
録
の
申
請
） 

（
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
に
係
る
登
録
の
申
請
） 

第
二
十
九
条　

法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記

第
三
十
四
条　

法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記

様
式
第
三
十
一
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交

様
式
第
四
十
一
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交

通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三　

（
略
） 

一
～
三　

（
略
） 

四　

申
請
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
（
持
分
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十

四　

申
請
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
（
持
分
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十

七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を

七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を

い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
。
以
下
同
じ
。
）
）
の
氏
名

い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
。
以
下
同
じ
。
）
）
の
氏
名

及
び
略
歴
（
申
請
者
が
建
築
物
関
連
事
業
者
（
法
第
三
十
八
条
第
一
項
第
二
号

及
び
略
歴
（
申
請
者
が
建
築
物
関
連
事
業
者
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号

に
規
定
す
る
建
築
物
関
連
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
規
定
す
る
建
築
物
関
連
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
当
該
建
築
物
関
連
事
業
者
の
役
員
又
は
職

の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
当
該
建
築
物
関
連
事
業
者
の
役
員
又
は
職

員
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
第

員
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
第

六
十
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
た
書
類 

六
十
五
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
た
書
類 

五
・
六　

（
略
） 

五
・
六　

（
略
） 

七　

申
請
者
が
法
第
三
十
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い

七　

申
請
者
が
法
第
四
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い

旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書 

旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書 

八　

申
請
者
が
法
第
三
十
七
条
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓

八　

申
請
者
が
法
第
四
十
五
条
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓

約
す
る
書
面 

約
す
る
書
面 

九　

別
記
様
式
第
三
十
二
に
よ
る
判
定
の
業
務
の
計
画
棟
数
を
記
載
し
た
書
類 

九　

別
記
様
式
第
四
十
二
に
よ
る
判
定
の
業
務
の
計
画
棟
数
を
記
載
し
た
書
類 

十　

（
略
） 
十　

（
略
） 

十
一　

適
合
性
判
定
員
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類
並
び

十
一　

適
合
性
判
定
員
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類
並
び

に
当
該
者
が
第
三
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証

に
当
該
者
が
第
四
十
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す

す
る
書
類 

る
書
類 

十
二　

（
略
）

十
二　

（
略
）
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（
心
身
の
故
障
に
よ
り
判
定
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
） 

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
判
定
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
） 

第
三
十
条　

法
第
三
十
七
条
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機

第
三
十
四
条
の
二　

法
第
四
十
五
条
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精

能
の
障
害
に
よ
り
判
定
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断

神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
判
定
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知

及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
登
録
簿
の
記
載
事
項
） 

（
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
登
録
簿
の
記
載
事
項
） 

第
三
十
一
条　

法
第
三
十
八
条
第
二
項
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は

第
三
十
五
条　

法
第
四
十
六
条
第
二
項
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三　

（
略
）

一
～
三　

（
略
）

（
公
示
事
項
） 

（
公
示
事
項
） 

第
三
十
二
条　

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条

第
三
十
六
条　

法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条

各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
） 

（
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
） 

第
三
十
三
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
は
、
法
第
三
十
九
条

第
三
十
七
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
は
、
法
第
四
十
七
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
六
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ

る
事
項
を
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
三
十
三
に
よ
る
届
出
書

る
事
項
を
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
四
十
三
に
よ
る
届
出
書

に
第
二
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の
を
添
え
て
、
こ
れ

に
第
三
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の
を
添
え
て
、
こ
れ

を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
第
二
号
た
だ
し
書
の
規

を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
は
、

定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
に
係
る
登
録
の
更
新
） 

（
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
に
係
る
登
録
の
更
新
） 

第
三
十
四
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
は
、
法
第
四
十
条
第

第
三
十
八
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
は
、
法
第
四
十
八
条

一
項
の
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
三
十
四
に
よ
る

第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
四
十
四
に
よ

申
請
書
に
第
二
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣

る
申
請
書
に
第
三
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
こ
の
場
合

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ

に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

い
て
準
用
す
る
。 

２　

第
三
十
条
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

２　

第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
が
登

判
定
機
関
が
登
録
の
更
新
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

録
の
更
新
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
承
継
の
届
出
） 

（
承
継
の
届
出
） 

第
三
十
五
条　

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

第
三
十
九
条　

法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
判
定
機
関
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第

費
性
能
判
定
機
関
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第

三
十
五
に
よ
る
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣

四
十
五
に
よ
る
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

一　

法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

判
定
機
関
の
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
て
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

判
定
機
関
の
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
て
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

判
定
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
三
十
六
に
よ
る

判
定
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
四
十
六
に
よ
る

事
業
譲
渡
証
明
書
及
び
事
業
の
全
部
の
譲
渡
し
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面 

事
業
譲
渡
証
明
書
及
び
事
業
の
全
部
の
譲
渡
し
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面 

二　

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

二　

法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

判
定
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
っ
て
、
二
以
上
の
相
続
人
の
全
員

判
定
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
っ
て
、
二
以
上
の
相
続
人
の
全
員

の
同
意
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
三
十
七
に
よ
る
事

の
同
意
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
四
十
七
に
よ
る
事

業
相
続
同
意
証
明
書
及
び
戸
籍
謄
本 

業
相
続
同
意
証
明
書
及
び
戸
籍
謄
本 

三　

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

三　

法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

判
定
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
っ
て
、
前
号
の
相
続
人
以
外
の
者

判
定
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
っ
て
、
前
号
の
相
続
人
以
外
の
者

に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
三
十
八
に
よ
る
事
業
相
続
証
明
書
及
び
戸
籍
謄
本 

に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
四
十
八
に
よ
る
事
業
相
続
証
明
書
及
び
戸
籍
謄
本 

四　

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
に
よ
っ
て
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル

四　

法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
に
よ
っ
て
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人

ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人

の
登
記
事
項
証
明
書 

の
登
記
事
項
証
明
書 

五　

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
に
よ
っ
て
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル

五　

法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
に
よ
っ
て
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式

ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式

第
三
十
九
に
よ
る
事
業
承
継
証
明
書
、
事
業
の
全
部
の
承
継
が
あ
っ
た
こ
と
を

第
四
十
九
に
よ
る
事
業
承
継
証
明
書
、
事
業
の
全
部
の
承
継
が
あ
っ
た
こ
と
を

証
す
る
書
面
及
び
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

証
す
る
書
面
及
び
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

（
適
合
性
判
定
員
の
要
件
） 

（
適
合
性
判
定
員
の
要
件
） 

第
三
十
六
条　

法
第
四
十
二
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の

第
四
十
条　

法
第
五
十
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

一　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
行

一　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
行

う
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か

う
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
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に
該
当
す
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
適
合
性
判
定
員
に
必
要
な
建
築
に
関
す
る
専

に
該
当
す
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
適
合
性
判
定
員
に
必
要
な
建
築
に
関
す
る
専

門
的
知
識
及
び
技
術
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
講
習
で
あ
っ
て
、
次
条
か
ら
第
三

門
的
知
識
及
び
技
術
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
講
習
で
あ
っ
て
、
次
条
か
ら
第
四

十
九
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「

十
三
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「

登
録
適
合
性
判
定
員
講
習
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し
た
者
。
た
だ
し
、
住
宅
の

登
録
適
合
性
判
定
員
講
習
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し
た
者
。
た
だ
し
、
住
宅
の

品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
評
価
員
で
あ
る
者
に
あ
っ
て

品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
評
価
員
で
あ
る
者
に
あ
っ
て

は
、
住
宅
に
限
っ
て
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
行
う
場
合

は
、
住
宅
に
限
っ
て
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
行
う
場
合

は
、
登
録
適
合
性
判
定
員
講
習
を
修
了
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

は
、
登
録
適
合
性
判
定
員
講
習
を
修
了
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

（
表　

略
） 

（
表　

略
） 

二　

（
略
）

二　

（
略
）

（
適
合
性
判
定
員
講
習
の
登
録
の
申
請
） 

（
適
合
性
判
定
員
講
習
の
登
録
の
申
請
） 

第
三
十
七
条　

（
略
） 

第
四
十
一
条　

（
略
） 

２　

（
略
） 

２　

（
略
） 

３　

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３　

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

一　

個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

イ　

（
略
） 

イ　

（
略
） 

ロ　

申
請
者
の
略
歴
（
申
請
者
が
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機

ロ　

申
請
者
の
略
歴
（
申
請
者
が
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機

関
の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
当
該
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

関
の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
当
該
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

判
定
機
関
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
次
号
ニ
並
び
に
第
三
十

判
定
機
関
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
次
号
ニ
並
び
に
第
四
十

九
条
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

三
条
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
書
類 

は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
書
類 

二　

（
略
） 

二　

（
略
） 

三　

講
師
が
第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

三　

講
師
が
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

四
～
七　

（
略
）

四
～
七　

（
略
）

（
欠
格
事
項
） 

（
欠
格
事
項
） 

第
三
十
八
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
行
う
講
習
は
、
第
三
十
六

第
四
十
二
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
行
う
講
習
は
、
第
四
十
条

条
第
一
号
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

第
一
号
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

一　

（
略
） 

一　

（
略
） 
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二　

第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
第
三
十
六
条
第
一
号
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、

二　

第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
第
四
十
条
第
一
号
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ

そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

三　

（
略
）

三　

（
略
）

（
登
録
の
要
件
等
） 

（
登
録
の
要
件
等
） 

第
三
十
九
条　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
十
七
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
が
次
に
掲

第
四
十
三
条　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
四
十
一
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
が
次
に
掲

げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

い
。 

一　

第
四
十
一
条
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
講
習
が
行
わ

一　

第
四
十
五
条
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
講
習
が
行
わ

れ
る
こ
と
。 

れ
る
こ
と
。 

二　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
講
師
と
し
て
講
習
事
務
に
従
事
す
る
も
の

二　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
講
師
と
し
て
講
習
事
務
に
従
事
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

で
あ
る
こ
と
。 

イ　

適
合
性
判
定
員
（
第
三
十
六
条
第
一
号
の
表
の
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五

イ　

適
合
性
判
定
員
（
第
四
十
条
第
一
号
の
表
の
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年

年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
項
の
下
欄

法
律
第
二
百
二
号
）
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
項
の
下
欄
に

に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
登
録
適
合
性
判
定
員
講
習
を
修

掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
登
録
適
合
性
判
定
員
講
習
を
修
了

了
し
て
い
な
い
者
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）

し
て
い
な
い
者
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
と

と
し
て
三
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者 

し
て
三
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者 

ロ　

（
略
） 

ロ　

（
略
） 

三　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
に
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と

三　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
に
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と

し
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。 

し
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。 

イ　

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
申
請
し
た
者
（
以
下
こ
の
号

イ　

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
申
請
し
た
者
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

に
お
い
て
「
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
が
そ
の
親
法
人
（
会

て
は
、
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
が
そ
の
親
法
人
（
会

社
法
第
八
百
七
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
親
法
人
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ

社
法
第
八
百
七
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
親
法
人
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ

と
。 

と
。 

ロ
・
ハ　

（
略
） 
ロ
・
ハ　

（
略
） 

２　

第
三
十
六
条
第
一
号
の
登
録
は
、
登
録
適
合
性
判
定
員
講
習
登
録
簿
に
次
に
掲

２　

第
四
十
条
第
一
号
の
登
録
は
、
登
録
適
合
性
判
定
員
講
習
登
録
簿
に
次
に
掲
げ

げ
る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。 

る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
四　

（
略
）

一
～
四　

（
略
）
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（
登
録
の
更
新
） 

（
登
録
の
更
新
） 

第
四
十
条　

第
三
十
六
条
第
一
号
の
登
録
は
、
五
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け

第
四
十
四
条　

第
四
十
条
第
一
号
の
登
録
は
、
五
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け

れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

２　

（
略
）

２　

（
略
）

（
講
習
事
務
の
実
施
に
係
る
義
務
） 

（
講
習
事
務
の
実
施
に
係
る
義
務
） 

第
四
十
一
条　

講
習
実
施
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号

第
四
十
五
条　

講
習
実
施
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
並
び
に
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
並
び
に
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り

講
習
事
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

講
習
事
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

第
三
十
六
条
第
一
号
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

一　

第
四
十
条
第
一
号
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で

で
あ
る
こ
と
を
受
講
資
格
と
す
る
こ
と
。 

あ
る
こ
と
を
受
講
資
格
と
す
る
こ
と
。 

二
～
九　

（
略
） 

二
～
九　

（
略
） 

十　

修
了
考
査
に
合
格
し
た
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
四
十
に
よ
る
修
了
証
明
書

十　

修
了
考
査
に
合
格
し
た
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
五
十
に
よ
る
修
了
証
明
書

（
第
四
十
三
条
第
八
号
並
び
に
第
四
十
九
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
四
項
第
四

（
第
四
十
七
条
第
八
号
並
び
に
第
五
十
三
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
四
項
第
四

号
に
お
い
て
「
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
こ
と
。

号
に
お
い
て
「
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
こ
と
。

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
） 

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
） 

第
四
十
二
条　

講
習
実
施
機
関
は
、
第
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で

第
四
十
六
条　

講
習
実
施
機
関
は
、
第
四
十
三
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週

に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週

間
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

間
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
講
習
事
務
規
程
） 

（
講
習
事
務
規
程
） 

第
四
十
三
条　

講
習
実
施
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
講
習
事
務
に
関

第
四
十
七
条　

講
習
実
施
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
講
習
事
務
に
関

す
る
規
程
を
定
め
、
講
習
事
務
の
開
始
前
に
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ

す
る
規
程
を
定
め
、
講
習
事
務
の
開
始
前
に
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

一
～
九　

（
略
） 

一
～
九　

（
略
） 

十　

財
務
諸
表
等
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
等
を
い
う
。

十　

財
務
諸
表
等
（
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
等
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
備
付
け
及
び
財
務
諸
表
等
に
係
る
第
四
十
五
条
第
二
項
各
号

以
下
同
じ
。
）
の
備
付
け
及
び
財
務
諸
表
等
に
係
る
第
四
十
九
条
第
二
項
各
号

の
請
求
の
受
付
に
関
す
る
事
項 

の
請
求
の
受
付
に
関
す
る
事
項 

十
一　

第
四
十
九
条
第
一
項
の
帳
簿
そ
の
他
の
講
習
事
務
に
関
す
る
書
類
の
管
理

十
一　

第
五
十
三
条
第
一
項
の
帳
簿
そ
の
他
の
講
習
事
務
に
関
す
る
書
類
の
管
理
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に
関
す
る
事
項 

に
関
す
る
事
項 

十
二
～
十
四　

（
略
）

十
二
～
十
四　

（
略
）

第
四
十
四
条　

（
略
）

第
四
十
八
条　

（
略
）

（
財
務
諸
表
等
の
備
付
け
及
び
閲
覧
等
） 

（
財
務
諸
表
等
の
備
付
け
及
び
閲
覧
等
） 

第
四
十
五
条　

（
略
） 

第
四
十
九
条　

（
略
） 

２　

登
録
適
合
性
判
定
員
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は

２　

登
録
適
合
性
判
定
員
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は

、
講
習
実
施
機
関
の
業
務
時
間
内
は
、
い
つ
で
も
、
次
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ

、
講
習
実
施
機
関
の
業
務
時
間
内
は
、
い
つ
で
も
、
次
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
請
求
を
す
る
に
は
、
講
習
実
施

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
請
求
を
す
る
に
は
、
講
習
実
施

機
関
の
定
め
た
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

機
関
の
定
め
た
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二　

（
略
） 

一
・
二　

（
略
） 

三　

財
務
諸
表
等
が
電
磁
的
記
録
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的

三　

財
務
諸
表
等
が
電
磁
的
記
録
（
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的

記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
電

記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
電

磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
し
た

磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
し
た

も
の
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求 

も
の
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求 

四　

（
略
） 

四　

（
略
） 

３　

（
略
）

３　

（
略
）

（
適
合
命
令
） 

（
適
合
命
令
） 

第
四
十
六
条　

国
土
交
通
大
臣
は
、
講
習
実
施
機
関
が
第
三
十
九
条
第
一
項
各
号
の

第
五
十
条　

国
土
交
通
大
臣
は
、
講
習
実
施
機
関
が
第
四
十
三
条
第
一
項
各
号
の
い

い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
講
習
実
施
機
関
に
対

ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
講
習
実
施
機
関
に
対
し

し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る

、
こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ

こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

（
改
善
命
令
） 

（
改
善
命
令
） 

第
四
十
七
条　

国
土
交
通
大
臣
は
、
講
習
実
施
機
関
が
第
四
十
一
条
の
規
定
に
違
反

第
五
十
一
条　

国
土
交
通
大
臣
は
、
講
習
実
施
機
関
が
第
四
十
五
条
の
規
定
に
違
反

し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
講
習
実
施
機
関
に
対
し
、
同
条
の
規
定
に
よ

し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
講
習
実
施
機
関
に
対
し
、
同
条
の
規
定
に
よ

る
講
習
事
務
を
行
う
べ
き
こ
と
又
は
講
習
事
務
の
方
法
そ
の
他
の
業
務
の
方
法
の

る
講
習
事
務
を
行
う
べ
き
こ
と
又
は
講
習
事
務
の
方
法
そ
の
他
の
業
務
の
方
法
の

改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
登
録
の
取
消
し
等
） 

（
登
録
の
取
消
し
等
） 

第
四
十
八
条　

国
土
交
通
大
臣
は
、
講
習
実
施
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

第
五
十
二
条　

国
土
交
通
大
臣
は
、
講
習
実
施
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
き
は
、
当
該
講
習
実
施
機
関
に
係
る
第
三
十
六
条
第
一
号
の
登
録
を
取

当
す
る
と
き
は
、
当
該
講
習
実
施
機
関
に
係
る
第
四
十
条
第
一
号
の
登
録
を
取
り

り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
講
習
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず

消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
講
習
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る

る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
と
が
で
き
る
。 

一　

第
三
十
八
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。 

一　

第
四
十
二
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。 

二　

第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
、
第
四
十
五
条
第
一
項
又
は
次
条
の
規

二　

第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
、
第
四
十
九
条
第
一
項
又
は
次
条
の
規

定
に
違
反
し
た
と
き
。 

定
に
違
反
し
た
と
き
。 

三　

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
第
四
十
五
条
第
二
項
各
号
の
請
求
を
拒
ん
だ
と
き

三　

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
第
四
十
九
条
第
二
項
各
号
の
請
求
を
拒
ん
だ
と
き

。 

。 

四　

（
略
） 

四　

（
略
） 

五　

第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。 

五　

第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き

 

。 

六　

不
正
な
手
段
に
よ
り
第
三
十
六
条
第
一
号
の
登
録
を
受
け
た
と
き
。

六　

不
正
な
手
段
に
よ
り
第
四
十
条
第
一
号
の
登
録
を
受
け
た
と
き
。

第
四
十
九
条
・
第
五
十
条　

（
略
）

第
五
十
三
条
・
第
五
十
四
条　

（
略
）

（
公
示
） 

（
公
示
） 

第
五
十
一
条　

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な

第
五
十
五
条　

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

第
三
十
六
条
第
一
号
の
登
録
を
し
た
と
き
。 

一　

第
四
十
条
第
一
号
の
登
録
を
し
た
と
き
。 

二　

第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
。 

二　

第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
。 

三　

第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
。 

三　

第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
。 

四　

第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
第
三
十
六
条
第
一
号
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又

四　

第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
第
四
十
条
第
一
号
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は

は
講
習
事
務
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。

講
習
事
務
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。

（
判
定
の
業
務
の
実
施
基
準
） 

（
判
定
の
業
務
の
実
施
基
準
） 

第
五
十
二
条　

法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に

第
五
十
六
条　

法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 
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一　

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
は
、
適
合
性
判
定
員
（
第
三
十

一　

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
は
、
適
合
性
判
定
員
（
第
四
十

六
条
第
一
号
に
定
め
る
者
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物

条
第
一
号
に
定
め
る
者
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
エ

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
行
う
建
築
物
（
登
録
適
合
性
判
定
員
講

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
行
う
建
築
物
（
登
録
適
合
性
判
定
員
講
習

習
を
修
了
し
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
宅
に
限
る
。
）
の
区
分
に
応
じ
、

を
修
了
し
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
宅
に
限
る
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
が

が
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
関
す
る
書
類
を
も
っ
て
行
う

、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
関
す
る
書
類
を
も
っ
て
行
う
こ

こ
と
。 

と
。 

二
～
五　

（
略
）

二
～
五　

（
略
）

（
判
定
業
務
規
程
） 

（
判
定
業
務
規
程
） 

第
五
十
三
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
は
、
法
第
四
十
五
条

第
五
十
七
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
は
、
法
第
五
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
判
定
業
務
規
程
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記

第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
判
定
業
務
規
程
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

様
式
第
四
十
一
に
よ
る
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

別
記
様
式
第
五
十
一
に
よ
る
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

。 

な
い
。 

（
削
る
） 

２　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
は
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
後

 

段
の
規
定
に
よ
る
判
定
業
務
規
程
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別

 

記
様
式
第
五
十
二
に
よ
る
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

 

い
。 

２　

法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も

３　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。 

の
と
す
る
。 

一
・
二　

（
略
） 

一
・
二　

（
略
） 

三　

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
行
う
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

三　

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
行
う
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
確
保
計
画
に
係
る
建
築
物
の
区
分
そ
の
他
判
定
の
業
務
の
範
囲
に
関
す

費
性
能
確
保
計
画
に
係
る
特
定
建
築
物
の
区
分
そ
の
他
判
定
の
業
務
の
範
囲
に

る
事
項 

関
す
る
事
項 

四
～
九　

（
略
） 
四
～
九　

（
略
） 

十　

財
務
諸
表
等
の
備
付
け
及
び
財
務
諸
表
等
に
係
る
法
第
四
十
六
条
第
二
項
各

十　

財
務
諸
表
等
の
備
付
け
及
び
財
務
諸
表
等
に
係
る
法
第
五
十
四
条
第
二
項
各

号
の
請
求
の
受
付
に
関
す
る
事
項 

号
の
請
求
の
受
付
に
関
す
る
事
項 

十
一　

法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
帳
簿
そ
の
他
の
判
定
の
業
務
に
関
す
る
書
類
の

十
一　

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
帳
簿
そ
の
他
の
判
定
の
業
務
に
関
す
る
書
類
の

管
理
に
関
す
る
事
項 

管
理
に
関
す
る
事
項 

十
二
・
十
三　

（
略
） 

十
二
・
十
三　

（
略
） 

- 63/254-



３　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
は
、
法
第
四
十
五
条
第
三
項
の

（
新
設
） 

規
定
に
よ
る
判
定
業
務
規
程
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様

 
式
第
四
十
二
に
よ
る
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
は
、
判
定
業
務
規
程
を
判
定
の

４　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
は
、
判
定
業
務
規
程
を
判
定
の

業
務
を
行
う
全
て
の
事
務
所
で
業
務
時
間
内
に
公
衆
に
閲
覧
さ
せ
る
と
と
も
に
、

業
務
を
行
う
す
べ
て
の
事
務
所
で
業
務
時
間
内
に
公
衆
に
閲
覧
さ
せ
る
と
と
も
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す

、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と

る
。

す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
） 

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
） 

第
五
十
四
条　

法
第
四
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は

第
五
十
八
条　

法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は

、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表

、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表

示
す
る
方
法
と
す
る
。

示
す
る
方
法
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
提
供
す
る
た
め
の
電
磁
的
方
法
） 

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
提
供
す
る
た
め
の
電
磁
的
方
法
） 

第
五
十
五
条　

法
第
四
十
六
条
第
二
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
電
磁
的

第
五
十
九
条　

法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
電
磁
的

方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定

方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定

機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

一　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
法
第
四
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
請
求
を
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に

と
法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
請
求
を
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信

お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信

回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電

回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
請
求
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
請
求
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の 

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の 

二　

（
略
） 

二　

（
略
） 

２　

（
略
）

２　

（
略
）

（
帳
簿
） 

（
帳
簿
） 

第
五
十
六
条　

法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
判
定
の
業
務
に
関
す
る
事
項
で
国
土
交
通

第
六
十
条　

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
判
定
の
業
務
に
関
す
る
事
項
で
国
土
交
通
省

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一　

（
略
） 

一　

（
略
） 
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二　

法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
一
条
第
一
項

二　

法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
二
条
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
提
出

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
提
出

を
受
け
た
年
月
日
及
び
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る

を
受
け
た
年
月
日
及
び
法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る

法
第
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
年
月
日 

法
第
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
年
月
日 

三
～
六　

（
略
） 

三
～
六　

（
略
） 

２　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁

２　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁

気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判

気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判

定
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ

定
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ

れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
帳
簿
（
次
項
及
び

れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
帳
簿
（
次
項
に
お

第
五
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
帳
簿
」
と
い
う
。
）
へ
の
記
載
に
代
え

い
て
単
に
「
帳
簿
」
と
い
う
。
）
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
は
、
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ

３　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
は
、
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ

る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
含
む
。
第
五
十
九

る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
含
む
。
）
を
、
判

条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
判
定
の
業
務
の
全
部
を
廃
止
す
る
ま

定
の
業
務
の
全
部
を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
類
の
保
存
） 

（
書
類
の
保
存
） 

第
五
十
七
条　

法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
判
定
の
業
務
に
関
す
る
書
類
で
国
土
交
通

第
六
十
一
条　

法
第
五
十
五
条
第
二
項
の
判
定
の
業
務
に
関
す
る
書
類
で
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類

を
第
九
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

（
非
住
宅
部
分
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

る
書
類
（
第
三
条
第
四
項
後
段
又
は
第
四
条
第
二
項
後
段
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

 

九
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

 

当
該
書
類
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
と
す
る
。 

 

２　

（
略
） 
２　

（
略
） 

３　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
は
、
第
一
項
の
書
類
（
前
項
の

３　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
は
、
第
一
項
の
書
類
（
前
項
の

規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
含
む
。

規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
含
む
。

第
五
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
書
類
」
と
い
う
。
）
を
、
法
第
十
四
条

第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
単
に
「
書
類
」
と
い
う
。
）
を
、
法
第
十

第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
一
条
第
三
項
又
は
法
第
十
二
条

五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
二
条
第
三
項
又
は
法
第
十

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
を
交
付
し
た
日
か
ら
十
五
年
間
、
保
存
し
な
け
れ

三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
を
交
付
し
た
日
か
ら
十
五
年
間
、
保
存
し
な

ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
削
る
）

第
六
十
二
条　

削
除

（
判
定
の
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
） 

（
判
定
の
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
） 

第
五
十
八
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
は
、
法
第
五
十
一
条

第
六
十
三
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
は
、
法
第
五
十
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
判
定
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
判
定
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
四
十
三
に
よ
る
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
五
十
四
に
よ
る
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
判
定
の
業
務
の
引
継
ぎ
等
） 

（
判
定
の
業
務
の
引
継
ぎ
等
） 

第
五
十
九
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
（
国
土
交
通
大
臣
が

第
六
十
四
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
（
国
土
交
通
大
臣
が

法
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

法
第
六
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

費
性
能
判
定
機
関
の
登
録
を
取
り
消
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
登
録
建
築
物

性
能
判
定
機
関
の
登
録
を
取
り
消
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
登
録
建
築
物
エ

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
で
あ
っ
た
者
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
で
あ
っ
た
者
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法

法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
判
定
の
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
と
き
又

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
判
定
の
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
と
き
又
は

は
法
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
と

法
第
六
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

（
略
） 

一　

（
略
） 

二　

帳
簿
を
国
土
交
通
大
臣
に
、
書
類
を
所
轄
所
管
行
政
庁
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。 

二　

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
帳
簿
を
国
土
交
通
大
臣
に
、
同
条
第
二
項
の
書
類

 

を
所
轄
所
管
行
政
庁
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。 

三　

（
略
） 

三　

（
略
） 

２　

（
略
）

２　

（
略
）

第
二
節　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関

第
二
節　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関

（
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
に
係
る
登
録
の
申
請
） 

（
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
に
係
る
登
録
の
申
請
） 

第
六
十
条　

法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

第
六
十
五
条　

法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

別
記
様
式
第
四
十
四
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国

、
別
記
様
式
第
五
十
五
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を

土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
五　

（
略
） 

一
～
五　

（
略
） 
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六　

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
（
法
第
十
七
条
第
一
項
の
評
価
の
業
務
以
外

六　

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
（
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
評
価
の
業
務
以

の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
業
務
の
種
類
及
び
概
要
を
含

外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
業
務
の
種
類
及
び
概
要
を

む
。
）
を
記
載
し
た
書
類 

含
む
。
）
を
記
載
し
た
書
類 

七　

申
請
者
が
法
第
三
十
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い

七　

申
請
者
が
法
第
四
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い

旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書 

旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書 

八　

申
請
者
が
法
第
三
十
七
条
第
三
号
及
び
法
第
五
十
四
条
第
二
号
か
ら
第
四
号

八　

申
請
者
が
法
第
四
十
五
条
第
三
号
及
び
法
第
六
十
二
条
第
二
号
か
ら
第
四
号

ま
で
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約
す
る
書
面 

ま
で
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約
す
る
書
面 

九　

（
略
） 

九　

（
略
） 

十　

評
価
員
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
当
該
者

十　

評
価
員
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
当
該
者

が
法
第
五
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書

が
法
第
六
十
四
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書

類 

類 

十
一　

（
略
）

十
一　

（
略
）

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
評
価
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
） 

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
評
価
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
） 

第
六
十
一
条　

法
第
五
十
四
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の

第
六
十
五
条
の
二　

法
第
六
十
二
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精

機
能
の
障
害
に
よ
り
評
価
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判

神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
評
価
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知

断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
登
録
簿
の
記
載
事
項
） 

（
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
登
録
簿
の
記
載
事
項
） 

第
六
十
二
条　

法
第
五
十
五
条
第
二
項
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は

第
六
十
六
条　

法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三　

（
略
）

一
～
三　

（
略
）

（
公
示
事
項
） 

（
公
示
事
項
） 

第
六
十
三
条　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
十

第
六
十
七
条　

法
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十

九
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と

七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

す
る
。

（
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
） 

（
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
） 

第
六
十
四
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
五
十
三
条

第
六
十
八
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
六
十
一
条
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第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

法
第
五
十
五
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う

法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
四
十
五
に
よ
る
届
出
書
に
第
六
十
条
各
号
に
掲
げ

と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
五
十
六
に
よ
る
届
出
書
に
第
六
十
五
条
各
号
に
掲

る
書
類
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し

げ
る
書
類
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用

準
用
す
る
。

す
る
。

（
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
に
係
る
登
録
の
更
新
） 

（
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
に
係
る
登
録
の
更
新
） 

第
六
十
五
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
五
十
三
条

第
六
十
九
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
六
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
条
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う

す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
四
十
六
に
よ
る
申
請
書
に
第
六
十
条
各
号
に
掲
げ
る

と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
五
十
七
に
よ
る
申
請
書
に
第
六
十
五
条
各
号
に
掲

書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条

げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

同
条
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

２　

第
六
十
一
条
及
び
第
六
十
二
条
の
規
定
は
、
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

２　

第
六
十
六
条
の
規
定
は
、
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
が
登

能
評
価
機
関
が
登
録
の
更
新
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

録
の
更
新
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
承
継
の
届
出
） 

（
承
継
の
届
出
） 

第
六
十
六
条　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項

第
七
十
条　

法
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の

の
規
定
に
よ
る
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
の
地
位
の
承
継
の

規
定
に
よ
る
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
の
地
位
の
承
継
の
届

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
四
十
七
に
よ
る
届
出
書
に
次
に
掲
げ

出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
五
十
八
に
よ
る
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る

る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定

一　

法
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
の
事
業
の
全
部
を
譲
り

に
よ
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
の
事
業
の
全
部
を
譲
り

受
け
て
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
者

受
け
て
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
者

に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
四
十
八
に
よ
る
事
業
譲
渡
証
明
書
及
び
事
業
の
全

に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
五
十
九
に
よ
る
事
業
譲
渡
証
明
書
及
び
事
業
の
全

部
の
譲
渡
し
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面 
部
の
譲
渡
し
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面 

二　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定

二　

法
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
相

に
よ
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
相

続
人
で
あ
っ
て
、
二
以
上
の
相
続
人
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
者
に

続
人
で
あ
っ
て
、
二
以
上
の
相
続
人
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
者
に

あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
四
十
九
に
よ
る
事
業
相
続
同
意
証
明
書
及
び
戸
籍
謄

あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
六
十
に
よ
る
事
業
相
続
同
意
証
明
書
及
び
戸
籍
謄
本 
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本 
 

三　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定

三　

法
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
相

に
よ
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
相

続
人
で
あ
っ
て
、
前
号
の
相
続
人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
五
十

続
人
で
あ
っ
て
、
前
号
の
相
続
人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
六
十

に
よ
る
事
業
相
続
証
明
書
及
び
戸
籍
謄
本 

一
に
よ
る
事
業
相
続
証
明
書
及
び
戸
籍
謄
本 

四　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定

四　

法
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
合
併
に
よ
っ
て
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
の
地
位

に
よ
り
合
併
に
よ
っ
て
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
の
地
位

を
承
継
し
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書 

を
承
継
し
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書 

五　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定

五　

法
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
分
割
に
よ
っ
て
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
の
地
位

に
よ
り
分
割
に
よ
っ
て
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
の
地
位

を
承
継
し
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
五
十
一
に
よ
る
事
業
承
継
証
明

を
承
継
し
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
六
十
二
に
よ
る
事
業
承
継
証
明

書
、
事
業
の
全
部
の
承
継
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
そ
の
法
人
の
登

書
、
事
業
の
全
部
の
承
継
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
そ
の
法
人
の
登

記
事
項
証
明
書

記
事
項
証
明
書

（
評
価
の
業
務
の
実
施
基
準
） 

（
評
価
の
業
務
の
実
施
基
準
） 

第
六
十
七
条　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十

第
七
十
一
条　

法
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十

四
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

二
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

。 

。 

一
～
五　

（
略
）

一
～
五　

（
略
）

（
評
価
業
務
規
程
） 

（
評
価
業
務
規
程
） 

第
六
十
八
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
五
十
三
条

第
七
十
二
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
六
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に

評
価
業
務
規
程
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
五
十
二
に
よ
る

よ
る
評
価
業
務
規
程
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
六
十
三
に

届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
よ
る
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
削
る
） 

２　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
六
十
一
条
第
二
項
に

 

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
評
価
業
務
規
程
の

 

変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
六
十
四
に
よ
る
届
出
書
を

 

国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
二

３　

法
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
第
二
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項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
九　

（
略
） 

一
～
九　

（
略
） 

十　

財
務
諸
表
等
の
備
付
け
及
び
財
務
諸
表
等
に
係
る
法
第
五
十
三
条
第
二
項
に

十　

財
務
諸
表
等
の
備
付
け
及
び
財
務
諸
表
等
に
係
る
法
第
六
十
一
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
二
項
各
号
の
請
求
の
受
付
に
関
す
る
事
項 

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
四
条
第
二
項
各
号
の
請
求
の
受
付
に
関
す
る
事
項 

十
一　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条

十
一　

法
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
五
条

第
一
項
の
帳
簿
そ
の
他
の
評
価
の
業
務
に
関
す
る
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項 

第
一
項
の
帳
簿
そ
の
他
の
評
価
の
業
務
に
関
す
る
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項 

十
二
・
十
三　

（
略
） 

十
二
・
十
三　

（
略
） 

３　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
五
十
三
条
第
二
項
に

（
新
設
） 

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
業
務

 

規
程
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
五
十
三
に
よ
る
届

 

出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
は
、
評
価
業
務
規
程
を
評
価
の

４　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
は
、
評
価
業
務
規
程
を
評
価
の

業
務
を
行
う
全
て
の
事
務
所
で
業
務
時
間
内
に
公
衆
に
閲
覧
さ
せ
る
と
と
も
に
、

業
務
を
行
う
す
べ
て
の
事
務
所
で
業
務
時
間
内
に
公
衆
に
閲
覧
さ
せ
る
と
と
も
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す

、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と

る
。

す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
） 

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
） 

第
六
十
九
条　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
二
項

第
七
十
三
条　

法
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
四
条
第
二
項

第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た

第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た

事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
提
供
す
る
た
め
の
電
磁
的
方
法
） 

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
提
供
す
る
た
め
の
電
磁
的
方
法
） 

第
七
十
条　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
二
項
第

第
七
十
四
条　

法
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
四
条
第
二
項

四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、

第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。 
、
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

一　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
二
項
第
四
号

と
法
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
四
号

に
掲
げ
る
請
求
を
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）

に
掲
げ
る
請
求
を
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送

組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
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信
さ
れ
、
請
求
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当

信
さ
れ
、
請
求
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当

該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の 

該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の 

二　

（
略
） 

二　

（
略
） 

２　

（
略
）

２　

（
略
）

（
帳
簿
） 

（
帳
簿
） 

第
七
十
一
条　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十

第
七
十
五
条　

法
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十

七
条
第
一
項
の
評
価
の
業
務
に
関
す
る
事
項
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は

五
条
第
一
項
の
評
価
の
業
務
に
関
す
る
事
項
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
八　

（
略
） 

一
～
八　

（
略
） 

２　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁

２　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁

気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評

気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評

価
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ

価
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ

れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
法
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
帳
簿
（
次
項
及
び
第
七
十
四
条
第
二
号
に

て
準
用
す
る
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
帳
簿
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
帳
簿
」
と

お
い
て
「
帳
簿
」
と
い
う
。
）
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

い
う
。
）
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
は
、
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ

３　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
は
、
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ

る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
含
む
。
第
七
十
四

る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
含
む
。
第
七
十
九

条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
同
号
に
掲
げ
る
行
為
が
完
了
す
る
ま
で
保
存

条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
同
号
に
掲
げ
る
行
為
が
完
了
す
る
ま
で
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
類
の
保
存
） 

（
書
類
の
保
存
） 

第
七
十
二
条　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十

第
七
十
六
条　

法
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十

七
条
第
二
項
の
評
価
の
業
務
に
関
す
る
書
類
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は

五
条
第
二
項
の
評
価
の
業
務
に
関
す
る
書
類
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は

、
第
十
七
条
の
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
並
び
に
評
価
書
の
写
し
そ
の
他
の
審

、
第
十
九
条
の
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
並
び
に
評
価
書
の
写
し
そ
の
他
の
審

査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
と
す
る
。 

査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
と
す
る
。 

２　

（
略
） 

２　

（
略
） 

３　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
は
、
第
一
項
の
書
類
（
前
項
の

３　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
は
、
第
一
項
の
書
類
（
前
項
の

規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
含
む
。

規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
含
む
。

第
七
十
四
条
第
二
号
に
お
い
て
「
書
類
」
と
い
う
。
）
を
、
同
号
に
掲
げ
る 

第
七
十
九
条
第
二
号
に
お
い
て
単
に
「
書
類
」
と
い
う
。
）
を
、
同
号
に
掲
げ
る
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行
為
が
完
了
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
為
が
完
了
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

第
七
十
七
条　

削
除

（
評
価
の
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
） 

（
評
価
の
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
） 

第
七
十
三
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
五
十
三
条

第
七
十
八
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
六
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

評
価
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

評
価
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

別
記
様
式
第
五
十
四
に
よ
る
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

別
記
様
式
第
六
十
六
に
よ
る
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

（
評
価
の
業
務
の
引
継
ぎ
） 

（
評
価
の
業
務
の
引
継
ぎ
） 

第
七
十
四
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
（
国
土
交
通
大
臣
が

第
七
十
九
条　

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
（
国
土
交
通
大
臣
が

法
第
五
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

法
第
六
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
評
価
機
関
の
登
録
を
取
り
消
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
登
録
建
築
物

費
性
能
評
価
機
関
の
登
録
を
取
り
消
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
登
録
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
で
あ
っ
た
者
）
は
、
法
第
五
十
八
条
第
三
項
に

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
で
あ
っ
た
者
）
は
、
法
第
六
十
六
条
第
三
項
に

規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

（
略
） 

一　

（
略
） 

二　

帳
簿
及
び
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。 

二　

評
価
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と

 

。 

三　

（
略
）

三　

（
略
）

（
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
評
価
の
手
数
料
） 

（
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
評
価
の
手
数
料
） 

第
七
十
五
条　

法
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
は
、
当
該
手
数
料
の

第
八
十
条　

法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
は
、
当
該
手
数
料
の
金

金
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
印
紙

額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
印
紙
を

を
も
っ
て
納
め
難
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
現
金
を
も
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
っ
て
納
め
難
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
現
金
を
も
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

。 
 

２　

法
第
五
十
九
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
申
請
一
件
に
つ

２　

法
第
六
十
七
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
申
請
一
件
に
つ

き
百
六
十
四
万
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
既
に
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
国
土
交
通

き
百
六
十
四
万
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
既
に
法
第
六
十
六
条
の
国
土
交
通
大
臣
の

大
臣
の
評
価
を
受
け
た
特
殊
の
構
造
又
は
設
備
を
用
い
る
建
築
物
に
係
る
軽
微
な

評
価
を
受
け
た
特
殊
の
構
造
又
は
設
備
を
用
い
る
建
築
物
の
軽
微
な
変
更
に
つ
い
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変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
軽
微
な
変
更
後
の
特
殊
の
構
造
又
は
設
備

て
、
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
申
請
一
件
に
つ
き
四
十

を
用
い
る
建
築
物
に
つ
い
て
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
の
手
数
料
の
額
は
、

一
万
円
と
す
る
。

申
請
一
件
に
つ
き
四
十
一
万
円
と
す
る
。

第
五
章　

建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
に
お
け
る
措
置 

第
四
章
の
二　

建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
に
お
け
る
措

置

（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
） 

（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
） 

第
七
十
六
条　

法
第
六
十
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
設
備
は
、
次
に
掲

第
八
十
条
の
二　

法
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
設
備
は

げ
る
も
の
と
す
る
。 

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

（
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
内
の
建
築
物
に
設
置
す
る
こ
と

（
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
内
の
建
築
物
に
設
置
す
る
こ
と

が
で
き
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
に
係
る
説
明
） 

が
で
き
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
に
係
る
説
明
） 

第
七
十
七
条　

法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
建
築
物
に
設
置
す
る
こ

第
八
十
条
の
三　

法
第
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
建
築
物
に
設
置

と
が
で
き
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
に
つ
い
て
説
明
を
行
お
う
と
す
る

す
る
こ
と
が
で
き
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
に
つ
い
て
説
明
を
行
お
う

建
築
士
は
、
当
該
建
築
物
の
工
事
が
着
手
さ
れ
る
前
に
、
当
該
説
明
を
行
わ
な
け

と
す
る
建
築
士
は
、
当
該
建
築
物
の
工
事
が
着
手
さ
れ
る
前
に
、
当
該
説
明
を
行

れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
面
の
記
載
事
項
） 

（
書
面
の
記
載
事
項
） 

第
七
十
八
条　

法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

第
八
十
条
の
四　

法
第
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一　

法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
の
年
月
日 

一　

法
第
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
の
年
月
日 

二
～
六　

（
略
）

二
～
六　

（
略
）

（
説
明
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
） 

（
説
明
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
） 

第
七
十
九
条　

法
第
六
十
三
条
第
二
項
の
意
思
の
表
明
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

第
八
十
条
の
五　

法
第
六
十
七
条
の
五
第
二
項
の
意
思
の
表
明
（
以
下
こ
の
条
に
お

意
思
の
表
明
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
建
築
物
の
建
築
に
係
る
設
計
を
行
う
建
築

い
て
単
に
「
意
思
の
表
明
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
建
築
物
の
建
築
に
係
る
設
計

士
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の

を
行
う
建
築
士
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ

と
す
る
。 

て
行
う
も
の
と
す
る
。 
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一
・
二　

（
略
） 

一
・
二　

（
略
） 

三　

法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
要
し
な
い
建
築
物
の
所
在
地 

三　

法
第
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
要
し
な
い
建
築
物
の
所

 

在
地 

四　

（
略
）

四　

（
略
）

（
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
の
承
諾
等
） 

（
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
の
承
諾
等
） 

第
八
十
条　

建
築
士
は
、
法
第
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る

第
八
十
条
の
六　

建
築
士
は
、
法
第
六
十
七
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に

事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
建
築
主
に
対
し
、
そ

規
定
す
る
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
建
築
主
に

の
用
い
る
次
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
（
同
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
を
い
う
。

対
し
、
そ
の
用
い
る
次
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
（
同
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又

方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二　

（
略
） 

一
・
二　

（
略
） 

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
建
築
士
は
、
当
該
建
築
主
か
ら
書
面
又
は
電

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
建
築
士
は
、
当
該
建
築
主
か
ら
書
面
又
は
電

磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と

磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と

き
は
、
当
該
建
築
主
に
対
し
、
法
第
六
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
の
提
供

き
は
、
当
該
建
築
主
に
対
し
、
法
第
六
十
七
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
の

を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
建
築
主
が
再
び
前

提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
建
築
主
が
再

項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

び
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
電
磁
的
方
法
） 

（
電
磁
的
方
法
） 

第
八
十
一
条　

法
第
六
十
三
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に

第
八
十
条
の
七　

法
第
六
十
七
条
の
五
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は

掲
げ
る
方
法
と
す
る
。 

、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。 

一　

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の 

一　

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の 

イ　

（
略
） 

イ　

（
略
） 

ロ　

建
築
士
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ

ロ　

建
築
士
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ

れ
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
建
築
主
の
閲
覧

れ
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
建
築
主
の
閲
覧

に
供
し
、
当
該
建
築
主
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

に
供
し
、
当
該
建
築
主
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
法
第
六
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
方

ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
法
第
六
十
七
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す

法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合

る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る

に
あ
っ
て
は
、
建
築
士
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

場
合
に
あ
っ
て
は
、
建
築
士
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ

ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
） 

ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
） 

- 74/254-



二　

（
略
） 

二　

（
略
） 

２
・
３　

（
略
）

２
・
３　

（
略
）

第
六
章　

雑
則

第
五
章　

雑
則

（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
） 

（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
） 

第
八
十
二
条　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
計
画
書
、
通
知
書
若
し
く
は
申
請
書
又
は
そ
の

第
八
十
一
条　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
計
画
書
、
通
知
書
、
届
出
書
若
し
く
は
申
請
書

添
付
図
書
の
う
ち
所
管
行
政
庁
が
認
め
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に
代
え

又
は
そ
の
添
付
図
書
の
う
ち
所
管
行
政
庁
が
認
め
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
書

て
、
所
管
行
政
庁
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
書
類
に
明
示
す
べ
き
事
項
を
記
録

類
に
代
え
て
、
所
管
行
政
庁
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
書
類
に
明
示
す
べ
き
事

し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
で
あ
っ
て
、
所
管
行
政
庁
が
定
め
る
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で

項
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
で
あ
っ
て
、
所
管
行
政
庁
が
定
め
る
も
の
に
よ
る

き
る
。 

こ
と
が
で
き
る
。 

一
・
二　

（
略
） 

一
・
二　

（
略
） 

（
削
る
） 

三　

別
記
様
式
第
二
十
二
又
は
別
記
様
式
第
二
十
三
に
よ
る
届
出
書 

（
削
る
） 

四　

別
記
様
式
第
二
十
四
又
は
別
記
様
式
第
二
十
五
に
よ
る
通
知
書 

三　

別
記
様
式
第
二
十
七
に
よ
る
申
請
書 

五　

別
記
様
式
第
三
十
三
に
よ
る
申
請
書 

四　

別
記
様
式
第
二
十
九
に
よ
る
申
請
書 

六　

別
記
様
式
第
三
十
五
に
よ
る
申
請
書 

（
削
る
） 

七　

別
記
様
式
第
三
十
七
に
よ
る
申
請
書 

２　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
計
画
書
若
し
く
は
通
知
書
又
は
そ
の
添
付
図
書
の
う
ち
登

２　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
計
画
書
若
し
く
は
通
知
書
又
は
そ
の
添
付
図
書
の
う
ち
登

録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
が
認
め
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該

録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
が
認
め
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該

書
類
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
明
示
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の

書
類
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
明
示
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の

提
出
の
う
ち
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
が
定
め
る
も
の
に
よ

提
出
の
う
ち
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
が
定
め
る
も
の
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。 

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
建
築
物

 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
が
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の

 

写
し
を
所
管
行
政
庁
に
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
所
管

 
行
政
庁
が
認
め
る
書
類
に
限
り
、
当
該
書
類
に
代
え
て
、
所
管
行
政
庁
が
定
め
る

 

方
法
に
よ
り
当
該
書
類
に
明
示
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
で
あ
っ

 

て
、
所
管
行
政
庁
が
定
め
る
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

（
権
限
の
委
任
） 

（
権
限
の
委
任
） 
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第
八
十
三
条　

法
第
六
章
第
一
節
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
そ

第
八
十
二
条　

法
第
六
章
第
一
節
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
そ

の
判
定
の
業
務
を
一
の
地
方
整
備
局
又
は
北
海
道
開
発
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に

の
判
定
の
業
務
を
一
の
地
方
整
備
局
又
は
北
海
道
開
発
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に

お
い
て
行
う
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
に
関
す
る
も
の
は
、

お
い
て
行
う
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
に
関
す
る
も
の
は
、

当
該
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
四
十

当
該
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
五
十

五
条
第
四
項
、
法
第
四
十
八
条
、
法
第
四
十
九
条
、
法
第
五
十
条
第
一
項
及
び
法

三
条
第
三
項
、
法
第
五
十
六
条
、
法
第
五
十
七
条
、
法
第
五
十
八
条
第
一
項
及
び

第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と

法
第
六
十
条
に
規
定
す
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と

を
妨
げ
な
い
。

を
妨
げ
な
い
。

附　

則

附　

則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
期
日
） 

た
だ
し
、
第
十
一
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に

第
一
条　

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
附
則
第
一
条

第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
特
定
増
改
築
に
関
す
る
届
出
） 

第
二
条　

第
十
二
条
の
規
定
は
、
法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
建
築
物
」
と
あ

る
の
は
、
「
特
定
建
築
物
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２　

法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
特
定
建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
向
上
さ
せ
る
変
更
そ
の
他
の
変
更
後
の
特
定
増

改
築
に
係
る
特
定
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
確
保
の
た
め
の
構
造
及
び

設
備
に
関
す
る
計
画
が
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が

明
ら
か
な
変
更
と
す
る
。 

３　

第
十
三
条
の
二
の
規
定
は
、
法
附
則
第
三
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
建
築
物
」
と
あ
る
の
は
、
「
特
定
建
築
物
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

４　

第
十
二
条
の
規
定
は
、
法
附
則
第
三
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
届
出
を
し
よ
う
と
す
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る
者
」
と
あ
る
の
は
「
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
国
等
の
機
関
の
長
」
と
、
「
別
記

様
式
第
二
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
二
十
四
」
と
、
「
届
出
書
」
と
あ

る
の
は
「
通
知
書
」
と
、
「
建
築
物
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
建
築
物
」
と
、
同
条

第
三
項
中
「
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
の
通
知
を

し
よ
う
と
す
る
国
等
の
機
関
の
長
」
と
、
「
別
記
様
式
第
二
十
三
」
と
あ
る
の
は

「
別
記
様
式
第
二
十
五
」
と
、
「
届
出
書
」
と
あ
る
の
は
「
通
知
書
」
と
、
同
条

第
四
項
中
「
届
出
書
」
と
あ
る
の
は
「
通
知
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

５　

第
十
三
条
の
規
定
は
、
法
附
則
第
三
条
第
八
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽

微
な
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
第
十
三
条
中
「
建
築
物
の

」
と
あ
る
の
は
「
特
定
建
築
物
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

６　

第
十
五
条
の
規
定
は
、
法
附
則
第
三
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

七
条
第
二
項
の
立
入
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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別記    

様式第一 （第三条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第一 （第一条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（第一面） （第一面） 

（略） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第１項（同 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第１項（同

法第14条第２項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定によ 法第15条第２項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定によ

り、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出します。この計画書及び り、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出します。この計画書及び

添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

（略） （略）

（第二面） （第二面） 

［建築主等に関する事項］ ［建築主等に関する事項］ 

  

 【１．建築主】（略）  【１．建築主】（略）

【２．代理者】 【２．代理者】 

【イ．氏名】 【イ．資格】　　　　　（　　　）建築士　　　（　　　　　

【ロ．勤務先】 　）登録第　　　　　　号 

【ハ．郵便番号】 【ロ．氏名】 

【ニ．住所】 【ハ．建築士事務所名】（　　　）建築士事務所　　　（　 

【ホ．電話番号】 　　　　　）知事登録第　　　　　　号 

【ニ．郵便番号】 

 【ホ．所在地】 

 【ヘ．電話番号】

【３．設計者】～【５．備考】　（略） 【３．設計者】～【５．備考】　（略）

（第三面） （第三面） 

-
 

4
5

2
/

7
8 

-



建築物エネルギー消費性能確保計画 建築物エネルギー消費性能確保計画 

［建築物に関する事項］ ［建築物及びその敷地に関する事項］ 

  

 【１．地名地番】～【５．建築物の階数】　（略）  【１．地名地番】～【５．建築物の階数】　（略）

【６．建築物の用途】 【６．建築物の用途】　□非住宅建築物　　□複合建築物 

　　□非住宅建築物　　□一戸建ての住宅　　□共同住宅等　　

□複合建築物

  

 【７．工事種別】～【12．備考】　（略）  【７．工事種別】～【12．備考】　（略）

（削る） （第四面） 

 

【１．付近見取図】

【２．配置図】

-
 

4
5

2
/

7
9 

-



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-
 

4
5

2
/

8
0 

-



（第四面） （第五面） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-
 

4
5

2
/

8
1 

-



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-
 

4
5

2
/

8
2 

-



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-
 

4
5

2
/

8
3 

-



（削る） （第六面） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-
 

4
5

2
/

8
4 

-



（第五面） （第七面） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（別紙）　基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準又は基準省令第１ （別紙）　基準省令第１条第１項第２号イ(3)の基準又は基準省令第１

条第１項第２号ロ(2)の基準を用いる場合 条第１項第２号ロ(3)の基準を用いる場合 

（略） （略）

（注意） （注意） 

１．各面共通関係 １．各面共通関係 

-
 

4
5

2
/

8
5 

-



①　（略） ①　（略） 

②　この様式において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとお （新設） 

りとします。  

(1)　一戸建ての住宅　一棟の建築物からなる一戸の住宅  

(2)　共同住宅等　共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の  

住宅  

２．第一面関係 ２．第一面関係 

①　（略） ①　（略） 

②　設計者氏名については、代表となる設計者の氏名を記載してくだ （新設） 

さい。  

３．第二面関係 ３．第二面関係 

①～③　（略） ①～③　（略） 

④　【３．設計者】の欄は、代表となる設計者及び提出に係る建築物 ④　【２．代理者】及び【３．設計者】の欄は、代理者又は設計者が

のエネルギー消費性能確保計画に係る他の全ての設計者について記 建築士事務所に属しているときは、その名称を書き、建築士事務所

入してください。設計者が建築士事務所に属しているときは、その に属していないときは、所在地はそれぞれ代理者又は設計者の住所 

名称を書き、建築士事務所に属していないときは、所在地は設計者 を書いてください。 

の住所を書いてください。  

（削る） ⑤　【３．設計者】の欄は、代表となる設計者及び提出に係る建築物

 のエネルギー消費性能確保計画に係る他のすべての設計者について

 記入してください。 

⑤　（略） ⑥　（略） 

４．　（略） ４．　（略） 

（削る） ５．第四面関係 

 ①　付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示してくだ

 さい。 

 ②　配置図には、縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の

 位置、計画に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道

 路の位置及び幅員を明示してください。 

５．第四面関係 ６．第五面関係 

①　【１．非住宅部分の用途】の欄は、建築基準法施行規則（昭和25 ①　【１．非住宅部分の用途】の欄は、建築基準法施行規則（昭和25
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年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分に従い記入してください 年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分に従い記入して下さい。 

。  

②　【２．建築物の住戸の数】の欄は、第三面の【６．建築物の用途 （新設） 

】で「共同住宅等」又は「複合建築物」を選んだ場合のみ記載して  

ください。  

③　【３．建築物の床面積】の欄は、第三面の【７．工事種別】の欄 ②　【２．非住宅部分の床面積】の欄は、第三面の【７．工事種別】

の工事種別に応じ、新築等に係る建築物の床面積を記載してくださ の欄の工事種別に応じ、非住宅部分の床面積を記載して下さい。増

い。増築又は改築の場合は、延べ面積を併せて記載してください。 築又は改築の場合は、延べ面積を併せて記載して下さい。 

「開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積」は、第三面の【６  

．建築物の用途】で「共同住宅等」又は「複合建築物」を選んだ場  

合のみ記載してください。  

④　【３．建築物の床面積】の欄において、「床面積」は、単に建築 ③　【２．非住宅部分の床面積】の欄において、「床面積」は、単に

物の床面積をいい、「開放部分を除いた部分の床面積」は、建築物 非住宅部分の床面積をいい、「開放部分を除いた部分の床面積」は

のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令（平成28年政令 、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令（平成

第８号。以下「令」という。）第３条に規定する床面積をいい、「 28年政令第８号。以下「令」という。）第４条第１項に規定する床

開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積」は、同条に規定する 面積をいいます。 

階又はその一部及び住宅部分のうち共用部分を除いた部分の面積を  

いいます。  

（削る） ④　【３．基準省令附則第３条又は令和４年改正基準省令附則第２項

 の適用の有無】の欄は、該当するチェックボックスに「✓」マーク

 を入れ、「有」の場合は計画に係る建築物の新築工事の竣工年月日

 を記載してください。この欄において、「令和４年改正基準省令」

 は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正す

 る省令（令和４年経済産業省令・国土交通省令第３号）をいいます

 。 

⑤　【４．建築物のエネルギー消費性能】の欄は、第三面の【６．建 ⑤　【４．非住宅部分のエネルギー消費性能】の欄は、以下の内容に

築物の用途】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでの 従って記載してください。 

いずれかについて、以下の内容に従って記載してください。なお、  

イからニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構  

いません。  
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(1)　（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項）及び (1)　（一次エネルギー消費量に関する事項）について、該当する

（一次エネルギー消費量に関する事項）のそれぞれについて、該 チェックボックスに「✓」マークを入れた上で記載してください

当するチェックボックスに「✓」を入れた上で記載してください 。 

。  

(2)　「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の平均日射熱取得率」に （新設） 

ついては、それぞれの基準値（基準省令第１条第１項第２号イ(1  

)の表に掲げる数値をいう。）と併せて記載してください。  

(3)　【ハ．共同住宅等】及び【ニ．複合建築物】の（住宅部分） （新設） 

の「基準一次エネルギー消費量」、「設計一次エネルギー消費量  

」及び「ＢＥＩ」については、住宅（複合建築物の場合は住宅部  

分。以下この(3)において同じ。）全体（住宅の増築又は改築を  

する場合にあっては、当該増築又は改築をする住宅の部分全体）  

での数値を記載してください。  

(4)　「基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準」又は「基準省令 （新設） 

第１条第１項第２号ロ(2)の基準」を用いる場合は、別紙に詳細  

を記載してください。  

(5)　「ＢＥＩ」は、設計一次エネルギー消費量（その他一次エネ (2)　「ＢＥＩ」は、設計一次エネルギー消費量（その他一次エネ

ルギー消費量を除く。）を基準一次エネルギー消費量（その他一 ルギー消費量を除く。）を基準一次エネルギー消費量（その他一

次エネルギー消費量を除く。以下この(5)及び(6)において同じ。 次エネルギー消費量を除く。以下この(2)及び(3)において同じ。

）で除したものをいいます。ただし、非住宅部分の「ＢＥＩ」を ）で除したものをいいます。ただし、非住宅部分の「ＢＥＩ」を

算出する場合における当該基準一次エネルギー消費量（(5)にお 算出する場合における当該基準一次エネルギー消費量（(3)にお

いて「引上げ前の基準一次エネルギー消費量」という。）につい いて「引上げ前の基準一次エネルギー消費量」という。）につい

ての基準省令第３条第１項の規定の適用については、同項中「Ｅ ての基準省令第３条第１項の規定の適用については、同項中「Ｅ

ＳＴ＝｛（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×Ｂ＋ＥＭ｝×10-3」 ＳＴ＝｛（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×Ｂ＋ＥＭ｝×10-3」

とあるのは、「ＥＳＴ＝（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ＋ＥＭ とあるのは、「ＥＳＴ＝（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ＋ＥＭ

）×10-3」とします。「ＢＥＩ」を記載する場合は、小数点第二 ）×10-3」とします。「ＢＥＩ」を記載する場合は、小数点第二

位未満を切り上げた数値としてください。 位未満を切り上げた数値としてください。 

(6)　（略） (3)　（略） 

⑥　第四面は、確認申請等他の制度の申請書の写しに必要事項を補っ （新設） 

て追加して記載した書面その他の記載すべき事項の全てが明示され  
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た別の書面をもって代えることができます。  

（削る） ７．第六面関係 

 ①　第六面は、第三面の【６．建築物の用途】の欄で「複合建築物」

 を選択した場合のみ記載して下さい。 

 ②　【２．住宅部分の床面積】の欄は、第三面の【７．工事種別】の

 欄の工事種別に応じ、住宅部分の床面積を記載して下さい。増築又

 は改築の場合は、延べ面積を併せて記載して下さい。 

 ③　【２．住宅部分の床面積】の欄において、「床面積」は、単に住

 宅部分の床面積をいい、「開放部分を除いた部分の床面積」は、令

 第４条第１項に規定する床面積をいいます。 

 ④　【３．基準省令附則第２条の適用の有無】の欄は、いずれか該当

 するチェックボックスに「✓」マークを入れてください。 

 ⑤　【４．基準省令附則第４条の適用の有無】の欄は、該当するチェ

 ックボックスに「✓」マークを入れ、「有」の場合は申請に係る建

 築物の新築工事の竣工年月日を記載してください。 

 ⑥　【５．住宅部分のエネルギー消費性能】の欄は、以下の内容に従

 って記載してください。 

 (1)　（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項）又は

 （一次エネルギー消費量に関する事項）のそれぞれについて、該

 当するチェックボックスに「✓」マークを入れた上で記載してく

 ださい。 

 (2)　「基準一次エネルギー消費量」、「設計一次エネルギー消費

 量」及び「ＢＥＩ」については、住宅部分全体での数値を記載し

 てください。 

 (3)　「基準省令第１条第１項第２号イ(3)の基準」又は「基準省令

 第１条第１項第２号ロ(3)の基準」を用いる場合は、別紙に詳細

 を記載してください。 

 (4)　「ＢＥＩ」は、設計一次エネルギー消費量（その他一次エネ

 ルギー消費量を除く。）を基準一次エネルギー消費量（その他一

 次エネルギー消費量を除く。）で除したものをいいます。「ＢＥ
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 Ｉ」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値とし

 てください。 

 ⑦　第六面は、確認申請等他の制度の申請書の写しに必要事項を補っ

 て追加して記載した書面その他の記載すべき事項のすべてが明示さ

 れた別の書面をもって代えることができます。 

６．第五面関係 ８．第七面関係 

①　第五面は、第三面の【６．建築物の用途】の欄で「共同住宅等」 ①　第七面は、第三面の【６．建築物の用途】の欄で「複合建築物」

又は「複合建築物」を選択した場合に、住戸ごとに作成してくださ を選択した場合に、住戸ごとに作成してください。 

い。  

②　（略） ②　（略） 

③　【４．住戸のエネルギー消費性能】の欄は、以下の内容に従って ③　【４．住戸のエネルギー消費性能】の欄は、以下の内容に従って

記載してください。 記載してください。 

(1)・(2)　（略） (1)・(2)　（略） 

(3)　「基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準」又は「基準省令 (3)　「基準省令第１条第１項第２号イ(3)の基準」又は「基準省令

第１条第１項第２号ロ(2)の基準」を用いる場合は、別紙に詳細 第１条第１項第２号ロ(3)の基準」を用いる場合は、別紙に詳細

を記載してください。 を記載してください。 

(4)　（略） (4)　（略） 

④　第五面は、確認申請等他の制度の申請書の写しに必要事項を補う ④　第七面は、確認申請等他の制度の申請書の写しに必要事項を補う

こと、複数の住戸に関する情報を集約して記載すること等により記 こと、複数の住戸に関する情報を集約して記載すること等により記

載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることがで 載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることがで

きます。 きます。 

７．別紙関係 ９．別紙関係 

①　１欄は、共同住宅等又は複合建築物については、その住戸に係る ①　１欄は、複合建築物の住戸に係る措置について、住戸ごとに記入

措置について、住戸ごとに記入してください。なお、計画に係る住 してください。なお、計画に係る住戸の数が二以上である場合は、

戸の数が二以上である場合は、当該各住戸に関して記載すべき事項 当該各住戸に関して記載すべき事項の全てが明示された別の書面を

の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。共同 もって代えることができます。 

住宅等又は複合建築物の増築又は改築については、１欄の措置のう  

ち、記載しないものについては削除して構いません。  

②～⑨　（略） ②～⑨　（略）
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様式第二（第四条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第二（第二条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第２項（同 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第２項（同

法第14条第２項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定によ 法第15条第２項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定によ

り、変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を提出します。この計 り、変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を提出します。この計

画書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 画書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

【計画を変更する建築物の直前の建築物エネルギー消費性能適合性判 【計画を変更する建築物の直前の建築物エネルギー消費性能適合性判

定】 定】 

【適合判定通知書番号】　　　　第　　　　　　号 【適合判定通知書番号】　　　　第　　　　　　号 

【適合判定通知書交付年月日】　　　年　　月　　日 【適合判定通知書交付年月日】　　　年　　月　　日 

【適合判定通知書交付者】 【適合判定通知書交付者】 

【計画変更の概要】 【計画変更の対象の範囲】 

□建築物全体 

 □建築物の一部（非住宅部分） 

 □建築物の一部（住宅部分） 

 【計画変更の概要】

 

（略） （略） 

（注意） （注意） 

１．第二面から第五面までとして別記様式第一の第二面から第五面まで １．第二面から第七面までとして別記様式第一の第二面から第七面まで

に記載すべき事項を記載した書類を添えてください。 に記載すべき事項を記載した書類を添えてください。 

２．（略） ２．（略）

様式第三（第六条第一項第一号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第三（第四条第一項第一号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第３項の規定 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第３項の規定

による による 

適合判定通知書 適合判定通知書 

（略） （略） 

下記による計画書に記載の建築物エネルギー消費性能確保計画は、建 下記による計画書に記載の建築物エネルギー消費性能確保計画（非住
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築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第２条第１項第３号の 宅部分に係る部分に限る。）は、建築物のエネルギー消費性能の向上等

建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを通知します。 に関する法律第２条第１項第３号の建築物エネルギー消費性能基準に適

 合していることを通知します。 

（略） （略）

様式第四（第六条第一項第二号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第四（第四条第一項第二号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第３項の規定 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第３項の規定

による による 

適合しない旨の通知書 適合しない旨の通知書 

（略） （略） 

別添の計画書及び添付図書に記載の建築物エネルギー消費性能確保計 別添の計画書及び添付図書に記載の建築物エネルギー消費性能確保計

画は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する 画（非住宅部分に係る部分に限る。）は、下記の理由により建築物のエ

法律第２条第１項第３号の建築物エネルギー消費性能基準に適合しない ネルギー消費性能の向上等に関する法律第２条第１項第３号の建築物エ 

ものであると判定しましたので、通知します。 ネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定しましたので、通

 知します。 

（略） （略）

様式第五（第六条第二項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第五（第四条第二項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第４項の規定 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第４項の規定

による による 

期間を延長する旨の通知書 期間を延長する旨の通知書 

（略） （略） 

下記による計画書は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能 下記による計画書は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第11条第３項に規定する期間内に同項の通知書を の向上等に関する法律第12条第３項に規定する期間内に同項の通知書を

交付できないので、下記期間の範囲内において同項の期間を延長するこ 交付できないので、下記期間の範囲内において同項の期間を延長するこ

とを、同条第４項の規定により通知します。 とを、同条第４項の規定により通知します。 

（略） （略）

様式第六（第六条第三項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第六（第四条第三項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第５項の規定 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第５項の規定
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による による 

適合するかどうかを決定することができない旨の通知書 適合するかどうかを決定することができない旨の通知書 

（略） （略） 

下記による計画書は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能 下記による計画書は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第２条第１項第３号の建築物エネルギー消費性能 の向上等に関する法律第２条第１項第３号の建築物エネルギー消費性能

基準に適合するかどうかを決定することができないので、同法第11条第 基準に適合するかどうかを決定することができないので、同法第12条第

５項の規定により通知します。 ５項の規定により通知します。 

（略） （略）

様式第七（第七条第一項第一号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第七（第五条第一項第一号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第２項の規定 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第２項の規定

により により 

読み替えて適用される同法第11条第３項の規定による 読み替えて適用される同法第12条第３項の規定による 

適合判定通知書 適合判定通知書 

（略） （略） 

下記による計画書に記載の建築物エネルギー消費性能確保計画は、建 下記による計画書に記載の建築物エネルギー消費性能確保計画（非住

築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第２条第１項第３号の 宅部分に係る部分に限る。）は、建築物のエネルギー消費性能の向上等

建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを通知します。 に関する法律第２条第１項第３号の建築物エネルギー消費性能基準に適

 合していることを通知します。 

（略） （略）

様式第八（第七条第一項第二号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第八（第五条第一項第二号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第２項の規定 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第２項の規定

により により 

読み替えて適用される同法第11条第３項の規定による 読み替えて適用される同法第12条第３項の規定による 

適合しない旨の通知書 適合しない旨の通知書 

（略） （略） 

別添の計画書及び添付図書に記載の建築物エネルギー消費性能確保計 別添の計画書及び添付図書に記載の建築物エネルギー消費性能確保計

画は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する 画（非住宅部分に係る部分に限る。）は、下記の理由により建築物のエ

法律第２条第１項第３号の建築物エネルギー消費性能基準に適合しない ネルギー消費性能の向上等に関する法律第２条第１項第３号の建築物エ
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ものであると判定しましたので、通知します。 ネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定しましたので、通

 知します。 

（略） （略）

様式第九（第七条第二項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第九（第五条第二項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第２項におい 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第２項におい

て て 

読み替えて適用する同法第11条第４項の規定による期間を延長する旨の 読み替えて適用する同法第12条第４項の規定による期間を延長する旨の 

通知書 通知書 

（略） （略） 

下記による計画書は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能 下記による計画書は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第14条第２項において読み替えて適用する同法第 の向上等に関する法律第15条第２項において読み替えて適用する同法第

11条第３項に規定する期間内に同項の通知書を交付できないので、下記 12条第３項に規定する期間内に同項の通知書を交付できないので、下記

期間の範囲内において同項の期間を延長することを、同条第４項の規定 期間の範囲内において同項の期間を延長することを、同条第４項の規定

により通知します。 により通知します。 

（略） （略）

様式第十（第七条第三項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第十（第五条第三項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第２項におい 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第２項におい

て て 

読み替えて適用する同法第11条第５項の規定による 読み替えて適用する同法第12条第５項の規定による 

適合するかどうかを決定することができない旨の通知書 適合するかどうかを決定することができない旨の通知書 

（略） （略） 

下記による計画書は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能 下記による計画書は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第２条第１項第３号の建築物エネルギー消費性能 の向上等に関する法律第２条第１項第３号の建築物エネルギー消費性能

基準に適合するかどうかを決定することができないので、同法第14条第 基準に適合するかどうかを決定することができないので、同法第15条第

２項において読み替えて適用する同法第11条第５項の規定により通知し ２項において読み替えて適用する同法第12条第５項の規定により通知し

ます。 ます。 

（略） （略）
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様式第十一（第九条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第十一（第七条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（第一面） （第一面） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第２項の規定 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第２項の規定

による計画通知書 による計画通知書 

（略） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第２項（同 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第２項（同

法第14条第２項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定によ 法第15条第２項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定によ

り建築物エネルギー消費性能確保計画を通知します。 り建築物エネルギー消費性能確保計画を通知します。 

（略） （略） 

（注意） （注意） 

１．第二面から第五面までとして別記様式第一の第二面から第五面まで １．第二面から第七面までとして別記様式第一の第二面から第七面まで

に記載すべき事項を記載した書類を添えてください。 に記載すべき事項を記載した書類を添えてください。 

２．（略） ２．（略）

様式第十二（第九条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第十二（第七条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（第一面） （第一面） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第３項の規定 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第３項の規定

による計画変更通知書 による計画変更通知書 

（略） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第３項（同 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第３項（同

法第14条第２項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定によ 法第15条第２項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定によ

り建築物エネルギー消費性能確保計画を通知します。 り建築物エネルギー消費性能確保計画を通知します。

【計画を変更する建築物の直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定 【計画を変更する建築物の直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定

】 】 

【適合判定通知書番号】　　　　第　　　　　　号 【適合判定通知書番号】　　　　第　　　　　　号 

【適合判定通知書交付年月日】　　　年　　月　　日 【適合判定通知書交付年月日】　　　年　　月　　日 

【適合判定通知書交付者】 【適合判定通知書交付者】 

【計画変更の概要】 【計画変更の対象の範囲】 

□建築物全体 
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 □建築物の一部（非住宅部分） 

 □建築物の一部（住宅部分） 

 【計画変更の概要】

 

（略） （略） 

（注意） （注意） 

１．第二面から第五面までとして別記様式第一の第二面から第五面まで １．第二面から第七面までとして別記様式第一の第二面から第七面まで

に記載すべき事項を記載した書類を添えてください。 に記載すべき事項を記載した書類を添えてください。 

２．（略） ２．（略）

様式第十三（第九条第三項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第十三（第七条第三項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第４項の規定 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第４項の規定

による による 

適合判定通知書 適合判定通知書 

（略） （略） 

下記の計画は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 下記の計画（非住宅部分に係る部分に限る。）は、建築物のエネルギ

２条第１項第３号の建築物エネルギー消費性能基準に適合していること ー消費性能の向上等に関する法律第２条第１項第３号の建築物エネルギ

を通知します。 ー消費性能基準に適合していることを通知します。 

（略） （略）

様式第十四（第九条第三項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第十四（第七条第三項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第４項の規定 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第４項の規定

による による 

適合しない旨の通知書 適合しない旨の通知書 

（略） （略） 

別添の計画通知書及び添付図書に記載の計画は、下記の理由により建 別添の計画通知書及び添付図書に記載の計画（非住宅部分に係る部分

築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第２条第１項第３号の に限る。）は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上等

建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定しました に関する法律第２条第１項第３号の建築物エネルギー消費性能基準に適

ので、通知します。 合しないものであると判定しましたので、通知します。 

（略） （略）
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様式第十五（第九条第三項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第十五（第七条第三項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第５項の規定 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第５項の規定

による による 

期間を延長する旨の通知書 期間を延長する旨の通知書 

（略） （略） 

下記の計画は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上 下記の計画は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律第12条第４項に規定する期間内に同項の通知書を交付で 等に関する法律第13条第４項に規定する期間内に同項の通知書を交付で

きないので、下記期間の範囲内において同項の期間を延長することを、 きないので、下記期間の範囲内において同項の期間を延長することを、

同条第５項の規定により通知します。 同条第５項の規定により通知します。 

（略） （略）

様式第十六（第九条第三項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第十六（第七条第三項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第６項の規定 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第６項の規定

による による 

適合するかどうかを決定することができない旨の通知書 適合するかどうかを決定することができない旨の通知書 

（略） （略） 

下記の計画は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上 下記の計画は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律第２条第１項第３号の建築物エネルギー消費性能基準に 等に関する法律第２条第１項第３号の建築物エネルギー消費性能基準に

適合するかどうかを決定することができないので、同法第12条第６項の 適合するかどうかを決定することができないので、同法第13条第６項の

規定により通知します。 規定により通知します。 

（略） （略）

様式第十七（第九条第四項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第十七（第七条第四項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第２項の規定 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第２項の規定

により により 

読み替えて適用される同法第12条第４項の規定による 読み替えて適用される同法第13条第４項の規定による 

適合判定通知書 適合判定通知書 

（略） （略） 

下記の計画は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 下記の計画（非住宅部分に係る部分に限る。）は、建築物のエネルギ
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２条第１項第３号の建築物エネルギー消費性能基準に適合していること ー消費性能の向上等に関する法律第２条第１項第３号の建築物エネルギ

を通知します。 ー消費性能基準に適合していることを通知します。 

（略） （略）

様式第十八（第九条第四項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第十八（第七条第四項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第２項の規定 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第２項の規定

により により 

読み替えて適用される同法第12条第４項の規定による 読み替えて適用される同法第13条第４項の規定による 

適合しない旨の通知書 適合しない旨の通知書 

（略） （略） 

別添の計画通知書及び添付図書に記載の計画は、下記の理由により建 別添の計画通知書及び添付図書に記載の計画（非住宅部分に係る部分

築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第２条第１項第３号の に限る。）は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上等

建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定しました に関する法律第２条第１項第３号の建築物エネルギー消費性能基準に適

ので、通知します。 合しないものであると判定しましたので、通知します。 

（略） （略）

様式第十九（第九条第四項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第十九（第七条第四項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第２項におい 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第２項におい

て て 

読み替えて適用する同法第12条第５項の規定による 読み替えて適用する同法第13条第５項の規定による 

期間を延長する旨の通知書 期間を延長する旨の通知書 

（略） （略） 

下記の計画は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上 下記の計画は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律第14条第２項において読み替えて適用する同法第12条第 等に関する法律第15条第２項において読み替えて適用する同法第13条第

４項に規定する期間内に同項の通知書を交付できないので、下記期間の ４項に規定する期間内に同項の通知書を交付できないので、下記期間の

範囲内において同項の期間を延長することを、同条第５項の規定により 範囲内において同項の期間を延長することを、同条第５項の規定により

通知します。 通知します。 

（略） （略）

様式第二十（第九条第四項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第二十（第七条第四項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

-
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第２項におい 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第２項におい

て て 

読み替えて適用する同法第12条第６項の規定による 読み替えて適用する同法第13条第６項の規定による 

適合するかどうかを決定することができない旨の通知書 適合するかどうかを決定することができない旨の通知書 

（略） （略） 

下記の計画は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上 下記の計画は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律第２条第１項第３号の建築物エネルギー消費性能基準に 等に関する法律第２条第１項第３号の建築物エネルギー消費性能基準に

適合するかどうかを決定することができないので、同法第14条第２項に 適合するかどうかを決定することができないので、同法第15条第２項に

おいて読み替えて適用する同法第12条第６項の規定により通知します。 おいて読み替えて適用する同法第13条第６項の規定により通知します。 

（略） （略）

様式第二十一（第十二条関係）（日本産業規格Ａ列７番） 様式第二十一（第十条関係）（日本産業規格Ａ列７番） 

（表） （表） 

  

 　　　年　　　月　　　日交付第　　号（　　年　　月　　日限  　　　年　　　月　　　日交付第　　号（　　年　　月　　日限

 り有効）  り有効）

  

 職　　名 氏　　名 生　年　月　日  職　　名 氏　　名 生　年　月　日

  

  

  

  

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第２項  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第17条第２項の

 の規定による  規定による 

 立　入　検　査　証  立　入　検　査　証 

 （所管行政庁名）　　　印  （所管行政庁名）　　　印

（裏） （裏） 

 

-
 

4
5

2
/

9
9 

-



 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律抜粋 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律抜粋 

   

 第15条　所管行政庁は、第13条の規定の施行に必要な限度におい 第17条　所管行政庁は、第14条又は前条の規定の施行に必要な限

 て、建築主等に対し、第10条第１項の規定により建築物エネル 度において、建築主等に対し、特定建築物の建築物エネルギー

 ギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築物 消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその

 エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ 職員に、特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、特定建

 、又はその職員に、当該建築物若しくはその工事現場に立ち入 築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させるこ

 り、当該建築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検 とができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらか

査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合において じめ、その居住者の承諾を得なければならない。 

は、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。  

２・３　（略） ２・３　（略） 

第72条　次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為 第75条　次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金

をした者は、50万円以下の罰金に処する。 に処する。 

一　第15条第１項、第23条第４項、第26条第４項若しくは第28 一　第17条第１項、第21条第１項、第30条第４項、第33条第４

条第４項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし 項若しくは第43条第１項の規定による報告をせず、若しくは

、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避 虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ

したとき。 、若しくは忌避した者
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（削る） 様式第二十二（第十二条第一項及び附則第二条第一項関係）（日本産業

 規格Ａ列４番） 
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（削る） 様式第二十三（第十二条第三項及び附則第二条第一項関係）（日本産業

 規格Ａ列４番） 
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（削る） 様式第二十四（第十四条第一項及び附則第二条第四項関係）（日本産業 

 規格Ａ列４番） 
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（削る） 様式第二十五（第十四条第一項及び附則第二条第四項関係）（日本産業

 規格Ａ列４番） 
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（削る） 様式第二十六（第十五条及び附則第二条第六項関係）（日本産業規格Ａ 

 列７番 
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様式第二十二（第十四条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第二十七（第十六条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

    

 申請者の住所又は  申請者の住所又は 

 主たる事務所の所在地  主たる事務所の所在地 

 申請者の氏名又は名称  申請者の氏名又は名称 

 代表者の氏名  代表者の氏名

   

 設計者氏名  

  

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第16条第３項の規 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第23条第１項の規

定による特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定を受けたいので、次 定による特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定を受けたいので、次

のとおり申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に のとおり申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に

相違ありません。 相違ありません。 

（略） （略） 

（注意） （注意） 

１．（略） １．（略） 

２．設計者氏名については、代表となる設計者の氏名を記載してくださ （新設） 

い。  

３．・４．　（略） ２．・３．　（略）

様式第二十三（第十六条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第二十八（第十八条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

下記の特殊の構造又は設備を用いる建築物については、建築物のエネ 下記の特殊の構造又は設備を用いる建築物については、建築物のエネ

ルギー消費性能の向上等に関する法律第16条第３項の規定に基づき、建 ルギー消費性能の向上等に関する法律第23条第１項の規定に基づき、建

築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー 築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー

消費性能を有するものであることを認定します。 消費性能を有するものであることを認定します。 

（略） （略）

様式第二十四（第十六条第二項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第二十九（第十八条第二項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

-
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（略） （略） 

下記の申請については、下記の理由により建築物のエネルギー消費性 下記の申請については、下記の理由により建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第16条第３項の規定による特殊の構造又は設備 能の向上等に関する法律第23条第１項の規定による特殊の構造又は設備

を用いる建築物の認定をしないこととしたので、建築物のエネルギー消 を用いる建築物の認定をしないこととしたので、建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律施行規則第16条第２項の規定により通知書 費性能の向上等に関する法律施行規則第18条第２項の規定により通知書

を交付します。 を交付します。 

（略） （略）

様式第二十五（第十七条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第三十（第十九条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

    

 申請者の住所又は  申請者の住所又は 

 主たる事務所の所在地  主たる事務所の所在地 

 申請者の氏名又は名称  申請者の氏名又は名称 

 代表者の氏名  代表者の氏名

   

 設計者氏名  

  

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第17条第１項の規 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第24条第１項の規

定による評価を受けたいので、次のとおり申請します。この申請書及び 定による評価を受けたいので、次のとおり申請します。この申請書及び

添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

（略） （略） 

（注意） （注意） 

１．申請者が法人である場合には、代表者の氏名も併せて記載してくだ （新設） 

さい。  

２．設計者氏名については、代表となる設計者の氏名を記載してくださ （新設） 

い。  

３．・４．　（略） １．・２．　（略）

様式第二十六（第十八条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第三十一（第二十条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

-
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（略） （略）

（削る） 様式第三十二　削除

様式第二十七（第二十条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第三十三（第二十三条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（第一面） （第一面） 

（略） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（以下「法」とい 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（以下「法」とい

う。）第29条第１項の規定により、建築物エネルギー消費性能向上計画 う。）第34条第１項の規定により、建築物エネルギー消費性能向上計画

について認定を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、 について認定を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、

事実に相違ありません。 事実に相違ありません。 

（略） （略）

（第二面） （第二面） 

［建築主等に関する事項］ ［建築主等に関する事項］ 

  

 【１．建築主】（略）  【１．建築主】（略）

【２．代理者】 【２．代理者】 

【イ．氏名】 【イ．資格】　　　　　（　　　）建築士　　　（　　　　　

【ロ．勤務先】 　）登録第　　　　　　号 

【ハ．郵便番号】 【ロ．氏名】 

【ニ．住所】 【ハ．建築士事務所名】（　　　）建築士事務所　　　（　 

【ホ．電話番号】 　　　　　）知事登録第　　　　　　号 

【ニ．郵便番号】 

 【ホ．所在地】 

 【ヘ．電話番号】

 

 【３．設計者】～【５．備考】　（略） 【３．設計者】～【５．備考】　（略）

-
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（第三面） （第三面） 
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（削る） （第四面） 

  

  【１．付近見取図】

  

  

  

  

  

  

  

  

【２．配置図】

（第四面） （第五面） 

（略） （略） 

（第五面） （第六面） 

（略） （略） 

（注意） （注意） 

１．各面共通関係 １．各面共通関係 

-
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①　（略） ①　（略） 

②　この様式において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとお ②　この様式において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとお

りとします。 りとします。 

(1)・(2)　（略） (1)・(2)　（略） 

(3)　申請建築物　法第29条第３項に規定する申請建築物 (3)　申請建築物　法第34条第３項に規定する申請建築物 

(4)　他の建築物　法第29条第３項に規定する他の建築物 (4)　他の建築物　法第34条第３項に規定する他の建築物 

(5)　（略） (5)　（略） 

③　第一面の【申請の対象とする範囲】の欄で「建築物全体（建築物 ③　第一面の【申請の対象とする範囲】の欄で「建築物全体（建築物

エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項が記載された エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項が記載された

ものに限る。）」を選んだ場合は、申請建築物について、第一面か ものに限る。）」を選んだ場合は、申請建築物について、第一面か

ら第五面までを、他の建築物について、第二面から第四面までを作 ら第六面までを、他の建築物について、第二面から第五面までを作

成してください。なお、他の建築物が二以上ある場合には、当該他 成してください。なお、他の建築物が二以上ある場合には、当該他

の建築物それぞれについて作成してください。 の建築物それぞれについて作成してください。 

２．　（略） ２．　（略） 

３．第二面関係 ３．第二面関係 

①　この面は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新 ①　この面は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新

築等が、法第11条第１項の建築物のエネルギー消費性能適合性判定 築等が、法第12条第１項の建築物のエネルギー消費性能適合性判定

を受けなければならない場合にのみ、記載してください。 を受けなければならない場合にのみ、記載してください。 

②～④　（略） ②～④　（略） 

⑤　【３．設計者】の欄は、代表となる設計者及び申請に係る建築物 ⑤　【２．代理者】及び【３．設計者】の欄は、代理者又は設計者が

のエネルギー消費性能向上計画に係る他の全ての設計者について記 建築士事務所に属しているときは、その名称を書き、建築士事務所

入してください。設計者が建築士事務所に属しているときは、その に属していないときは、所在地はそれぞれ代理者又は設計者の住所

名称を書き、建築士事務所に属していないときは、所在地は設計者 を書いてください。 

の住所を書いてください。  

（削る） ⑥　【３．設計者】の欄は、代表となる設計者及び申請に係る建築物

 のエネルギー消費性能向上計画に係る他のすべての設計者について

 記入してください。 

⑥・⑦　（略） ⑦・⑧　（略） 

４．第三面関係 ４．第三面関係 

①～④　（略） ①～④　（略） 
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⑤　【13．建築物の床面積】の欄は、第三面の【７．工事種別】の欄 ⑤　【13．非住宅部分の床面積】の欄は、第三面の【７．工事種別】

の工事種別に応じ、新築等に係る建築物の床面積を記載してくださ の欄の工事種別に応じ、非住宅部分の床面積を記載して下さい。増

い。増築又は改築の場合は、延べ面積を併せて記載してください。 築又は改築の場合は、延べ面積を併せて記載して下さい。 

「開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積」は、【６．建築物  

の用途】で「共同住宅等」又は「複合建築物」を選んだ場合のみ記  

載してください。  

⑥　【13．建築物の床面積】の欄において、「床面積」は、単に建築 ⑥　【13．非住宅部分の床面積】の欄において、「床面積」は、単に

物の床面積をいい、「開放部分を除いた部分の床面積」は、建築物 非住宅部分の床面積をいい、「開放部分を除いた部分の床面積」は

のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令（平成28年政令 、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令（平成

第８号）第３条に規定する床面積をいい、「開放部分及び共用部分 28年政令第８号。）第４条第１項に規定する床面積（⑦において同

を除いた部分の床面積」は、同条に規定する階又はその一部及び住 じ。）をいいます。 

宅部分のうち共用部分を除いた部分の面積をいいます。  

（削る） ⑦　【14．住宅部分の床面積】の欄において、「床面積」は、単に住

 宅部分の床面積をいい、「開放部分及び共用部分を除いた部分の床

 面積」は、住宅部分のうち開放部分及び共用部分を除いた部分の面

 積をいいます。 

⑦　【14．建築物のエネルギー消費性能】の欄は、【６．建築物の用 ⑧　【15．建築物のエネルギー消費性能】の欄は、【６．建築物の用

途】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいずれか 途】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいずれか

について、以下の内容に従って記載してください。なお、イからニ について、以下の内容に従って記載してください。なお、イからニ

までの事項のうち、記載しないものについては削除して構いません までの事項のうち、記載しないものについては削除して構いません

。 。 

(1)　（略） (1)　（略） 

(2)　「年間熱負荷係数」については、基準値（基準省令別表第２ (2)　「年間熱負荷係数」については、基準値（基準省令別表第１

に掲げる数値をいう。）と併せて記載してください。 に掲げる数値をいう。）と併せて記載してください。 

(3)　（略） (3)　（略） 

(4)　【ハ．共同住宅等】及び【ニ．複合建築物】の（住宅部分） （新設） 

の「誘導基準一次エネルギー消費量」、「誘導設計一次エネルギ  

ー消費量」及び「誘導ＢＥＩ」については、住宅（複合建築物の  

場合は住宅部分）全体での数値を記載してください。  

(5)～(7)　（略） (4)～(6)　（略） 

-
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⑧　【15．確認の特例】の欄は、認定の申請に併せて建築基準法（昭 ⑨　【16．確認の特例】の欄は、認定の申請に併せて建築基準法（昭

和25年法律第201号）第６条第１項の規定による確認の申請書を提 和25年法律第201号）第６条第１項の規定による確認の申請書を提

出して同項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査 出して同項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査

を受けるよう申し出る場合には「有」のチェックボックスに、申し を受けるよう申し出る場合には「有」のチェックボックスに、申し

出ない場合には「無」のチェックボックスに、「P」マークを入れ 出ない場合には「無」のチェックボックスに、「P」マークを入れ

てください。 てください。 

⑨　【16．建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部 ⑩　【17．建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部

分】の欄には、法第35条第１項（同条第２項において読み替えて適 分】の欄には、法第40条第１項（同条第２項において読み替えて適

用する場合を含む。）の規定により容積率の算定の基礎となる延べ 用する場合を含む。）の規定により容積率の算定の基礎となる延べ

面積に算入しない部分の床面積（建築基準法第52条第３項及び第６ 面積に算入しない部分の床面積（建築基準法第52条第３項及び第６

項並びに建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第２条第１項 項並びに建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第２条第１項

第４号及び第３項の規定に基づき延べ面積に算入しない部分の床面 第４号及び第３項の規定に基づき延べ面積に算入しない部分の床面

積を除き、建築物の延べ面積（建築物エネルギー消費性能向上計画 積を除き、建築物の延べ面積（建築物エネルギー消費性能向上計画

に他の建築物に係る事項が記載されたものについては、申請建築物 に他の建築物に係る事項が記載されたものについては、申請建築物

の延べ面積と他の建築物の延べ面積の合計をいう。以下この⑨にお の延べ面積と他の建築物の延べ面積の合計をいう。以下⑩において

いて同じ。）の10分の１を超えるときは当該建築物の延べ面積の10 同じ。）の10分の１を超えるときは当該建築物の延べ面積の10分の

分の１とする。）を記入してください。また、当該床面積の算定根 １とする。）を記入してください。また、当該床面積の算定根拠を

拠を示す資料を別に添付してください。 示す資料を別に添付してください。 

⑩　他の建築物について作成する場合は、【15．確認の特例】及び【 ⑪　他の建築物について作成する場合は、【16．確認の特例】及び【

16．建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部分】 17．建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部分】

の記載は不要です。 の記載は不要です。 

⑪　（略） ⑫　（略） 

（削る） ５．第四面関係 

 ①　この面は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新

 築等が、法第12条第１項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を

 受けなければならない場合にのみ、記載してください。 

 ②　付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示してくだ

 さい。 

 ③　配置図には、縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の

 位置、計画に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道
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 路の位置及び幅員を明示してください。 

５．第四面関係 ６．第五面関係 

①　第四面は、第三面の【６．建築物の用途】の欄で「共同住宅等」 ①　第五面は、共同住宅等又は複合建築物（複合建築物の非住宅部分

又は「複合建築物」（複合建築物の非住宅部分の認定を除く。）を の認定を除く。）に係る申請を行う場合に、申請に係る住戸ごとに

選択した場合に、住戸ごとに作成してください。 作成してください。 

②・③　（略） ②・③　（略） 

④　第四面は、他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと、複数 ④　第五面は、他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと、複数

の住戸に関する情報を集約して記載すること等により記載すべき事 の住戸に関する情報を集約して記載すること等により記載すべき事

項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。 項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。 

６．第五面関係 ７．第六面関係 

第五面は、記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代え 第六面は、記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代え

ることができます。 ることができます。 

７．　別紙関係 ８．　別紙関係 

①　１欄は、共同住宅等又は複合建築物については、その住戸に係る ①　１欄は、共同住宅等又は複合建築物の住戸に係る措置について、

措置について、住戸ごとに記入してください。なお、計画に係る住 住戸ごとに記入してください。なお、計画に係る住戸の数が二以上

戸の数が二以上である場合は、当該各住戸に関して記載すべき事項 である場合は、当該各住戸に関して記載すべき事項の全てが明示さ

の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。 れた別の書面をもって代えることができます。 

②～⑨　（略） ②～⑨　（略）

様式第二十八（第二十四条第二項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第三十四（第二十五条第二項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第１項の規 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第１項の規

定により申請のあった建築物エネルギー消費性能向上計画について、同 定により申請のあった建築物エネルギー消費性能向上計画について、同

法第30条第１項の規定に基づき認定しましたので通知します。 法第35条第１項の規定に基づき認定しましたので通知します。 

（略） （略） 

（※）は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条 （※）は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条

第４項において準用する建築基準法（昭和25年法律第201号）第18条第 第４項において準用する建築基準法（昭和25年法律第201号）第18条第

３項の規定により所管行政庁が確認済証の交付を受けた場合に記入され ３項の規定により所管行政庁が確認済証の交付を受けた場合に記入され

ます。 ます。
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様式第二十九（第二十六条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第三十五（第二十七条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（以下「法」とい 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（以下「法」とい

う。）第31条第１項の規定により、建築物エネルギー消費性能向上計画 う。）第36条第１項の規定により、建築物エネルギー消費性能向上計画

の変更の認定を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、 の変更の認定を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、

事実に相違ありません。 事実に相違ありません。 

（略） （略）

様式第三十（第二十七条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第三十六（第二十八条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条第１項の規 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第１項の規

定により申請のあった建築物エネルギー消費性能向上計画の変更につい 定により申請のあった建築物エネルギー消費性能向上計画の変更につい

て、同条第２項において準用する同法第30条第１項の規定に基づき認定 て、同条第２項において準用する同法第35条第１項の規定に基づき認定

しましたので通知します。 しましたので通知します。 

（略） （略） 

（※）は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条 （※）は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条

第２項において準用する同法第30条第４項において準用する建築基準法 第２項において準用する同法第35条第４項において準用する建築基準法

（昭和25年法律第201号）第18条第３項の規定により所管行政庁が確認 （昭和25年法律第201号）第18条第３項の規定により所管行政庁が確認

済証の交付を受けた場合に記入されます。 済証の交付を受けた場合に記入されます。
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（削る） 様式第三十七（第三十条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 
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（削る） 様式第三十八（第三十一条第二項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 
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（削る） 様式第三十九（第三十二条第二項関係） 
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（削る） 様式第四十（第三十三条関係）（日本産業規格Ａ列７番） 
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様式第三十一（第二十九条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第四十一（第三十四条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条に規定する 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第44条に規定する

登録を受けたいので、同条の規定に基づき、申請します。 登録を受けたいので、同条の規定に基づき、申請します。 

（略） （略） 

（注意） （注意） 

１．（略） １．（略） 

２．第29条各号に掲げる書類を添付してください。 ２．第34条各号に掲げる書類を添付してください。

様式第三十二（第二十九条第九号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第四十二（第三十四条第九号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

判定の業務の計画棟数 判定の業務の計画棟数 

  

業務の区分 計画棟数   業務の区分 計画棟数

  

一　床面積の合計が三百平方メートル未満    一　床面積の合計が千平方メートル未満の  

の建築物 棟   特定建築物 棟

  

二　床面積の合計が三百平方メートル以上    二　床面積の合計が千平方メートル以上二  

千平方メートル未満の建築物 棟   千平方メートル未満の特定建築物 棟

  

三　床面積の合計が千平方メートル以上二    三　床面積の合計が二千平方メートル以上  

千平方メートル未満の建築物 棟   一万平方メートル未満の特定建築物 棟

  

四　床面積の合計が二千平方メートル以上    四　床面積の合計が一万平方メートル以上  

一万平方メートル未満の建築物 棟   五万平方メートル未満の特定建築物 棟

  

五　床面積の合計が一万平方メートル以上    五　床面積の合計が五万平方メートル以上  

五万平方メートル未満の建築物 棟   の特定建築物 棟

  

六　床面積の合計が五万平方メートル以上    

-
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の建築物 棟   

  

（略） （略）

様式第三十三（第三十三条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第四十三（第三十七条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

下記のとおり、 下記のとおり、 

(1)　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の (1)　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名 氏名 

(2)　判定の業務を行う事務所の所在地 (2)　判定の業務を行う事務所の所在地 

(3)　適合性判定員の氏名 (3)　適合性判定員の氏名 

(4)　役員の氏名（届出者が法人である場合に限る。） (4)　役員の氏名（届出者が法人である場合に限る。） 

(5)　判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 (5)　判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 

(6)　判定の業務を行う区域 (6)　判定の業務を行う区域 

を変更するので、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 を変更するので、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第

39条第２項の規定に基づき、届け出ます。 47条第２項の規定に基づき、届け出ます。 

（略） （略）

様式第三十四（第三十四条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第四十四（第三十八条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第40条第１項の登 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第48条第１項の登

録の更新を受けたいので、同条第２項において準用する同法第36条の規 録の更新を受けたいので、同条第２項において準用する同法第44条の規

定に基づき、申請します。 定に基づき、申請します。 

（略） （略） 

（注意） （注意） 

１．（略） １．（略） 

２．第29条各号に掲げる書類を添付してください。 ２．第34条各号に掲げる書類を添付してください。

様式第三十五（第三十五条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第四十五（第三十九条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

-
 

4
5

2
/

1
4

7 
-



建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第41条第２項の規 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第49条第２項の規

定に基づき、次のとおり届け出ます。 定に基づき、次のとおり届け出ます。 

（略） （略）

様式第三十六（第三十五条第一号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第四十六（第三十九条第一号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略）

様式第三十七（第三十五条第二号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第四十七（第三十九条第二号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略）

様式第三十八（第三十五条第三号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第四十八（第三十九条第三号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略）

様式第三十九（第三十五条第五号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第四十九（第三十九条第五号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略）

様式第四十（第四十一条第十号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第五十（第四十五条第十号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

この者は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規 この者は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規

則第36条第１号の登録適合性判定員講習を修了した者であることを証し 則第40条第１号の登録適合性判定員講習を修了した者であることを証し

ます。 ます。 

（略） （略）

様式第四十一（第五十三条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第五十一（第五十七条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

判定業務規程を定めたので、建築物のエネルギー消費性能の向上等に 判定業務規程を定めたので、建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第45条第１項の規定に基づき、別添のとおり届け出ます。 関する法律第53条第１項前段の規定に基づき、別添のとおり届け出ます

 。 

（略） （略）

-
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様式第四十二（第五十三条第三項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第五十二（第五十七条第二項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

判定業務規程を変更したので、建築物のエネルギー消費性能の向上等 判定業務規程を変更したので、建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第45条第３項の規定に基づき、別添のとおり届け出ます。 に関する法律第53条第１項後段の規定に基づき、別添のとおり届け出ま

 す。 

（略） （略）

（削る） 様式第五十三　削除

様式第四十三（第五十八条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第五十四（第六十三条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第51条第１項の規 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第59条第１項の規

定に基づき、判定の業務の一部（全部）の休止（廃止）をするので、次 定に基づき、判定の業務の一部（全部）の休止（廃止）をするので、次

のとおり届け出ます。 のとおり届け出ます。 

（略） （略）

様式第四十四（第六十条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第五十五（第六十五条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第53条第１項に規 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第61条第１項に規

定する登録を受けたいので、同条の規定に基づき、申請します。 定する登録を受けたいので、同条の規定に基づき、申請します。

１．評価の業務を行う事務所の所在地 １．評価の業務を行う事務所の所在地 

２．評価員の氏名 ２．評価員の氏名 

３．役員の氏名（申請者が法人である場合に限る。） ３．役員の氏名（申請者が法人である場合に限る。） 

４．評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 ４．評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 

５．評価の業務を行う区域 ５．評価の業務を開始しようとする年月日

６．評価の業務を開始しようとする年月日

 

（注意） （注意） 

１．（略） １．（略） 

-
 

4
5

2
/

1
4

9 
-



２．第60条各号に掲げる書類を添付してください。 ２．第65条各号に掲げる書類を添付してください。

様式第四十五（第六十四条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第五十六（第六十八条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

下記のとおり、 下記のとおり、 

(1)　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の (1)　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名 氏名 

(2)　評価の業務を行う事務所の所在地 (2)　評価の業務を行う事務所の所在地 

(3)　評価員の氏名 (3)　評価員の氏名 

(4)　役員の氏名（届出者が法人である場合に限る。） (4)　役員の氏名（届出者が法人である場合に限る。） 

(5)　評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 (5)　評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 

(6)　評価の業務を行う区域 (6)　評価の業務を行う区域 

を変更するので、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 を変更するので、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第

53条第２項において読み替えて準用する同法第39条第２項の規定に基づ 61条第２項において準用する同法第47条第２項の規定に基づき、届け出

き、届け出ます。 ます。 

（略） （略）

様式第四十六（第六十五条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第五十七（第六十九条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第53条第２項にお 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第61条第２項にお

いて準用する同法第40条第１項の登録の更新を受けたいので、同法第53 いて準用する同法第48条第１項の登録の更新を受けたいので、同法第61

条第２項において読み替えて準用する同法第40条第２項において準用す 条第２項において読み替えて準用する同法第48条第２項において準用す

る同法第36条の規定に基づき、申請します。 る同法第44条の規定に基づき、申請します。 

（略） （略） 

（注意） （注意） 

１．（略） １．（略） 

２．第60条各号に掲げる書類を添付してください。 ２．第65条各号に掲げる書類を添付してください。

様式第四十七（第六十六条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第五十八（第七十条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

-
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第53条第２項にお 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第61条第２項にお

いて準用する同法第41条第２項の規定に基づき、次のとおり届け出ます いて準用する同法第49条第２項の規定に基づき、次のとおり届け出ます

。 。 

（略） （略）

様式第四十八（第六十六条第一号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第五十九（第七十条第一号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略）

様式第四十九（第六十六条第二号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第六十（第七十条第二号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略）

様式第五十（第六十六条第三号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第六十一（第七十条第三号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略）

様式第五十一（第六十六条第五号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第六十二（第七十条第五号関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略）

様式第五十二（第六十八条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第六十三（第七十二条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

評価業務規程を定めたので、建築物のエネルギー消費性能の向上等に 評価業務規程を定めたので、建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第53条第２項において読み替えて準用する同法第45条第１項 関する法律第61条第２項において読み替えて準用する同法第53条第１項

の規定に基づき、別添のとおり届け出ます。 前段の規定に基づき、別添のとおり届け出ます。 

（略） （略）

様式第五十三（第六十八条第三項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第六十四（第七十二条第二項関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

評価業務規程を変更したので、建築物のエネルギー消費性能の向上等 評価業務規程を変更したので、建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第53条第２項において読み替えて準用する同法第45条第３ に関する法律第61条第２項において準用する同法第53条第１項後段の規

項の規定に基づき、別添のとおり届け出ます。 定に基づき、別添のとおり届け出ます。 

（略） （略）

-
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（削る） 様式第六十五　削除

様式第五十四（第七十三条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第六十六（第七十八条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第53条第２項にお 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第61条第２項にお

いて読み替えて準用する同法第51条第１項の規定に基づき、評価の業務 いて準用する同法第59条第１項の規定に基づき、評価の業務の一部（全

の一部（全部）の休止（廃止）をするので、次のとおり届け出ます。 部）の休止（廃止）をするので、次のとおり届け出ます。 

（略） （略）

-
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（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条　

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。

）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記

部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改　
　
　
　

正　
　
　
　

後

改　
　
　
　

正　
　
　
　

前

（
確
認
申
請
書
の
様
式
） 

（
確
認
申
請
書
の
様
式
） 

第
一
条
の
三　

法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
一
条
の
三　

法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
書
は
、
次

合
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
書
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
表
一
の

項
に
掲
げ

の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
表
一
の

項
に
掲
げ

（い）

（い）

る
配
置
図
又
は
各
階
平
面
図
は
、
次
の
表
二
の
二
十
三

項
の

欄
に
掲
げ
る
道
路
に

る
配
置
図
又
は
各
階
平
面
図
は
、
次
の
表
二
の
二
十
三

項
の

欄
に
掲
げ
る
道
路
に

（ろ）

（ろ）

接
し
て
有
効
な
部
分
の
配
置
図
若
し
く
は
特
定
道
路
の
配
置
図
、
同
表
の
二
十
八

項

接
し
て
有
効
な
部
分
の
配
置
図
若
し
く
は
特
定
道
路
の
配
置
図
、
同
表
の
二
十
八

項

の

欄
に
掲
げ
る
道
路
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の
配
置
図
、
隣
地
高
さ
制
限
適
合

の

欄
に
掲
げ
る
道
路
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の
配
置
図
、
隣
地
高
さ
制
限
適
合

（ろ）

（ろ）

建
築
物
の
配
置
図
若
し
く
は
北
側
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の
配
置
図
又
は
同
表
の

建
築
物
の
配
置
図
若
し
く
は
北
側
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の
配
置
図
又
は
同
表
の

二
十
九

項
の

欄
に
掲
げ
る
日
影
図
と
、
表
一
の

項
に
掲
げ
る
二
面
以
上
の
立
面

二
十
九

項
の

欄
に
掲
げ
る
日
影
図
と
、
表
一
の

項
に
掲
げ
る
二
面
以
上
の
立
面

（ろ）

（ろ）

（ろ）

（ろ）

図
又
は
二
面
以
上
の
断
面
図
は
、
表
二
の
二
十
八

項
の

欄
に
掲
げ
る
道
路
高
さ
制

図
又
は
二
面
以
上
の
断
面
図
は
、
表
二
の
二
十
八

項
の

欄
に
掲
げ
る
道
路
高
さ
制

（ろ）

（ろ）

限
適
合
建
築
物
の
二
面
以
上
の
立
面
図
、
隣
地
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の
二
面
以

限
適
合
建
築
物
の
二
面
以
上
の
立
面
図
、
隣
地
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の
二
面
以

上
の
立
面
図
若
し
く
は
北
側
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の
二
面
以
上
の
立
面
図
又
は

上
の
立
面
図
若
し
く
は
北
側
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の
二
面
以
上
の
立
面
図
又
は

同
表
の
四
十
五

項
の

欄
に
掲
げ
る
防
災
都
市
計
画
施
設
に
面
す
る
方
向
の
立
面
図

同
表
の
四
十
五

項
の

欄
に
掲
げ
る
防
災
都
市
計
画
施
設
に
面
す
る
方
向
の
立
面
図

（ろ）

（ろ）

と
、
そ
れ
ぞ
れ
併
せ
て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

と
、
そ
れ
ぞ
れ
併
せ
て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一　

別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
に

一　

別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
に

掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
を
添
え
た
も
の
（
正
本
に
添
え
る
図
書
に
あ
つ
て
は
、

掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
を
添
え
た
も
の
（
正
本
に
添
え
る
図
書
に
あ
つ
て
は
、

当
該
図
書
の
設
計
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
） 

当
該
図
書
の
設
計
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
。 

イ　

次
の
表
一
の
各
項
に
掲
げ
る
図
書
（
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
場
合

イ　

次
の
表
一
の
各
項
に
掲
げ
る
図
書
（
用
途
変
更
の
場
合
に
お
い
て
は
同
表

（1）

（3）

に
あ
つ
て
は
、
当
該

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
図
書
を
除
く
。
） 

の

項
に
掲
げ
る
図
書
を
、
国
土
交
通
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
安
全
で
あ
る
と

（1）

（3）

（は）

　

用
途
変
更
の
場
合　

次
の
表
一
の

項
に
掲
げ
る
図
書 

認
定
し
た
構
造
の
建
築
物
又
は
そ
の
部
分
に
係
る
場
合
で
当
該
認
定
に
係
る

（1）

（は）

　

確
認
に
係
る
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
が
木
造
の
建
築
物
（
法
第
六

認
定
書
の
写
し
を
添
え
た
も
の
に
お
い
て
は
同
項
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
国

（2）
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
基
準
法
令
の
規
定
（
国
土
交
通
大
臣
が
定
め

土
交
通
大
臣
の
指
定
し
た
も
の
を
除
く
。
） 

る
も
の
を
除
く
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
計
算
に
よ
つ
て
安
全

 

性
を
確
か
め
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
条
の
二
第
一
項
第

 

十
号
に
お
い
て
「
特
定
木
造
建
築
物
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
部
分
で
あ

 

る
場
合　

次
の
表
一
の

項
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
基
礎
伏
図
、
各
階
床

 

（は）

伏
図
及
び
小
屋
伏
図 
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確
認
に
係
る
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
が
国
土
交
通
大
臣
が
あ
ら
か

 

（3）
じ
め
安
全
で
あ
る
と
認
定
し
た
構
造
の
建
築
物
又
は
そ
の
部
分
で
あ
る
場

 

合
（
当
該
認
定
に
係
る
認
定
書
の
写
し
を
添
え
た
場
合
に
限
る
。
）　

次

 

の
表
一
の

項
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
も
の 

 

（は）

ロ　

（
略
） 

ロ　

（
略
） 

二
～
四　

（
略
） 

二
～
四　

（
略
） 

一　

（
略
） 

一　

（
略
） 

二

二

 
 

（ろ）

（ろ）

（い）

（い）

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

法
第

令
第
三

各
階
平
面
図

屋
根
ふ
き
材
、
内
装
材
、
外
装

法
第

令
第
三

各
階
平
面
図

一　

基
礎
の
配
置
、
構
造
方
法

（一）

（一）

二
十

章
第
二

材
、
帳
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

二
十

章
第
二

及
び
寸
法
並
び
に
材
料
の
種

条
の

節
の
規

二
面
以
上
の
立

す
る
建
築
物
の
部
分
及
び
広
告

条
の

節
の
規

二
面
以
上
の
立

別
及
び
寸
法 

規
定

定
が
適

面
図

塔
、
装
飾
塔
そ
の
他
建
築
物
の

規
定

定
が
適

面
図

二　

屋
根
ふ
き
材
、
内
装
材
、

が
適

用
さ
れ

屋
外
に
取
り
付
け
る
も
の
の
種

が
適

用
さ
れ

外
装
材
、
帳
壁
そ
の
他
こ
れ

用
さ

る
建
築

二
面
以
上
の
断

別
、
位
置
及
び
寸
法

用
さ

る
建
築

二
面
以
上
の
断

ら
に
類
す
る
建
築
物
の
部
分

れ
る

物
（
特

面
図

れ
る

物

面
図

及
び
広
告
塔
、
装
飾
塔
そ
の

建
築

定
木
造

建
築

他
建
築
物
の
屋
外
に
取
り
付

物

建
築
物

仕
様
表

基
礎
の
構
造
方
法
、
寸
法
並
び

物

基
礎
伏
図

け
る
も
の
の
種
別
、
位
置
及

に
限
る

に
材
料
の
種
別
及
び
寸
法

び
寸
法

。
）

構
造
詳
細
図

屋
根
ふ
き
材
、
内
装
材
、
外
装

構
造
詳
細
図

屋
根
ふ
き
材
、
内
装
材
、
外
装

材
、
帳
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

材
、
帳
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
建
築
物
の
部
分
及
び
広
告

す
る
建
築
物
の
部
分
及
び
広
告

塔
、
装
飾
塔
そ
の
他
建
築
物
の

塔
、
装
飾
塔
そ
の
他
建
築
物
の

屋
外
に
取
り
付
け
る
も
の
の
取

屋
外
に
取
り
付
け
る
も
の
の
取

付
け
部
分
の
構
造
方
法

付
け
部
分
の
構
造
方
法
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使
用
構
造
材
料

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
特

使
用
構
造
材
料

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
特

一
覧
表

に
腐
食
、
腐
朽
又
は
摩
損
の
お

一
覧
表

に
腐
食
、
腐
朽
又
は
摩
損
の
お

そ
れ
の
あ
る
も
の
に
用
い
る
材

そ
れ
の
あ
る
も
の
に
用
い
る
材

料
の
腐
食
、
腐
朽
若
し
く
は
摩

料
の
腐
食
、
腐
朽
若
し
く
は
摩

損
の
お
そ
れ
の
程
度
又
は
さ
び

損
の
お
そ
れ
の
程
度
又
は
さ
び

止
め
、
防
腐
若
し
く
は
摩
損
防

止
め
、
防
腐
若
し
く
は
摩
損
防

止
の
た
め
の
措
置

止
の
た
め
の
措
置

特
定
天
井
（
令
第
三
十
九
条
第

特
定
天
井
（
令
第
三
十
九
条
第

三
項
に
規
定
す
る
特
定
天
井
を

三
項
に
規
定
す
る
特
定
天
井
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
特
に

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
特
に

腐
食
、
腐
朽
そ
の
他
の
劣
化
の

腐
食
、
腐
朽
そ
の
他
の
劣
化
の

お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
用
い
る

お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
用
い
る

材
料
の
腐
食
、
腐
朽
そ
の
他
の

材
料
の
腐
食
、
腐
朽
そ
の
他
の

劣
化
の
お
そ
れ
の
程
度
又
は
さ

劣
化
の
お
そ
れ
の
程
度
又
は
さ

び
止
め
、
防
腐
そ
の
他
の
劣
化

び
止
め
、
防
腐
そ
の
他
の
劣
化

防
止
の
た
め
の
措
置

防
止
の
た
め
の
措
置

基
礎
・
地
盤
説

支
持
地
盤
の
種
別
及
び
位
置

基
礎
・
地
盤
説

支
持
地
盤
の
種
別
及
び
位
置

明
書

明
書

基
礎
の
種
類

基
礎
の
種
類

基
礎
の
底
部
又
は
基
礎
ぐ
い
の

基
礎
の
底
部
又
は
基
礎
ぐ
い
の

先
端
の
位
置

先
端
の
位
置

基
礎
の
底
部
に
作
用
す
る
荷
重

基
礎
の
底
部
に
作
用
す
る
荷
重

の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

木
ぐ
い
及
び
常
水
面
の
位
置

木
ぐ
い
及
び
常
水
面
の
位
置
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施
工
方
法
等
計

打
撃
、
圧
力
又
は
振
動
に
よ
り

施
工
方
法
等
計

打
撃
、
圧
力
又
は
振
動
に
よ
り

画
書

設
け
ら
れ
る
基
礎
ぐ
い
の
打
撃

画
書

設
け
ら
れ
る
基
礎
ぐ
い
の
打
撃

力
等
に
対
す
る
構
造
耐
力
上
の

力
等
に
対
す
る
構
造
耐
力
上
の

安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措

安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措

置

置

令
第
三
十
八
条

令
第
三
十
八
条
第
三
項
に
規
定

令
第
三
十
八
条

令
第
三
十
八
条
第
三
項
に
規
定

第
三
項
若
し
く

す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審

第
三
項
若
し
く

す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審

は
第
四
項
又
は

査
に
必
要
な
事
項

は
第
四
項
又
は

査
に
必
要
な
事
項

令
第
三
十
九
条

令
第
三
十
九
条

第
二
項
若
し
く

令
第
三
十
八
条
第
四
項
の
構
造

第
二
項
若
し
く

令
第
三
十
八
条
第
四
項
の
構
造

は
第
三
項
の
規

計
算
の
結
果
及
び
そ
の
算
出
方

は
第
三
項
の
規

計
算
の
結
果
及
び
そ
の
算
出
方

定
に
適
合
す
る

法

定
に
適
合
す
る

法

こ
と
の
確
認
に

こ
と
の
確
認
に

必
要
な
図
書

令
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定

必
要
な
図
書

令
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審

す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審

査
に
必
要
な
事
項

査
に
必
要
な
事
項

令
第
三
十
九
条
第
三
項
に
規
定

令
第
三
十
九
条
第
三
項
に
規
定

す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審

す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審

査
に
必
要
な
事
項

査
に
必
要
な
事
項

令
第
三

各
階
平
面
図

屋
根
ふ
き
材
、
内
装
材
、
外
装

章
第
二

材
、
帳
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

節
の
規

二
面
以
上
の
立

す
る
建
築
物
の
部
分
及
び
広
告

定
が
適

面
図

塔
、
装
飾
塔
そ
の
他
建
築
物
の

用
さ
れ

屋
外
に
取
り
付
け
る
も
の
の
種

る
建
築

二
面
以
上
の
断

別
、
位
置
及
び
寸
法

物
（
特

面
図
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定
木
造

建
築
物

基
礎
伏
図

基
礎
の
配
置
、
構
造
方
法
、
寸

を
除
く

法
並
び
に
材
料
の
種
別
及
び
寸

。
）

法

構
造
詳
細
図

屋
根
ふ
き
材
、
内
装
材
、
外
装

材
、
帳
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
建
築
物
の
部
分
及
び
広
告

塔
、
装
飾
塔
そ
の
他
建
築
物
の

屋
外
に
取
り
付
け
る
も
の
の
取

付
け
部
分
の
構
造
方
法

使
用
構
造
材
料

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
特

一
覧
表

に
腐
食
、
腐
朽
又
は
摩
損
の
お

そ
れ
の
あ
る
も
の
に
用
い
る
材

料
の
腐
食
、
腐
朽
若
し
く
は
摩

損
の
お
そ
れ
の
程
度
又
は
さ
び

止
め
、
防
腐
若
し
く
は
摩
損
防

止
の
た
め
の
措
置

特
定
天
井
で
特
に
腐
食
、
腐
朽

そ
の
他
の
劣
化
の
お
そ
れ
の
あ

る
も
の
に
用
い
る
材
料
の
腐
食

、
腐
朽
そ
の
他
の
劣
化
の
お
そ

れ
の
程
度
又
は
さ
び
止
め
、
防

腐
そ
の
他
の
劣
化
防
止
の
た
め

の
措
置

基
礎
・
地
盤
説

支
持
地
盤
の
種
別
及
び
位
置

明
書
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基
礎
の
種
類

基
礎
の
底
部
又
は
基
礎
ぐ
い
の

先
端
の
位
置

基
礎
の
底
部
に
作
用
す
る
荷
重

の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

木
ぐ
い
及
び
常
水
面
の
位
置

施
工
方
法
等
計

打
撃
、
圧
力
又
は
振
動
に
よ
り

画
書

設
け
ら
れ
る
基
礎
ぐ
い
の
打
撃

力
等
に
対
す
る
構
造
耐
力
上
の

安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措

置

令
第
三
十
八
条

令
第
三
十
八
条
第
三
項
に
規
定

第
三
項
若
し
く

す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審

は
第
四
項
又
は

査
に
必
要
な
事
項

令
第
三
十
九
条

第
二
項
若
し
く

令
第
三
十
八
条
第
四
項
の
構
造

は
第
三
項
の
規

計
算
の
結
果
及
び
そ
の
算
出
方

定
に
適
合
す
る

法

こ
と
の
確
認
に

必
要
な
図
書

令
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審

査
に
必
要
な
事
項

令
第
三
十
九
条
第
三
項
に
規
定

す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審
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査
に
必
要
な
事
項

令
第
三

各
階
平
面
図

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ

令
第
三

各
階
平
面
図

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ

章
第
三

る
部
材
の
位
置
及
び
寸
法
並
び

章
第
三

る
部
材
の
位
置
及
び
寸
法
並
び

節
の
規

二
面
以
上
の
立

に
開
口
部
の
位
置
、
形
状
及
び

節
の
規

二
面
以
上
の
立

に
開
口
部
の
位
置
、
形
状
及
び

定
が
適

面
図

寸
法

定
が
適

面
図

寸
法

用
さ
れ

用
さ
れ

る
建
築

二
面
以
上
の
断

る
建
築

二
面
以
上
の
断

物
（
特

面
図

物

面
図

定
木
造

建
築
物

仕
様
表

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ

基
礎
伏
図

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ

に
限
る

る
部
材
（
接
合
部
を
含
む
。
）

る
部
材
（
接
合
部
を
含
む
。
）

。
）

の
寸
法
、
構
造
方
法
及
び
材
料

各
階
床
伏
図

の
位
置
、
寸
法
、
構
造
方
法
及

の
種
別
並
び
に
開
口
部
の
形
状

び
材
料
の
種
別
並
び
に
開
口
部

及
び
寸
法 

小
屋
伏
図

の
位
置
、
形
状
及
び
寸
法

 

二
面
以
上
の
軸

組
図

構
造
詳
細
図

屋
根
ふ
き
材
の
種
別

構
造
詳
細
図

屋
根
ふ
き
材
の
種
別

柱
の
有
効
細
長
比

柱
の
有
効
細
長
比

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ

る
軸
組
等
の
構
造
方
法

る
軸
組
等
の
構
造
方
法

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ

る
継
手
又
は
仕
口
の
構
造
方
法

る
継
手
又
は
仕
口
の
構
造
方
法

外
壁
の
う
ち
、
軸
組
が
腐
り
や

外
壁
の
う
ち
、
軸
組
が
腐
り
や
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す
い
構
造
で
あ
る
部
分
の
下
地

す
い
構
造
で
あ
る
部
分
の
下
地

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ

る
部
材
の
地
面
か
ら
一
メ
ー
ト

る
部
材
の
地
面
か
ら
一
メ
ー
ト

ル
以
内
の
部
分
の
防
腐
又
は
防

ル
以
内
の
部
分
の
防
腐
又
は
防

蟻
措
置

蟻
措
置

使
用
構
造
材
料

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使

使
用
構
造
材
料

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使

一
覧
表

用
す
る
木
材
の
品
質

一
覧
表

用
す
る
木
材
の
品
質

令
第
四
十
条
た

令
第
四
十
条
た
だ
し
書
に
規
定

令
第
四
十
条
た

令
第
四
十
条
た
だ
し
書
に
規
定

だ
し
書
、
令
第

す
る
用
途
又
は
規
模
へ
の
適
合

だ
し
書
、
令
第

す
る
用
途
又
は
規
模
へ
の
適
合

四
十
二
条
第
一

性
審
査
に
必
要
な
事
項

四
十
二
条
第
一

性
審
査
に
必
要
な
事
項

項
第
二
号
若
し

項
第
二
号
、
同

く
は
第
三
号
、

令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号

条
第
一
項
第
三

令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号

令
第
四
十
三
条

に
規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合
性

号
、
令
第
四
十

に
規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合
性

第
一
項
若
し
く

審
査
に
必
要
な
事
項

三
条
第
一
項
た

審
査
に
必
要
な
事
項

は
第
二
項
た
だ

だ
し
書
、
同
条

し
書
、
令
第
四

令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号

第
二
項
た
だ
し

令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号

十
六
条
第
三
項

に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の
適

書
、
令
第
四
十

に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の
適

本
文
若
し
く
は

合
性
審
査
に
必
要
な
事
項

六
条
第
二
項
第

合
性
審
査
に
必
要
な
事
項

第
四
項
又
は
令

一
号
イ
、
同
条

第
四
十
七
条
第

令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号

第
二
項
第
一
号

令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号

一
項
の
規
定
に

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
検
証

ハ
、
同
条
第
三

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
検
証

適
合
す
る
こ
と

内
容

項
、
同
条
第
四

内
容

の
確
認
に
必
要

項
、
令
第
四
十

な
図
書

令
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定

七
条
第
一
項
、

令
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し

に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る

令
第
四
十
八
条

書
の
構
造
計
算
の
結
果
及
び
そ

た
め
に
必
要
な
事
項

第
一
項
第
二
号

の
算
出
方
法

た
だ
し
書
又
は
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令
第
四
十
三
条
第
二
項
た
だ
し

同
条
第
二
項
第

令
第
四
十
三
条
第
二
項
た
だ
し

書
の
構
造
計
算
の
結
果
及
び
そ

二
号
の
規
定
に

書
の
構
造
計
算
の
結
果
及
び
そ

の
算
出
方
法

適
合
す
る
こ
と

の
算
出
方
法

の
確
認
に
必
要

令
第
四
十
六
条
第
三
項
本
文
に

な
図
書

令
第
四
十
六
条
第
二
項
第
一
号

規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合
性
審

イ
に
規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合

査
に
必
要
な
事
項

性
審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
四
十
六
条
第
四
項
に
規
定

令
第
四
十
六
条
第
二
項
第
一
号

す
る
基
準
へ
の
適
合
性
審
査
に

ハ
の
構
造
計
算
の
結
果
及
び
そ

必
要
な
事
項

の
算
出
方
法

令
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定

令
第
四
十
六
条
第
三
項
本
文
に

す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審

規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合
性
審

査
に
必
要
な
事
項

査
に
必
要
な
事
項

令
第
三

各
階
平
面
図

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ

令
第
四
十
六
条
第
三
項
た
だ
し

章
第
三

る
部
材
の
位
置
及
び
寸
法
並
び

書
の
構
造
計
算
の
結
果
及
び
そ

節
の
規

二
面
以
上
の
立

に
開
口
部
の
位
置
、
形
状
及
び

の
算
出
方
法

定
が
適

面
図

寸
法

用
さ
れ

令
第
四
十
六
条
第
四
項
に
規
定

る
建
築

二
面
以
上
の
断

す
る
基
準
へ
の
適
合
性
審
査
に

物
（
特

面
図

必
要
な
事
項

定
木
造

建
築
物

基
礎
伏
図

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ

令
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定

を
除
く

る
部
材
（
接
合
部
を
含
む
。
）

す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審

。
）

各
階
床
伏
図

の
位
置
、
寸
法
、
構
造
方
法
及

査
に
必
要
な
事
項

び
材
料
の
種
別
並
び
に
開
口
部

小
屋
伏
図

の
位
置
、
形
状
及
び
寸
法

令
第
四
十
八
条
第
一
項
第
二
号

た
だ
し
書
の
構
造
計
算
の
結
果
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二
面
以
上
の
軸

及
び
そ
の
算
出
方
法

組
図

令
第
四
十
八
条
第
二
項
第
二
号

構
造
詳
細
図

屋
根
ふ
き
材
の
種
別

に
規
定
す
る
規
格
へ
の
適
合
性

審
査
に
必
要
な
事
項

柱
の
有
効
細
長
比

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ

る
軸
組
等
の
構
造
方
法

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ

る
継
手
又
は
仕
口
の
構
造
方
法

外
壁
の
う
ち
、
軸
組
が
腐
り
や

す
い
構
造
で
あ
る
部
分
の
下
地

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ

る
部
材
の
地
面
か
ら
一
メ
ー
ト

ル
以
内
の
部
分
の
防
腐
又
は
防

蟻
措
置

使
用
構
造
材
料

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使

一
覧
表

用
す
る
木
材
の
品
質

令
第
四
十
条
た

令
第
四
十
条
た
だ
し
書
に
規
定

だ
し
書
、
令
第

す
る
用
途
又
は
規
模
へ
の
適
合

四
十
二
条
第
一

性
審
査
に
必
要
な
事
項

項
第
二
号
若
し

く
は
第
三
号
、

令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号

令
第
四
十
三
条

に
規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合
性
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第
一
項
若
し
く

審
査
に
必
要
な
事
項

は
第
二
項
た
だ

し
書
、
令
第
四

令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号

十
六
条
第
二
項

に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の
適

第
一
号
イ
若
し

合
性
審
査
に
必
要
な
事
項

く
は
ハ
、
第
三

項
若
し
く
は
第

令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号

四
項
又
は
令
第

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
検
証

四
十
七
条
第
一

内
容

項
の
規
定
に
適

合
す
る
こ
と
の

令
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定

確
認
に
必
要
な

に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る

図
書

た
め
に
必
要
な
事
項

令
第
四
十
三
条
第
二
項
た
だ
し

書
の
構
造
計
算
の
結
果
及
び
そ

の
算
出
方
法

令
第
四
十
六
条
第
二
項
第
一
号

イ
に
規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合

性
審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
四
十
六
条
第
二
項
第
一
号

ハ
の
構
造
計
算
の
結
果
及
び
そ

の
算
出
方
法

令
第
四
十
六
条
第
三
項
本
文
に

規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合
性
審

査
に
必
要
な
事
項
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令
第
四
十
六
条
第
三
項
た
だ
し

書
の
構
造
計
算
の
結
果
及
び
そ

の
算
出
方
法

令
第
四
十
六
条
第
四
項
に
規
定

す
る
基
準
へ
の
適
合
性
審
査
に

必
要
な
事
項

令
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審

査
に
必
要
な
事
項

（
略
）

（
略
）

令
第
三

（
略
）

令
第
三

（
略
）

章
第
五

章
第
五

節
の
規

令
第
六
十
六

令
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
構

節
の
規

令
第
六
十
六

令
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
基

定
が
適

条
、
令
第
六

造
方
法
へ
の
適
合
性
審
査
に
必

定
が
適

条
、
令
第
六

準
へ
の
適
合
性
審
査
に
必
要
な

用
さ
れ

十
七
条
第
一

要
な
事
項

用
さ
れ

十
七
条
第
二

事
項

る
建
築

項
た
だ
し
書

る
建
築

項
、
令
第
六

物

若
し
く
は
第

令
第
六
十
七
条
第
一
項
た
だ
し

物

十
九
条
又
は

二
項
、
令
第

書
に
規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合

令
第
七
十
条

六
十
九
条
又

性
審
査
に
必
要
な
事
項

の
規
定
に
適

は
令
第
七
十

合
す
る
こ
と

条
の
規
定
に
適

（
略
）

の
確
認
に
必
要

（
略
）

合
す
る
こ
と
の

な
図
書 

確
認
に
必
要
な

図
書

（
略
）

（
略
）

- 165/254-



令
第
三

（
略
）

令
第
三

（
略
）

章
第
六

章
第
六

節
の
二

令
第
六
十
六

令
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
構

節
の
二

令
第
六
十
六

令
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
構

の
規
定

条
、
令
第
六

造
方
法
へ
の
適
合
性
審
査
に
必

の
規
定

条
、
令
第
六

造
方
法
へ
の
適
合
性
審
査
に
必

が
適
用

十
七
条
第
一

要
な
事
項

が
適
用

十
七
条
第
二

要
な
事
項

さ
れ
る

項
た
だ
し
書

さ
れ
る

項
、
令
第
六

建
築
物

若
し
く
は
第

令
第
六
十
七
条
第
一
項
た
だ
し

建
築
物

十
九
条
、
令

二
項
、
令
第

書
に
規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合

第
七
十
三
条

六
十
九
条
、

性
審
査
に
必
要
な
事
項

第
二
項
た
だ

令
第
七
十
三

し
書
、
同
条

条
第
二
項
た
だ

（
略
）

第
三
項
た
だ
し

（
略
）

し
書
若
し
く
は

書
、
令
第
七
十

第
三
項
た
だ
し

七
条
第
五
号
た

書
、
令
第
七
十

だ
し
書
、
同
条

七
条
第
五
号
た

第
六
号
、
令
第

だ
し
書
若
し
く

七
十
七
条
の
二

は
第
六
号
、
令

第
一
項
た
だ
し

第
七
十
七
条
の

書
、
令
第
七
十

二
第
一
項
た
だ

九
条
第
二
項
又

し
書
、
令
第
七

は
令
第
七
十
九

十
九
条
第
二
項

条
の
三
第
二
項

又
は
令
第
七
十

の
規
定
に
適
合

九
条
の
三
第
二

す
る
こ
と
の
確

項
の
規
定
に
適

認
に
必
要
な
図

合
す
る
こ
と
の

書

確
認
に
必
要
な

図
書

（
略
）

（
略
）
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（
略
）

（
略
）

（二）

（二）

～ 

～ 
（九）

（九）

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（十）

（十）

二
の
規
定
が
適
用

二
の
規
定
が
適
用

さ
れ
る
建
築
物

使
用
建
築
材
料

（
略
）

さ
れ
る
建
築
物

使
用
建
築
材
料

（
略
）

表

表

令
第
二
十
条
の
七
第
一
項
第
一

令
第
二
十
条
の
七
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
第
一
種
ホ
ル
ム

号
に
規
定
す
る
第
一
種
ホ
ル
ム

ア
ル
デ
ヒ
ド
発
散
建
築
材
料
（

ア
ル
デ
ヒ
ド
発
散
建
築
材
料
（

以
下
こ
の
表
及
び
第
三
条
の
二

以
下
こ
の
表
及
び
第
三
条
の
二

第
一
項
第
十
三
号
の
表
に
お
い

第
一
項
第
十
二
号
の
表
に
お
い

て
単
に
「
第
一
種
ホ
ル
ム
ア
ル

て
単
に
「
第
一
種
ホ
ル
ム
ア
ル

デ
ヒ
ド
発
散
建
築
材
料
」
と
い

デ
ヒ
ド
発
散
建
築
材
料
」
と
い

う
。
）
、
令
第
二
十
条
の
七
第

う
。
）
、
令
第
二
十
条
の
七
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二

種
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
発
散
建

種
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
発
散
建

築
材
料
（
以
下
こ
の
表
及
び
第

築
材
料
（
以
下
こ
の
表
及
び
第

三
条
の
二
第
一
項
第
十
三
号
の

三
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
の

表
に
お
い
て
単
に
「
第
二
種
ホ

表
に
お
い
て
単
に
「
第
二
種
ホ

ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
発
散
建
築
材

ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
発
散
建
築
材

料
」
と
い
う
。
）
又
は
令
第
二

料
」
と
い
う
。
）
又
は
令
第
二

十
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
規

十
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
第
三
種
ホ
ル
ム
ア
ル
デ

定
す
る
第
三
種
ホ
ル
ム
ア
ル
デ

ヒ
ド
発
散
建
築
材
料
（
以
下
こ

ヒ
ド
発
散
建
築
材
料
（
以
下
こ

の
表
及
び
第
三
条
の
二
第
一
項

の
表
及
び
第
三
条
の
二
第
一
項

第
十
三
号
の
表
に
お
い
て
単
に

第
十
二
号
の
表
に
お
い
て
単
に

「
第
三
種
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

「
第
三
種
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
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発
散
建
築
材
料
」
と
い
う
。
）

発
散
建
築
材
料
」
と
い
う
。
）

を
使
用
す
る
内
装
の
仕
上
げ
の

を
使
用
す
る
内
装
の
仕
上
げ
の

部
分
の
面
積
（
以
下
こ
の
項
に

部
分
の
面
積
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
単
に
「
内
装
の
仕
上
げ

お
い
て
単
に
「
内
装
の
仕
上
げ

の
部
分
の
面
積
」
と
い
う
。
）

の
部
分
の
面
積
」
と
い
う
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
一 

（
略
）

十
一 

（
略
）

～ 

～ 

八
十
四

八
十
四

八
十
五

（
略
）

八
十
五

（
略
）

八
十
五

建
築
物

建
築
物

設
計
内
容
説
明

建
築
物
（
増
築
又
は
改
築
を
す

の
二

の
エ
ネ

の
エ
ネ

書

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
増

ル
ギ
ー

ル
ギ
ー

築
又
は
改
築
を
す
る
建
築
物
の

消
費
性

消
費
性

部
分
）
が
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

能
の
向

能
の
向

ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す

上
等
に

上
等
に

る
法
律
施
行
規
則
第
二
条
第
一

関
す
る

関
す
る

項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

法
律
（

法
律
施

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

平
成
二

行
規
則

こ
と
の
説
明

十
七
年

（
平
成

法
律
第

二
十
八

配
置
図

空
気
調
和
設
備
等
及
び
空
気
調

五
十
三

年
国
土

和
設
備
等
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

号
）
第

交
通
省

消
費
性
能
の
確
保
に
資
す
る
建

十
条
第

令
第
五

築
設
備
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
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一
項
の

号
）
第

て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確

規
定
が

二
条
第

保
設
備
」
と
い
う
。
）
の
位
置

適
用
さ

一
項
第

れ
る
建

一
号
又

仕
様
書
（
仕
上

部
材
の
種
別
及
び
寸
法

築
物
（

は
第
二

げ
表
を
含
む
。

同
法
第

項
の
規

）

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
設

十
一
条

定
が
適

備
の
種
別

第
一
項

用
さ
れ

又
は
第

る
建
築

各
階
平
面
図

各
室
の
名
称
及
び
天
井
の
高
さ

二
項
（

物

こ
れ
ら

開
口
部
の
構
造

の
規
定

を
同
法

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
設

第
十
四

備
の
位
置

条
第
二

項
に
お

用
途
別
床
面
積

用
途
別
の
床
面
積

い
て
読

表

み
替
え

て
適
用

立
面
図

外
壁
の
位
置

す
る
場

合
を
含

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
設

む
。
）

備
の
位
置

の
建
築

物
エ
ネ

断
面
図
又
は
矩

外
壁
及
び
屋
根
の
構
造

ル
ギ
ー

計
図

消
費
性

小
屋
裏
の
構
造

能
適
合

性
判
定

各
階
の
天
井
の
構
造

を
受
け

る
建
築

床
、
床
下
及
び
基
礎
の
構
造
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物
及
び

法
第
六

各
部
詳
細
図

縮
尺

条
の
四

第
一
項

外
壁
、
開
口
部
、
床
、
屋
根
そ

第
三
号

の
他
断
熱
性
を
有
す
る
部
分
の

に
掲
げ

材
料
の
種
別
及
び
寸
法

る
建
築

物
を
除

機
器
表

空
気
調
和

空
気
調
和
設
備
の

く
。
）

設
備

種
別
、
位
置
、
仕

様
、
数
及
び
制
御

方
法

空
気
調
和

空
気
調
和
設
備
以

設
備
以
外

外
の
機
械
換
気
設

の
機
械
換

備
の
種
別
、
位
置

気
設
備

、
仕
様
、
数
及
び

制
御
方
法

照
明
設
備

照
明
設
備
の
種
別

、
位
置
、
仕
様
、

数
及
び
制
御
方
法

給
湯
設
備

給
湯
器
の
種
別
、

位
置
、
仕
様
、
数

及
び
制
御
方
法

太
陽
熱
を
給
湯
に

利
用
す
る
た
め
の

設
備
の
種
別
、
位

置
、
仕
様
、
数
及
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び
制
御
方
法

節
湯
器
具
の
種
別

、
位
置
及
び
数

空
気
調
和

空
気
調
和
設
備
等

設
備
等
以

以
外
の
エ
ネ
ル
ギ

外
の
エ
ネ

ー
消
費
性
能
の
確

ル
ギ
ー
消

保
に
資
す
る
建
築

費
性
能
の

設
備
の
種
別
、
位

確
保
に
資

置
、
仕
様
、
数
及

す
る
建
築

び
制
御
方
法

設
備

建
築

建
築
物
エ
ネ
ル

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

物
エ

ギ
ー
消
費
性
能

基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条

ネ
ル

基
準
等
を
定
め

第
一
項
第
二
号
イ
た
だ
し
書
の

ギ
ー

る
省
令
第
一
条

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準

消
費

第
一
項
第
二
号

に
関
す
る
事
項

性
能

イ
た
だ
し
書
の

基
準

国
土
交
通
大
臣

等
を

が
定
め
る
基
準

定
め

に
適
合
す
る
こ

る
省

と
の
確
認
に
必

令
（

要
な
図
書

平
成

二
十

八
年

経
済

産
業
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省
・

国
土

交
通

省
令

第
一

号
）

第
一

条
第

一
項

第
二

号
イ

た
だ

し
書

の
国

土
交

通
大

臣
が

定
め

る
基

準
が

適
用

さ
れ

る
建

築
物

建
築
物

建
築
物
の
エ
ネ

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性

能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施

ル
ギ
ー

能
の
向
上
等
に

行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
号

消
費
性

関
す
る
法
律
施

の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

能
の
向

行
規
則
第
二
条
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上
等
に

第
一
項
第
二
号

関
す
る

の
規
定
に
適
合

法
律
施

す
る
こ
と
の
確

行
規
則

認
に
必
要
な
図

第
二
条

書

第
一
項

第
二
号

の
規
定

が
適
用

さ
れ
る

建
築
物

建
築
物

建
築
物
の
エ
ネ

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性

能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施

ル
ギ
ー

能
の
向
上
等
に

行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
三
号

消
費
性

関
す
る
法
律
施

の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

能
の
向

行
規
則
第
二
条

上
等
に

第
一
項
第
三
号

関
す
る

の
規
定
に
適
合

法
律
施

す
る
こ
と
の
確

行
規
則

認
に
必
要
な
図

第
二
条

書

第
一
項

第
三
号

の
規
定

が
適
用

さ
れ
る

建
築
物

八
十
六

（
略
）

八
十
六

（
略
）
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～ 

～ 

九
十
三

九
十
三

三　

（
略
） 

三　

（
略
） 

四

四

（い）

（ろ）

（い）

（ろ）

（
略
）

（
略
）

（一）

（一）

～ 

～ 

三
十
三

三
十
三

三
十
四

特
定
天
井
の
構
造
を
令
第
三
十
九

令
第
三
十
九
条
第
三
項
に
係
る
認

三
十
四

特
定
天
井
の
構
造
を
令
第
三
十
九

令
第
三
十
九
条
第
三
項
に
係
る
認

条
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の

定
書
の
写
し

条
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の

定
書
の
写
し

と
す
る
建
築
物

と
す
る
建
築
物

三
十
五

令
第
四
十
五
条
第
一
項
の
認
定
を

令
第
四
十
五
条
第
一
項
に
係
る
認

受
け
た
も
の
と
す
る
材
料
を
用
い

定
書
の
写
し

た
筋
か
い
を
入
れ
た
軸
組
を
設
置

す
る
建
築
物

三
十
六

令
第
四
十
五
条
第
二
項
の
認
定
を

令
第
四
十
五
条
第
二
項
に
係
る
認

受
け
た
も
の
と
す
る
材
料
を
用
い

定
書
の
写
し

た
筋
か
い
を
入
れ
た
軸
組
を
設
置

す
る
建
築
物

三
十
七

令
第
四
十
六
条
第
四
項
の
認
定
を

令
第
四
十
六
条
第
四
項
に
係
る
認

三
十
五

令
第
四
十
六
条
第
四
項
の
表
一
の

令
第
四
十
六
条
第
四
項
の
表
一
の

受
け
た
も
の
と
す
る
軸
組
を
設
置

定
書
の
写
し

項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
す

項
に
係
る
認
定
書
の
写
し

（八）

（八）

す
る
建
築
物

る
軸
組
を
設
置
す
る
建
築
物

- 174/254-



三
十
八 

（
略
） 

三
十
六

（
略
） 

～ 
 

～ 
七
十
七

七
十
五

五

五

（い）

（ろ）

（い）

（ろ）

（
略
）

（
略
）

（一）

（一）

令
第
三
十
八
条
第
四
項
、
令
第
四

欄
に
掲
げ
る
規
定
に
そ
れ
ぞ
れ

令
第
三
十
八
条
第
四
項
、
令
第
四

欄
に
掲
げ
る
規
定
に
そ
れ
ぞ
れ

（二）

（い）

（二）

（い）

十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
令
第

規
定
す
る
構
造
計
算
の
計
算
書

十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
同
条

規
定
す
る
構
造
計
算
の
計
算
書 

四
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ハ
、
同

第
二
項
た
だ
し
書
、
令
第
四
十
六

条
第
三
項
た
だ
し
書
、
令
第
五
十

条
第
二
項
第
一
号
ハ
、
同
条
第
三

一
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
令
第
六

項
た
だ
し
書
、
令
第
四
十
八
条
第

十
二
条
の
八
た
だ
し
書
、
令
第
七

一
項
第
二
号
た
だ
し
書
、
令
第
五

十
三
条
第
三
項
た
だ
し
書
、
令
第

十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
令
第

七
十
七
条
第
五
号
た
だ
し
書
又
は

六
十
二
条
の
八
た
だ
し
書
、
令
第

令
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
た
だ

七
十
三
条
第
三
項
た
だ
し
書
、
令

し
書
の
構
造
計
算
に
よ
り
安
全
性

第
七
十
七
条
第
五
号
た
だ
し
書
又

を
確
か
め
た
建
築
物

は
令
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
た

だ
し
書
の
構
造
計
算
に
よ
り
安
全

性
を
確
か
め
た
建
築
物

（
略
）

（
略
）

（三）

（三）

～

～

（六）

（六）

２
・
３　

（
略
） 

２
・
３　

（
略
） 

４　

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
に
係
る
建
築
物
の
計
画
に
建
築

４　

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
に
係
る
建
築
物
の
計
画
に
建
築
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設
備
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の

設
備
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の

申
請
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
と
す
る
。 

申
請
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
と
す
る
。 

一　

別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
に

一　

別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
に

掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
を
添
え
た
も
の
（
正
本
に
添
え
る
図
書
に
あ
つ
て
は
、

掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
を
添
え
た
も
の
（
正
本
に
添
え
る
図
書
に
あ
つ
て
は
、

当
該
図
書
の
設
計
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
） 

当
該
図
書
の
設
計
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
。 

イ　

（
略
） 

イ　

（
略
） 

ロ　

申
請
に
係
る
建
築
物
の
計
画
に
法
第
八
十
七
条
の
四
の
昇
降
機
に
係
る
部

ロ　

申
請
に
係
る
建
築
物
の
計
画
に
法
第
八
十
七
条
の
四
の
昇
降
機
に
係
る
部

分
が
含
ま
れ
る
場
合
又
は
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る

分
が
含
ま
れ
る
場
合
又
は
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

建
築
物
の
計
画
に
令
第
百
四
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
設
備
に

げ
る
建
築
物
の
計
画
に
令
第
百
四
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
設

係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
中
の
「
昇
降

備
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
中
の
「

機
の
概
要
の
欄
」
又
は
「
建
築
設
備
の
概
要
の
欄
」
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

昇
降
機
の
概
要
の
欄
」
又
は
「
建
築
設
備
の
概
要
の
欄
」
に
記
載
す
べ
き
事

記
載
し
た
書
類 

項
を
記
載
し
た
書
類 

ハ　

申
請
に
係
る
建
築
物
の
計
画
に
含
ま
れ
る
建
築
設
備
が
次
の

及
び

に

ハ　

申
請
に
係
る
建
築
物
の
計
画
に
含
ま
れ
る
建
築
設
備
が
次
の

及
び

に

（1）

（2）

（1）

（2）

掲
げ
る
建
築
設
備
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

及
び

に
定
め
る
図

掲
げ
る
建
築
設
備
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

及
び

に

（1）

（2）

（1）

（2）

書
及
び
書
類 

定
め
る
図
書
及
び
書
類 

・

　

（
略
） 

・

　

（
略
） 

（1）

（2）

（1）

（2）

二
～
四　

（
略
）

二
～
四　

（
略
）

一 

一 

 
 

（ろ）

（ろ）

 
 

（い）

（い）

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

（
略
） 

（
略
）

（一）

（一）

～

 
～

（五）

（五）

法
第
三
十
三
条
の

（
略
）

法
第
三
十
三
条
の

（
略
）

（六）

（六）

規
定
が
適
用
さ
れ

規
定
が
適
用
さ
れ

る
避
雷
設
備

避
雷
設
備
の
構

（
略
）

る
避
雷
設
備 

避
雷
設
備
の
構

（
略
）
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造
詳
細
図

造
詳
細
図

避
雷
設
備
の
構
造
が
適
合
す
る

日
本
産
業
規
格
Ａ
四
二
〇
一
―

日
本
産
業
規
格

一
九
九
二
又
は
日
本
産
業
規
格

Ａ
四
二
〇
一
―
二
〇
〇
三
の
別

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（七）

（七）

～ 

～ 

十
九

十
九

二　

（
略
） 

二　

（
略
） 

５
～

　

（
略
）

５
～

　

（
略
）

11

11

（
確
認
済
証
等
の
様
式
等
） 

（
確
認
済
証
等
の
様
式
等
） 

第
二
条　

法
第
六
条
第
四
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
二
条　

法
第
六
条
第
四
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
確
認

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
確
認

済
証
に
第
一
条
の
三
の
申
請
書
の
副
本
一
通
並
び
に
そ
の
添
付
図
書
及
び
添
付
書

済
証
に
第
一
条
の
三
の
申
請
書
の
副
本
一
通
並
び
に
そ
の
添
付
図
書
及
び
添
付
書

類
、
第
三
条
の
十
二
に
規
定
す
る
図
書
及
び
書
類
並
び
に
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

類
、
第
三
条
の
十
二
に
規
定
す
る
図
書
及
び
書
類
並
び
に
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
に
規
定
す
る
書
類
（
建
築

消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令

物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
六
項
に
規
定

第
五
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
書
類
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

す
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
、
同
令
第
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
二
条
第
六
項
に
規

書
の
写
し
、
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
及
び
同
条
第
三
号

定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
、
同
規
則
第
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る

に
規
定
す
る
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
を
除
く
。
第
四
項
、
第
三
条
の
四
第
一
項
及

認
定
書
の
写
し
、
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
及
び
同
条
第

び
同
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

三
号
に
規
定
す
る
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
を
除
く
。
第
四
項
、
第
三
条
の
四
第
一

 

項
及
び
同
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

２　

法
第
六
条
第
六
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

２　

法
第
六
条
第
六
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
と
す
る
。 

当
す
る
場
合
と
す
る
。 
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一　

（
略
） 

一　

（
略
） 

二　

申
請
に
係
る
建
築
物
（
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
限
る

二　

申
請
に
係
る
建
築
物
（
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
建

。
）
の
計
画
が
令
第
八
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
基
準
に
従
つ

築
物
に
限
る
。
）
の
計
画
が
令
第
八
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る

た
構
造
計
算
で
、
法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
第
三
号
イ
に
規
定
す
る

基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
で
、
法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
第
三
号
イ

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
も
の
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有
す
る
か
ど
う

に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
も
の
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有

か
を
審
査
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ロ

た
だ
し
書

す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ロ

（2）

の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
記
録
媒
体
の
提
出
が
な
か
つ
た
場
合 

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
記
録
媒
体
の
提
出
が
な
か
つ
た
場
合 

（2）

三　

申
請
に
係
る
建
築
物
（
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
除
く

三　

申
請
に
係
る
建
築
物
（
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
建

。
）
の
計
画
が
令
第
八
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
基
準
に
従
つ

築
物
を
除
く
。
）
の
計
画
が
令
第
八
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る

た
構
造
計
算
で
、
法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
第
三
号
イ
に
規
定
す
る

基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
で
、
法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
第
三
号
イ

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
も
の
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有
す
る
か
ど
う

に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
も
の
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有

か
を
審
査
す
る
場
合 

す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
場
合 

四　

（
略
） 

四　

（
略
） 

五　

法
第
六
条
第
四
項
の
期
間
の
末
日
の
三
日
前
ま
で
に
法
第
六
条
の
三
第
七
項

五　

法
第
六
条
第
四
項
の
期
間
の
末
日
の
三
日
前
ま
で
に
法
第
六
条
の
三
第
七
項

に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
（
以
下
「
適
合
判
定
通
知
書
」
と
い
う
。
）
若

に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
（
以
下
単
に
「
適
合
判
定
通
知
書
」
と
い
う
。

し
く
は
そ
の
写
し
又
は
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る

）
若
し
く
は
そ
の
写
し
又
は
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関

法
律
第
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
若
し
く
は
そ
の
写
し
（

す
る
法
律
第
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
若
し
く
は
そ
の
写

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条

し
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
認
定
書
の
写
し
、
同
条

六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
認
定
書
の
写
し
、

第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
通
知
書
又
は
そ
の
写
し

同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
通
知
書
又
は
そ
の

、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
通
知
書
又
は
そ

写
し
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
通
知
書
又

の
写
し
。
第
四
項
、
第
三
条
の
四
第
二
項
第
一
号
及
び
第
六
条
の
三
第
二
項
第

は
そ
の
写
し
。
第
四
項
、
第
三
条
の
四
第
二
項
第
一
号
及
び
第
六
条
の
三
第
二

十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
出
が
な
か
つ
た
場
合 

項
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
出
が
な
か
つ
た
場
合 

３　

（
略
） 
３　

（
略
） 

４　

法
第
六
条
第
七
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

４　

法
第
六
条
第
七
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
適
合
し
な
い
こ
と
を
認
め
た
旨
及
び

。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
適
合
し
な
い
こ
と
を
認
め
た
旨
及
び

そ
の
理
由
を
記
載
し
た
通
知
書
の
交
付
は
、
別
記
第
六
号
様
式
に
よ
る
通
知
書
に

そ
の
理
由
を
記
載
し
た
通
知
書
の
交
付
は
、
別
記
第
六
号
様
式
に
よ
る
通
知
書
に

第
一
条
の
三
の
申
請
書
の
副
本
一
通
並
び
に
そ
の
添
付
図
書
及
び
添
付
書
類
、
適

第
一
条
の
三
の
申
請
書
の
副
本
一
通
並
び
に
そ
の
添
付
図
書
及
び
添
付
書
類
、
適

合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
、
第
三
条
の
十
二
に
規
定
す
る
図
書
及
び
書
類
、

合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
、
第
三
条
の
十
二
に
規
定
す
る
図
書
及
び
書
類
、

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
六
項
に

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
六
項
に
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規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
並
び
に
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
並
び
に
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
に
規
定
す
る
書
類
を
添
え
て
行

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
に
規
定
す
る
書
類
を
添
え
て
行

う
も
の
と
す
る
。 

う
も
の
と
す
る
。 

５　

（
略
）

５　

（
略
）

（
工
作
物
に
関
す
る
確
認
申
請
書
及
び
確
認
済
証
等
の
様
式
） 

（
工
作
物
に
関
す
る
確
認
申
請
書
及
び
確
認
済
証
等
の
様
式
） 

第
三
条　

（
略
） 

第
三
条　

（
略
） 

２　

（
略
） 

２　

（
略
） 

３　

工
作
物
に
関
す
る
確
認
申
請
（
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

３　

工
作
物
に
関
す
る
確
認
申
請
（
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
建
築
物
に
関
す
る
確
認
申
請
と
併
せ
て
す
る
場
合
に
お
け
る
確
認
の
申

じ
。
）
を
建
築
物
に
関
す
る
確
認
申
請
と
併
せ
て
す
る
場
合
に
お
け
る
確
認
の
申

請
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は

請
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は

、
第
一
号
の
正
本
に
工
作
物
に
関
す
る
確
認
申
請
を
建
築
物
に
関
す
る
確
認
申
請

、
第
一
号
の
正
本
に
工
作
物
に
関
す
る
確
認
申
請
を
建
築
物
に
関
す
る
確
認
申
請

と
併
せ
て
す
る
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

と
併
せ
て
す
る
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
に

一　

別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
に

掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
を
添
え
た
も
の
（
正
本
に
添
え
る
図
書
に
あ
つ
て
は
、

掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
を
添
え
た
も
の
（
正
本
に
添
え
る
図
書
に
あ
つ
て
は
、

当
該
図
書
の
設
計
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
） 

当
該
図
書
の
設
計
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
。 

イ
～
ニ　

（
略
） 

イ
～
ニ　

（
略
） 

二
～
四　

（
略
） 

二
～
四　

（
略
） 

４
～
８　

（
略
）

４
～
８　

（
略
）

（
計
画
の
変
更
に
係
る
確
認
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
） 

（
計
画
の
変
更
に
係
る
確
認
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
） 

第
三
条
の
二　

法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
三
条
の
二　

法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

で
あ
つ
て
、
変
更
後
も
建
築
物
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と

で
あ
つ
て
、
変
更
後
も
建
築
物
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と

が
明
ら
か
な
も
の
と
す
る
。 

が
明
ら
か
な
も
の
と
す
る
。 

一
～
八　

（
略
） 

一
～
八　

（
略
） 

九　

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
の
材
料
又
は
構
造
の
変
更
（
変
更
後

九　

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
の
材
料
又
は
構
造
の
変
更
（
変
更
後

の
建
築
材
料
が
変
更
前
の
建
築
材
料
と
異
な
る
変
更
及
び
強
度
又
は
耐
力
が
減

の
建
築
材
料
が
変
更
前
の
建
築
材
料
と
異
な
る
変
更
及
び
強
度
又
は
耐
力
が
減

少
す
る
変
更
を
除
き
、
第
十
三
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
を
変

少
す
る
変
更
を
除
き
、
第
十
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
を
変
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更
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
と
す
る
変

更
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
と
す
る
変

更
に
限
る
。
） 

更
に
限
る
。
） 

十　

特
定
木
造
建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
の
材
料
若
し
く

（
新
設
） 

は
構
造
の
変
更
（
変
更
後
の
建
築
材
料
（
令
第
四
十
六
条
第
三
項
の
床
組
又
は

 

小
屋
ば
り
組
に
用
い
る
も
の
及
び
同
条
第
四
項
の
壁
又
は
筋
か
い
に
用
い
る
も

 

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
変
更
前
の
建
築
材
料
と
異
な

 

る
変
更
及
び
前
号
に
掲
げ
る
変
更
を
除
き
、
第
十
三
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

 

材
料
又
は
構
造
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
材
料

 

又
は
構
造
と
す
る
変
更
に
限
る
。
）
又
は
位
置
の
変
更
（
第
八
号
に
掲
げ
る
変

 

更
を
除
く
。
） 

 

十
一　

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
以
外
の
部
分
で
あ
つ
て
、
屋
根
ふ
き
材
、
内
装

十　

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
以
外
の
部
分
で
あ
つ
て
、
屋
根
ふ
き
材
、
内
装
材

材
（
天
井
を
除
く
。
）
、
外
装
材
、
帳
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
建
築
物
の

（
天
井
を
除
く
。
）
、
外
装
材
、
帳
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
建
築
物
の
部

部
分
、
広
告
塔
、
装
飾
塔
そ
の
他
建
築
物
の
屋
外
に
取
り
付
け
る
も
の
若
し
く

分
、
広
告
塔
、
装
飾
塔
そ
の
他
建
築
物
の
屋
外
に
取
り
付
け
る
も
の
若
し
く
は

は
当
該
取
付
け
部
分
、
壁
又
は
手
す
り
若
し
く
は
手
す
り
壁
の
材
料
若
し
く
構

当
該
取
付
け
部
分
、
壁
又
は
手
す
り
若
し
く
は
手
す
り
壁
の
材
料
若
し
く
は
構

造
の
変
更
（
第
十
三
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
を
変
更
す
る
場

造
の
変
更
（
第
十
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
を
変
更
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
と
す
る
変
更
に
限
る

合
に
あ
つ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
と
す
る
変
更
に
限
る

。
）
又
は
位
置
の
変
更
（
間
仕
切
壁
に
あ
つ
て
は
、
主
要
構
造
部
で
あ
る
も
の

。
）
又
は
位
置
の
変
更
（
間
仕
切
壁
に
あ
つ
て
は
、
主
要
構
造
部
で
あ
る
も
の

及
び
防
火
上
主
要
な
も
の
を
除
く
。
） 

及
び
防
火
上
主
要
な
も
の
を
除
く
。
） 

十
二
～
十
七　

（
略
） 

十
一
～
十
六　

（
略
） 

２　

（
略
） 

２　

（
略
） 

３　

法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
一
項
の
軽
微
な
変
更

３　

法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
一
項
の
軽
微
な
変
更

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
変
更
後
も
工
作
物
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
変
更
後
も
工
作
物
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係

規
定
に
適
合
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
と
す
る
。 

規
定
に
適
合
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
と
す
る
。 

一
・
二　

（
略
） 

一
・
二　

（
略
） 

三　

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
の
材
料
又
は
構
造
の
変
更
（
変
更
後

三　

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
の
材
料
又
は
構
造
の
変
更
（
変
更
後

の
建
築
材
料
が
変
更
前
の
建
築
材
料
と
異
な
る
変
更
及
び
強
度
又
は
耐
力
が
減

の
建
築
材
料
が
変
更
前
の
建
築
材
料
と
異
な
る
変
更
及
び
強
度
又
は
耐
力
が
減

少
す
る
変
更
を
除
き
、
第
一
項
第
十
三
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構

少
す
る
変
更
を
除
き
、
第
一
項
第
十
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構

造
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
と

造
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
と

す
る
変
更
に
限
る
。
） 

す
る
変
更
に
限
る
。
） 

四　

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
以
外
の
部
分
で
あ
つ
て
、
屋
根
ふ
き
材
、
内
装
材

四　

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
以
外
の
部
分
で
あ
つ
て
、
屋
根
ふ
き
材
、
内
装
材
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、
外
装
材
、
帳
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
工
作
物
の
部
分
、
広
告
塔
、
装
飾

、
外
装
材
、
帳
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
工
作
物
の
部
分
、
広
告
塔
、
装
飾

塔
そ
の
他
工
作
物
の
屋
外
に
取
り
付
け
る
も
の
の
材
料
若
し
く
は
構
造
の
変
更

塔
そ
の
他
工
作
物
の
屋
外
に
取
り
付
け
る
も
の
の
材
料
若
し
く
は
構
造
の
変
更

（
第
一
項
第
十
三
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
を
変
更
す
る
場
合

（
第
一
項
第
十
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
を
変
更
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
と
す
る
変
更
に
限
る
。

に
あ
つ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
と
す
る
変
更
に
限
る
。

）
又
は
位
置
の
変
更 

）
又
は
位
置
の
変
更 

五
・
六　

（
略
） 

五
・
六　

（
略
） 

４　

（
略
）

４　

（
略
）

（
指
定
確
認
検
査
機
関
が
交
付
す
る
確
認
済
証
等
の
様
式
等
） 

（
指
定
確
認
検
査
機
関
が
交
付
す
る
確
認
済
証
等
の
様
式
等
） 

第
三
条
の
四　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
法
第
八
十
七
条

第
三
条
の
四　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
法
第
八
十
七
条

の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付
は
、
別
記
第

含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付
は
、
別
記
第

十
五
号
様
式
に
よ
る
確
認
済
証
に
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
条
の
三
、
第

十
五
号
様
式
に
よ
る
確
認
済
証
に
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
条
の
三
、
第

二
条
の
二
又
は
第
三
条
の
申
請
書
の
副
本
一
通
並
び
に
そ
の
添
付
図
書
及
び
添
付

二
条
の
二
又
は
第
三
条
の
申
請
書
の
副
本
一
通
並
び
に
そ
の
添
付
図
書
及
び
添
付

書
類
、
第
三
条
の
十
二
に
規
定
す
る
図
書
及
び
書
類
並
び
に
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

書
類
、
第
三
条
の
十
二
に
規
定
す
る
図
書
及
び
書
類
並
び
に
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
に
規
定
す
る
書
類
を
添

ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
に
規
定
す
る
書
類
を
添

え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２　

法
第
六
条
の
二
第
四
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は

２　

法
第
六
条
の
二
第
四
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は

法
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次

法
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
の
交
付
は
、
次
の
各
号
に

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
の
交
付
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
通
知
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す

掲
げ
る
通
知
書
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

る
。 

も
の
と
す
る
。 

一　

申
請
に
係
る
建
築
物
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と
を

一　

申
請
に
係
る
建
築
物
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と
を

認
め
た
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
通
知
書　

別
記
第
十
五
号
の
二
様
式
に

認
め
た
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
通
知
書　

別
記
第
十
五
号
の
二
様
式
に

よ
る
通
知
書
に
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
条
の
三
、
第
二
条
の
二
又
は

よ
る
通
知
書
に
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
条
の
三
、
第
二
条
の
二
又
は

第
三
条
の
申
請
書
の
副
本
一
通
並
び
に
そ
の
添
付
図
書
及
び
添
付
書
類
、
適
合

第
三
条
の
申
請
書
の
副
本
一
通
並
び
に
そ
の
添
付
図
書
及
び
添
付
書
類
、
適
合

判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
、
第
三
条
の
十
二
に
規
定
す
る
図
書
及
び
書
類
、

判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
、
第
三
条
の
十
二
に
規
定
す
る
図
書
及
び
書
類
、

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
六
項

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
六
項

に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
並
び
に
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
並
び
に
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
に
規
定
す
る
書
類
を
添

消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
に
規
定
す
る
書
類
を
添
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え
て
行
う
。 

え
て
行
う
。 

二　

（
略
） 

二　

（
略
） 

３　

（
略
）

３　

（
略
）

（
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
申
請
書
の
様
式
） 

（
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
申
請
書
の
様
式
） 

第
三
条
の
七　

法
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
申

第
三
条
の
七　

法
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
申

請
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
と
す
る
。 

請
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
と
す
る
。 

一　

別
記
第
十
八
号
の
二
様
式
に
よ
る
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
に
、
そ
れ
ぞ
れ

一　

別
記
第
十
八
号
の
二
様
式
に
よ
る
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
に
、
そ
れ
ぞ
れ

、
次
に
掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
を
添
え
た
も
の
（
正
本
に
添
え
る
図
書
に
あ
つ

、
次
に
掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
を
添
え
た
も
の
（
正
本
に
添
え
る
図
書
に
あ
つ

て
は
、
当
該
図
書
の
設
計
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
） 

て
は
、
当
該
図
書
の
設
計
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
） 

イ　

（
略
） 

イ　

（
略
） 

ロ　

申
請
に
係
る
建
築
物
が
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
建
築
物
で
あ
る
場

ロ　

申
請
に
係
る
建
築
物
が
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
建
築
物
で
あ
る
場

（1）

（3）

（1）

（3）

合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

か
ら

ま
で
に
定
め
る
図
書
及
び
書
類 

合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

か
ら

ま
で
に
定
め
る
図
書
及
び
書
類 

（1）

（3）

（1）

（3）

・

　

（
略
） 

・

　

（
略
） 

（1）

（2）

（1）

（2）

　

第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
四
の
㈦
項
、
十
七

項
、
三
十
四

項
か
ら
四
十
三

項
ま
で

　

第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
四
の
㈦
項
、
十
七

項
、
三
十
四

項
か
ら
四
十
一

項
ま
で

（3）

（3）

、
七
十
六

項
及
び
七
十
七

項
の

欄
に
掲
げ
る
建
築
物　

当
該
各
項
に
掲
げ
る
書

、
七
十
四

項
及
び
七
十
五

項
の

欄
に
掲
げ
る
建
築
物　

当
該
各
項
に
掲
げ
る
書

（い）

（い）

類
（
都
道
府
県
知
事
が
、
当
該
書
類
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
そ
の
他
の
理

類
（
都
道
府
県
知
事
が
、
当
該
書
類
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
そ
の
他
の
理

由
に
よ
り
、
提
出
を
求
め
る
場
合
に
限
る
。
） 

由
に
よ
り
、
提
出
を
求
め
る
場
合
に
限
る
。
） 

二
～
四　

（
略
） 

二
～
四　

（
略
） 

２
～
４　

（
略
）

２
～
４　

（
略
）

（
構
造
計
算
に
関
す
る
高
度
の
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
者
等
） 

（
構
造
計
算
に
関
す
る
高
度
の
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
者
等
） 

第
三
条
の
十
三　

法
第
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要

第
三
条
の
十
三　

法
第
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要

件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
確
認
審
査
に
あ
つ
て
は

件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
特
定
建
築
基
準
適
合
判

、
第
二
号
）
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
特
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
」
と
い

定
資
格
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

う
。
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

一
～
四　

（
略
） 

一
～
四　

（
略
） 

２　

（
略
）

２　

（
略
）

（
完
了
検
査
申
請
書
の
様
式
） 

（
完
了
検
査
申
請
書
の
様
式
） 
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第
四
条　

法
第
七
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一
項
若

第
四
条　

法
第
七
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

規
定
に
よ
る
検
査
の
申
請
書
（
次
項
及
び
第
四
条
の
四
に
お
い
て
「
完
了
検
査
申

規
定
に
よ
る
検
査
の
申
請
書
（
次
項
及
び
第
四
条
の
四
に
お
い
て
「
完
了
検
査
申

請
書
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
第
十
九
号
様
式
に
、
次
に
掲
げ
る
図
書
及
び
書
類

請
書
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
第
十
九
号
様
式
に
、
次
に
掲
げ
る
図
書
及
び
書
類

を
添
え
た
も
の
と
す
る
。 

を
添
え
た
も
の
と
す
る
。 

一
～
三　

（
略
） 

一
～
三　

（
略
） 

四　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項

四　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
一

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場

項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
建
築

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
図
書
及
び
書
類 

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
に
要
し
た
図
書
及
び
書
類
（
同
条
第
二

 

項
の
規
定
に
よ
る
判
定
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
判
定
に
要
し
た
図
書

 

及
び
書
類
を
含
み
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ぞ

 

れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
） 

イ　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第

イ　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

一
項
（
同
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等

む
。
）
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
受
け
た
場
合　

当

に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
要
し
た
図
書
及

該
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
に
要
し
た
図
書
及
び
書
類
（

び
書
類 

同
法
第
十
一
条
第
二
項
（
同
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

 

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
判
定
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は

 

当
該
判
定
に
要
し
た
図
書
及
び
書
類
を
含
む
。
） 

 

ロ　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

ロ　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合　

住
宅
の
品
質
確
保
の
促

六
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等

進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
二
十
号
）
第
三

に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
要
し
た
図
書
及

条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
住
宅
性
能
評
価
に
要
し
た
図
書
及
び
書
類
（
建

び
書
類
（
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
場
合
に

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

あ
つ
て
は
当
該
認
定
に
要
し
た
図
書
及
び
書
類
を
含
む
。
） 

等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

 

能
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

ハ　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

ハ　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

二
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
条
第
四
項
又
は
第
四
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用

六
条
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合　

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

さ
れ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行

十
条
第
一
項
又
は
同
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
要
し
た

規
則
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
建
設
住
宅
性
能
評
価
の
た
め
の
検
査
を
受

図
書
及
び
書
類
（
同
法
第
十
一
条
第
一
項
又
は
同
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の

- 183/254-



け
た
場
合　

同
令
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
検
査
報
告
書
又
は
そ
の
写
し 

規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
認
定
に
要
し
た
図
書
及

 

び
書
類
を
含
む
。
） 

ニ　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

（
新
設
） 

二
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及

 
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項

 

の
認
定
（
同
法
第
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
又
は
住
宅
の
品

 

質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
六

 

条
の
二
第
一
項
の
確
認
に
要
し
た
図
書
及
び
書
類
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

 

消
費
性
能
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

ホ　

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
場
合　

当
該

か
ら

ま
で
に
定
め
る
図

（
新
設
） 

（１）

（３）

（１）

（３）

書
及
び
書
類 

 

　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

 

（１）
第
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向

 

上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
要
し
た
図

 

書
及
び
書
類 

 

　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

 

（２）
第
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向

 

上
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
要
し
た
図

 

書
及
び
書
類
（
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た

 

場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
認
定
に
要
し
た
図
書
及
び
書
類
を
含
む
。
） 

 

　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

 

（３）
第
八
条
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合　

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法

 

律
第
十
条
第
一
項
又
は
同
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に

 

要
し
た
図
書
及
び
書
類
（
同
法
第
十
一
条
第
一
項
又
は
同
法
第
五
十
五
条

 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
認
定
に
要

 

し
た
図
書
及
び
書
類
を
含
む
。
） 

 

五
～
七　

（
略
） 

五
～
七　

（
略
） 

２　

（
略
）

２　

（
略
）

（
台
帳
の
記
載
事
項
等
） 

（
台
帳
の
記
載
事
項
等
） 
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第
六
条
の
三　

（
略
） 

第
六
条
の
三　

（
略
） 

２　

法
第
十
二
条
第
八
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

２　

法
第
十
二
条
第
八
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。 

と
す
る
。 

一
～
三　

（
略
） 

一
～
三　

（
略
） 

四　

第
四
条
第
一
項
（
第
八
条
の
二
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

四　

第
四
条
第
一
項
（
第
八
条
の
二
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
規
定
す
る
図
書
及
び
書
類 

。
）
に
規
定
す
る
図
書
及
び
書
類 

五　

第
四
条
の
二
第
一
項
（
第
八
条
の
二
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

五　

第
四
条
の
二
第
一
項
（
第
八
条
の
二
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
に
規
定
す
る
書
類 

含
む
。
）
に
規
定
す
る
書
類 

六　

第
四
条
の
八
第
一
項
（
第
八
条
の
二
第
十
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

六　

第
四
条
の
八
第
一
項
（
第
八
条
の
二
第
十
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
に
規
定
す
る
図
書
及
び
書
類 

含
む
。
）
に
規
定
す
る
図
書
及
び
書
類 

七
～
十　

（
略
） 

七
～
十　

（
略
） 

十
一　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第

十
一　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第

六
項
に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し 

六
項
に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し 

３
～
６　

（
略
）

３
～
６　

（
略
）

（
国
の
機
関
の
長
等
に
よ
る
建
築
主
事
等
に
対
す
る
通
知
等
） 

（
国
の
機
関
の
長
等
に
よ
る
建
築
主
事
等
に
対
す
る
通
知
等
） 

第
八
条
の
二　

（
略
） 

第
八
条
の
二　

（
略
） 

２
～

　

（
略
） 

２
～

　

（
略
） 

12

12

　

第
三
条
の
十
三
の
規
定
は
、
法
第
十
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令

（
新
設
） 

13
で
定
め
る
要
件
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

～

　

（
略
） 

～

　

（
略
） 

14

21

13

20

　

前
各
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

　

前
各
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

22

21

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

第
一
条
の
三
第
一

別
記
第
二
号
様
式

別
記
第
四
十
二
号
様
式

第
一
条
の
三
第
一

別
記
第
二
号
様
式

別
記
第
四
十
二
号
様
式

項
第
一
号
及
び
第

項
第
一
号
及
び
第

四
項
第
一
号
並
び

四
項
第
一
号
並
び

に
第
三
条
第
三
項

に
第
三
条
第
三
項

第
一
号

第
一
号
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第
一
条
の
三
第
一

同
法
第
十
一
条
第
一
項
又
は

同
法
第
十
二
条
第
二
項
又
は

項
の
表
二
の 

第
二
項

第
三
項

八
十
五
の
二

項

（
略
）

（
略
）

第
二
条
第
一
項

（
略
）

第
二
条
第
一
項

（
略
）

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
八
条

律
施
行
規
則
第
九
条
第
五
項

律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八

律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

年
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）

年
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）

す
る
同
令
第
八
条

第
六
条

第
七
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
規
則
第
六
条

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

律
第
十
一
条
第
六
項

律
第
十
二
条
第
七
項

律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第

律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第

五
十
三
号
）
第
十
二
条
第
六

五
十
三
号
）
第
十
三
条
第
七

項

項

第
二
条
第
二
項
第

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

第
二
条
第
二
項
第

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

五
号

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

五
号

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

律
第
十
一
条
第
六
項

律
第
十
二
条
第
七
項

律
第
十
二
条
第
六
項

律
第
十
三
条
第
七
項

（
略
）

（
略
）

第
二
条
第
四
項

（
略
）

第
二
条
第
四
項

（
略
）
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建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

律
第
十
一
条
第
六
項

律
第
十
二
条
第
七
項

律
第
十
二
条
第
六
項

律
第
十
三
条
第
七
項

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
八
条

律
施
行
規
則
第
九
条
第
五
項

律
施
行
規
則
第
六
条

律
施
行
規
則
第
七
条
第
五
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則

す
る
同
令
第
八
条

第
六
条

（
略
）

（
略
）

第
三
条
の
十
一
第

別
記
第
十
八
号
の
十
一
様
式

別
記
第
四
十
二
号
の
十
二
の

第
三
条
の
十
一
第

別
記
第
十
八
号
の
十
一
様
式

別
記
第
四
十
二
号
の
十
二
の

四
項

十
一
様
式

四
項

十
一
様
式

第
三
条
の
十
三
第

特
定
行
政
庁
及
び
指
定
確
認

特
定
行
政
庁

二
項

検
査
機
関

建
築
主
事
等
及
び
確
認
検
査

建
築
主
事
等

員
又
は
副
確
認
検
査
員

第
四
条
第
一
項

別
記
第
十
九
号
様
式

別
記
第
四
十
二
号
の
十
三
様

第
四
条
第
一
項

別
記
第
十
九
号
様
式

別
記
第
四
十
二
号
の
十
三
様

式

式

第
四
条
第
一
項
第

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

同
法
第
十
二
条
第
一
項

同
法
第
十
三
条
第
二
項

四
号

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

律
第
十
一
条
第
一
項

律
第
十
二
条
第
二
項

同
条
第
二
項

同
条
第
三
項

同
法
第
十
一
条
第
二
項

同
法
第
十
二
条
第
三
項
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建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項

律
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項

第
二
号
、
第
三
条
第
四
項
又

第
二
号
又
は
同
令
第
九
条
第

は
第
四
条
第
二
項

一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
同
令
第
三
条
第
四

項
若
し
く
は
第
四
条
第
二
項

（
略
）

（
略
）

（
容
積
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
延
べ
面
積
に
床
面
積
を
算
入
し
な
い
機
械
室
等

（
容
積
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
延
べ
面
積
に
床
面
積
を
算
入
し
な
い
機
械
室
等

に
設
置
さ
れ
る
給
湯
設
備
そ
の
他
の
建
築
設
備
） 

に
設
置
さ
れ
る
給
湯
設
備
そ
の
他
の
建
築
設
備
） 

第
十
条
の
四
の
四　

法
第
五
十
二
条
第
六
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
建

第
十
条
の
四
の
四　

法
第
五
十
二
条
第
六
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
建

築
設
備
は
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
資
す
る
も
の
と
し
て
国

築
設
備
は
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

土
交
通
大
臣
が
定
め
る
給
湯
設
備
と
す
る
。 

能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

 

費
性
能
を
い
う
。
第
十
条
の
四
の
六
第
一
項
及
び
第
十
条
の
四
の
九
第
一
項
に
お

 

い
て
同
じ
。
）
の
向
上
に
資
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
給
湯
設

備
と
す
る
。

（
全
体
計
画
認
定
の
申
請
等
） 

（
全
体
計
画
認
定
の
申
請
等
） 

第
十
条
の
二
十
三　

（
略
） 

第
十
条
の
二
十
三　

（
略
） 

２　

申
請
に
係
る
全
体
計
画
に
建
築
設
備
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て

２　

申
請
に
係
る
全
体
計
画
に
建
築
設
備
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
申
請
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
と
す
る
。 

は
、
申
請
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
と
す
る
。 

一　

別
記
第
六
十
七
号
の
三
様
式
に
よ
る
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
に

一　

別
記
第
六
十
七
号
の
三
様
式
に
よ
る
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
に

掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
で
、
全
体
計
画
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
工
事
ご
と
に
作
成

掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
で
、
全
体
計
画
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
工
事
ご
と
に
作
成

し
た
も
の
を
添
え
た
も
の
（
正
本
に
添
え
る
図
書
に
あ
つ
て
は
、
当
該
図
書
の

し
た
も
の
を
添
え
た
も
の
（
正
本
に
添
え
る
図
書
に
あ
つ
て
は
、
当
該
図
書
の

設
計
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
） 

設
計
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
） 

イ　

（
略
） 

イ　

（
略
） 

ロ　

申
請
に
係
る
全
体
計
画
に
法
第
八
十
七
条
の
四
の
昇
降
機
に
係
る
部
分
が

ロ　

申
請
に
係
る
全
体
計
画
に
法
第
八
十
七
条
の
四
の
昇
降
機
に
係
る
部
分
が
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含
ま
れ
る
場
合
又
は
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築

含
ま
れ
る
場
合
又
は
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る

物
の
全
体
計
画
に
令
第
百
四
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
設
備
に

建
築
物
の
全
体
計
画
に
令
第
百
四
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
設

係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
中
の
「
昇
降

備
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
中
の
「

機
の
概
要
の
欄
」
又
は
「
建
築
設
備
の
概
要
の
欄
」
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

昇
降
機
の
概
要
の
欄
」
又
は
「
建
築
設
備
の
概
要
の
欄
」
に
記
載
す
べ
き
事

記
載
し
た
書
類 

項
を
記
載
し
た
書
類 

ハ　

申
請
に
係
る
全
体
計
画
に
含
ま
れ
る
建
築
設
備
が
第
一
条
の
三
第
四
項
第

ハ　

申
請
に
係
る
全
体
計
画
に
含
ま
れ
る
建
築
設
備
が
第
一
条
の
三
第
四
項
第

一
号
ハ

及
び

に
掲
げ
る
建
築
設
備
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

一
号
ハ

及
び

に
掲
げ
る
建
築
設
備
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ

（1）

（2）

（1）

（1）

（2）

及
び

に
定
め
る
図
書
及
び
書
類 

れ
当
該

及
び

に
定
め
る
図
書
及
び
書
類 

（2）

（1）

（2）

二　

（
略
） 

二　

（
略
） 

３
～
９　

（
略
）

３
～
９　

（
略
）

（
手
数
料
の
額
） 

（
手
数
料
の
額
） 

第
十
一
条
の
二
の
三　

（
略
） 

第
十
一
条
の
二
の
三　

（
略
） 

２　

前
項
各
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
手
数
料
は
、

２　

前
項
各
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
手
数
料
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一　

（
略
） 

一　

（
略
） 

二　

既
に
構
造
方
法
等
の
認
定
の
た
め
の
審
査
に
当
た
つ
て
行
わ
れ
た
評
価
に
係

二　

既
に
構
造
方
法
等
の
認
定
の
た
め
の
審
査
に
当
た
つ
て
行
わ
れ
た
評
価
に
係

る
試
験
の
結
果
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
試
験
を
要
し
な
い
こ
と
と
な

る
試
験
の
結
果
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
試
験
を
要
し
な
い
こ
と
と
な

る
評
価
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合　

次
の
イ
か
ら

る
評
価
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合　

次
の
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額
（

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額
（

た
だ
し
、
法
第
六
十
八
条
の
二
十
五
第
五
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
申
請

た
だ
し
、
法
第
六
十
八
条
の
二
十
五
第
五
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
申
請

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
円
） 

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
円
） 

イ　

（
略
） 

イ　

（
略
） 

ロ　

令
第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
の
場
合
（
令
第
四
十
五
条

ロ　

令
第
四
十
六
条
第
四
項
の
表
一
の

項
又
は
第
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ

（八）

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
を
併
せ
て
受
け
よ
う
と
す
る
場

く
認
定
の
場
合　

百
三
十
九
万
円 

合
を
含
む
。
）
又
は
第
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
の
場
合　

百
三
十

 

九
万
円 

 

ハ　

（
略
） 

ハ　

（
略
） 

三
～
九　

（
略
） 

三
～
九　

（
略
） 

３
～
８　

（
略
）

３
～
８　

（
略
）
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別
表
第
二
（
第
十
一
条
の
二
の
三
関
係
） 

別
表
第
二
（
第
十
一
条
の
二
の
三
関
係
）

（い）

（ろ）

（い）

（ろ）

（
略
）

（
略
）

令
第
四
十
六
条
第
四
項
の
認
定
に
係
る
評
価
（
令
第
四
十
五

二
百
七
十
万
円

令
第
四
十
六
条
第
四
項
の
表
一
の

項
の
認
定
に
係
る
評
価

二
百
七
十
万
円

（八）

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
定
に
係
る
評
価
を
併
せ
て
行
う

場
合
を
含
む
。
）

（
略
）

（
略
）
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別記 別記 

第二号様式（第一条の三、第三条、第三条の三関係）（Ａ４） 第二号様式（第一条の三、第三条、第三条の三関係）（Ａ４） 

（第三面） （第三面） 

建築物及びその敷地に関する事項 建築物及びその敷地に関する事項

【１．地名地番】～【16．工事完了予定年月日】　（略） 【１．地名地番】～【16．工事完了予定年月日】　（略）

【17．特定工程工事終了予定年月日】　　　　　　　（特定工程） 【17．特定工程工事終了予定年月日】　　　　　　　（特定工程） 

（第　　回）　　　　　　年　　月　　日　（　　　　　　　） （第　　回）　　　　　　年　　月　　日　（　　　　　　　） 

（第　　回）　　　　　　年　　月　　日　（　　　　　　　） （第　　回）　　　　　　年　　月　　日　（　　　　　　　） 

（第　　回）　　　　　　年　　月　　日　（　　　　　　　） （第　　回）　　　　　　年　　月　　日　（　　　　　　　）

【18．建築基準法施行令第43条第１項及び第46条第４項等に係る経過措

置の適用】 

【イ．適用の有無】　　□有　□無 

【ロ．適用があるときは、その区分】 

□建築基準法施行令第43条第１項及び第46条第４項 

□その他

【19．その他必要な事項】・【20．備考】　（略） 【18．その他必要な事項】・【19．備考】　（略）

（第四面） （第四面） 

建築物別概要 建築物別概要

【１．番号】～【10．建築設備の種類】　（略） 【１．番号】～【10．建築設備の種類】　（略）

【11．確認の特例】 【11．確認の特例】 

【イ．建築基準法第６条の３第１項ただし書又は同法第18条第４項た 【イ．建築基準法第６条の３第１項ただし書又は法第18条第４項ただ

だし書の規定による審査の特例の適用の有無】 し書の規定による審査の特例の適用の有無】 
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□有　□無 □有　□無 

【ロ．適用があるときは、特例の区分】 【ロ．建築基準法第６条の４第１項の規定による確認の特例の適用の

□建築基準法第６条の３第１項第１号に掲げる確認審査又は同法第 有無】　□有　□無 

18条第４項第１号に掲げる審査 【ハ．建築基準法施行令第10条各号に掲げる建築物の区分】 

□建築基準法第６条の３第１項第２号に掲げる確認審査又は同法第 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　　　　　号 

18条第４項第２号に掲げる審査 【ニ．認定型式の認定番号】 

（構造設計を行った構造設計一級建築士又は構造関係規定に適合 第　　　　　　　　　　号 

することを確認した構造設計一級建築士） 【ホ．適合する一連の規定の区分】 

(1)氏名 □建築基準法施行令第136条の２の11第１号イ 

(2)資格　構造設計一級建築士交付第　　　　号 □建築基準法施行令第136条の２の11第１号ロ 

【ハ．建築基準法第６条の４第１項の規定による確認の特例の適用の 【ヘ．認証型式部材等認証番号】

有無】　□有　□無 

【ニ．建築基準法施行令第10条各号に掲げる建築物の区分】 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　　　　　号 

【ホ．認定型式の認定番号】 

第　　　　　　　　　　号 

【ヘ．適合する一連の規定の区分】 

□建築基準法施行令第136条の２の11第１号イ 

□建築基準法施行令第136条の２の11第１号ロ 

【ト．認証型式部材等認証番号】

【12．床面積】～【19．備考】　（略） 【12．床面積】～【19．備考】　（略）

（注意） （注意） 

１．・２．（略） １．・２．（略） 

３．第二面関係 ３．第二面関係 

①～⑨　（略） ①～⑨　（略） 

⑩　８欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、提出 ⑩　８欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、提出

済の場合には、提出をした所管行政庁名又は登録建築物エネルギー 済の場合には、提出をした所管行政庁名又は登録建築物エネルギー

消費性能判定機関の名称及び事務所の所在地を記入してください。 消費性能判定機関の名称及び事務所の所在地を記入してください。
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未提出の場合には、提出する予定の所管行政庁名又は登録建築物エ 未提出の場合には、提出する予定の所管行政庁名又は登録建築物エ

ネルギー消費性能判定機関の名称及び事務所の所在地を記入し、提 ネルギー消費性能判定機関の名称及び事務所の所在地を記入し、提

出をした後に、遅滞なく、提出をした旨（提出先を変更した場合に 出をした後に、遅滞なく、提出をした旨（提出先を変更した場合に

おいては、提出をした所管行政庁名又は登録建築物エネルギー消費 おいては、提出をした所管行政庁名又は登録建築物エネルギー消費

性能判定機関の名称及び事務所の所在地を含む。）を届け出てくだ 性能判定機関の名称及び事務所の所在地を含む。）を届け出てくだ

さい。なお、所在地については、○○県○○市、郡○○町、村、程 さい。なお、所在地については、○○県○○市、郡○○町、村、程

度で結構です。 度で結構です。 

また、提出不要の場合には、建築物のエネルギー消費性能の向上 また、提出不要の場合には、建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律施行規則第２条第１項各号に掲げる特定建築行為の 等に関する法律施行令第４条第１項に規定する床面積を記入する等

うち該当するものの号番号（同項第１号に該当する場合にあっては 、提出が不要である理由を記入してください。特に必要がある場合

、号番号及び同号イ又はロのうち該当するもの（気候風土適応住宅 には、各階平面図等の図書によりその根拠を明らかにしてください

に該当する場合にあっては、その旨を含む。））を記入する等、提 。なお、延べ面積が300平方メートル未満である場合、建築物のエ

出が不要である理由を記入してください。特に必要がある場合には ネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第１項の規定による

、各階平面図等の図書によりその根拠を明らかにしてください。な 非住宅部分を有さない場合その他の提出が不要であることが明らか

お、建築に係る部分の床面積が10平方メートル以下である場合、建 な場合は、記入する必要はありません。 

築基準法第６条の４第１項第３号に掲げる建築物の建築である場合  

その他の提出が不要であることが明らかな場合は、記入する必要は  

ありません。  

⑪　（略） ⑪　（略） 

４．第三面関係 ４．第三面関係 

①～㉔　（略） ①～㉔　（略） 

㉕　18欄の「イ」は、建築士法第20条の２第２項に規定する構造関係 （新設） 

規定に係る経過措置の適用を受ける場合は、「有」に「レ」マーク  

を入れてください。同項に規定する構造関係規定に係る経過措置の  

適用を受けない場合は、「無」に「レ」マークを入れてください。  

なお、申請に係る建築物が複数ある場合で、そのうち一部の建築物  

のみが建築士法第20条の２第２項に規定する構造関係規定に係る経  

過措置の適用を受ける場合は、「有」に「レ」マークを入れた上で  

、20欄に当該建築物の番号（第四面の１欄の番号をいう。）を記入  

してください。  
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㉖　18欄の「ロ」は、建築基準法施行令第43条第１項及び第46条第４ （新設） 

項に係る経過措置の適用を受ける場合は、「建築基準法施行令第43  

条第１項及び第46条第４項」に「レ」マークを入れてください。建  

築士法第20条の２第２項に規定する構造関係規定のうち建築基準法  

施行令第43条第１項及び第46条第４項以外の規定に係る経過措置の  

適用を受ける場合は、「その他」に「レ」マークを入れてください  

。  

㉗　建築基準法第86条の７、同法第86条の８又は同法第87条の２の規 ㉕　建築基準法第86条の７、同法第86条の８又は同法第87条の２の規

定の適用を受ける場合においては、工事の完了後においても引き続 定の適用を受ける場合においては、工事の完了後においても引き続

き同法第３条第２項（同法第86条の９第１項において準用する場合 き同法第３条第２項（同法第86条の９第１項において準用する場合

を含む。）の適用を受けない規定並びに当該規定に適合しないこと を含む。）の適用を受けない規定並びに当該規定に適合しないこと

となった時期及び理由を19欄又は別紙に記載して添えてください。 となった時期及び理由を18欄又は別紙に記載して添えてください。 

㉘　ここに書き表せない事項で特に確認を受けようとする事項は、19 ㉖　ここに書き表せない事項で特に確認を受けようとする事項は、18

欄又は別紙に記載して添えてください。 欄又は別紙に記載して添えてください。 

㉙　計画の変更申請の際は、20欄に第三面に係る部分の変更の概要に ㉗　計画の変更申請の際は、19欄に第三面に係る部分の変更の概要に

ついて記入してください。 ついて記入してください。 

５．第四面関係 ５．第四面関係 

①～⑪　（略） ①～⑪　（略） 

⑫　11欄の「イ」、「ロ」及び「ハ」は、該当するチェックボックス ⑫　11欄の「イ」及び「ロ」は、該当するチェックボックスに「レ」

に「レ」マークを入れてください。 マークを入れてください。 

⑬　11欄の「ニ」は、建築基準法第６条の４第１項の規定による確認 ⑬　11欄の「ハ」は、建築基準法第６条の４第１項の規定による確認

の特例の適用がある場合に、建築基準法施行令第10条各号に掲げる の特例の適用がある場合に、建築基準法施行令第10条各号に掲げる

建築物のうち、該当するものの号の数字を記入してください。 建築物のうち、該当するものの号の数字を記入してください。 

⑭　11欄の「ホ」は、建築基準法施行令第10条第１号又は第２号に掲 ⑭　11欄の「ニ」は、建築基準法施行令第10条第１号又は第２号に掲

げる建築物に該当する場合にのみ記入して下さい。また、11欄の「 げる建築物に該当する場合にのみ記入して下さい。また、11欄の「

ヘ」は、同条第１号に掲げる建築物に該当する場合に、該当するチ ホ」は、同条第１号に掲げる建築物に該当する場合に、該当するチ

ェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ェックボックスに「レ」マークを入れてください。 

⑮　11欄の「ト」は、建築基準法第68条の20第１項に掲げる認証型式 ⑮　11欄の「へ」は、建築基準法第68条の20第１項に掲げる認証型式

部材等に該当する場合にのみ記入してください。当該認証番号を記 部材等に該当する場合にのみ記入してください。当該認証番号を記

入すれば、第10条の５の４第１号に該当する認証型式部材等の場合 入すれば、第10条の５の４第１号に該当する認証型式部材等の場合
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にあつては10欄の概要、11欄の「ホ」（屎尿浄化槽又は合併処理浄 にあつては10欄の概要、11欄の「ニ」（屎尿浄化槽又は合併処理浄

化槽並びに給水タンク又は貯水タンクで屋上又は屋内以外にあるも 化槽並びに給水タンク又は貯水タンクで屋上又は屋内以外にあるも

のに係るものを除く。）並びに13欄から16欄まで及び第五面の３欄 のに係るものを除く。）並びに13欄から16欄まで及び第五面の３欄

から６欄までの事項について、同条第２号に該当する認証型式部材 から６欄までの事項について、同条第２号に該当する認証型式部材

等の場合にあつては11欄の「ホ」（当該認証型式部材等に係るもの 等の場合にあつては11欄の「ニ」（当該認証型式部材等に係るもの

に限る。）並びに13欄から16欄まで及び第五面の３欄から６欄まで に限る。）並びに13欄から16欄まで及び第五面の３欄から６欄まで

の事項について、同条第３号に該当する認証型式部材等の場合にあ の事項について、同条第３号に該当する認証型式部材等の場合にあ

つては10欄の概要及び11欄の「ホ」（当該認証型式部材等に係るも つては10欄の概要及び11欄の「ニ」（当該認証型式部材等に係るも

のに限る。）については記入する必要はありません。 のに限る。）については記入する必要はありません。 

⑯～㉔　（略） ⑯～㉔　（略） 

６．７．（略） ６．７．（略）

第三号様式（第一条の三、第三条、第三条の三、第三条の四、第三条の 第三号様式（第一条の三、第三条、第三条の三、第三条の四、第三条の

七、第三条の十、第六条の三、第十一条の三関係） 七、第三条の十、第六条の三、第十一条の三関係） 

建築計画概要書（第二面） 建築計画概要書（第二面） 

建築物及びその敷地に関する事項 建築物及びその敷地に関する事項

【１．地名地番】～【18．建築基準法第12条第１項の規定による調査の 【１．地名地番】～【18．建築基準法第12条第１項の規定による調査の

要否】　（略） 要否】　（略）

【19．建築基準法第12条第３項の規定による検査を要する防火設備の有 【19．建築基準法第12条第３項の規定による検査を要する防火設備の有

無】 無】 

□有　□無 □有　□無 

 

【20．建築基準法施行令第43条第１項及び第46条第４項等に係る経過措  

置の適用】  

【イ．適用の有無】　　□有　□無  

【ロ．適用があるときは、その区分】  

□建築基準法施行令第43条第１項及び第46条第４項 

□その他

-
 

4
5

2
/

1
9

5 
-



【21．その他必要な事項】　（略） 【20．その他必要な事項】　（略）

（注意） （注意） 

１．第一面及び第二面関係 １．第一面及び第二面関係 

①　これらは第二号様式の第二面及び第三面の写しに代えることがで ①　これらは第二号様式の第二面及び第三面の写しに代えることがで

きます。この場合には、最上段に「建築計画概要書（第一面）」及 きます。この場合には、最上段に「建築計画概要書（第一面）」及

び「建築計画概要書（第二面）」と明示し、第二面の18欄の事項を び「建築計画概要書（第二面）」と明示し、第二面の18欄の事項を

第二号様式の第三面の写しの20欄に記載してください。 第二号様式の第三面の写しの19欄に記載してください。 

②　（略） ②　（略） 

③　第二面の20欄の「イ」は、申請に係る建築物が複数ある場合で、 （新設） 

そのうち一部の建築物のみが建築士法第20条の２第２項に規定する  

構造関係規定に係る経過措置の適用を受ける場合は、「有」に「レ  

」マークを入れた上で、第三面の配置図に当該建築物を明示してく  

ださい。  

２．（略） ２．（略）

 

-
 

4
5

2
/

1
9

6 
-



第
四
条　

建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ

れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
前
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に

 

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改 　 　 　 　 正 　 　 　 　 後 前 条 の 規 定 に よ る 改 正 後

別記 別記 

第二号様式（第一条の三、第三条、第三条の三関係）（Ａ４） 第二号様式（第一条の三、第三条、第三条の三関係）（Ａ４） 

（第三面） （第三面） 

建築物及びその敷地に関する事項 建築物及びその敷地に関する事項

【１．地名地番】～【16．工事完了予定年月日】　（略） 【１．地名地番】～【16．工事完了予定年月日】　（略）

【17．特定工程工事終了予定年月日】　　　　　　　（特定工程） 【17．特定工程工事終了予定年月日】　　　　　　　（特定工程） 

（第　　回）　　　　　　年　　月　　日　（　　　　　　　） （第　　回）　　　　　　年　　月　　日　（　　　　　　　） 

（第　　回）　　　　　　年　　月　　日　（　　　　　　　） （第　　回）　　　　　　年　　月　　日　（　　　　　　　） 

（第　　回）　　　　　　年　　月　　日　（　　　　　　　） （第　　回）　　　　　　年　　月　　日　（　　　　　　　）

【18．建築基準法施行令第43条第１項及び第46条第４項等に係る経過措

置の適用】 

【イ．適用の有無】　　□有　□無 

【ロ．適用があるときは、その区分】 

□建築基準法施行令第43条第１項及び第46条第４項 

□その他

【18．その他必要な事項】・【19．備考】　（略） 【19．その他必要な事項】・【20．備考】　（略）

（注意） （注意） 

１．～３．（略） １．～３．（略） 

４．第三面関係 ４．第三面関係 

①～㉔　（略） ①～㉔　（略） 

（削る） ㉕　18欄の「イ」は、建築士法第20条の２第２項に規定する構造関係

 規定に係る経過措置の適用を受ける場合は、「有」に「レ」マーク

-
 

4
5

2
/

1
9

8 
-



 を入れてください。同項に規定する構造関係規定に係る経過措置の

 適用を受けない場合は、「無」に「レ」マークを入れてください。

 なお、申請に係る建築物が複数ある場合で、そのうち一部の建築物

 のみが建築士法第20条の２第２項に規定する構造関係規定に係る経

 過措置の適用を受ける場合は、「有」に「レ」マークを入れた上で

 、20欄に当該建築物の番号（第五面の１欄の番号をいう。）を記入

 してください。 

（削る） ㉖　18欄の「ロ」は、建築基準法施行令第43条第１項及び第46条第４

 項に係る経過措置の適用を受ける場合は、「建築基準法施行令第43

 条第１項及び第46条第４項」に「レ」マークを入れてください。建

 築士法第20条の２第２項に規定する構造関係規定のうち建築基準法

 施行令第43条第１項及び第46条第４項以外の規定に係る経過措置の

 適用を受ける場合は、「その他」に「レ」マークを入れてください

 。 

㉕　建築基準法第86条の７、同法第86条の８又は同法第87条の２の規 ㉗　建築基準法第86条の７、同法第86条の８又は同法第87条の２の規

定の適用を受ける場合においては、工事の完了後においても引き続 定の適用を受ける場合においては、工事の完了後においても引き続

き同法第３条第２項（同法第86条の９第１項において準用する場合 き同法第３条第２項（同法第86条の９第１項において準用する場合

を含む。）の適用を受けない規定並びに当該規定に適合しないこと を含む。）の適用を受けない規定並びに当該規定に適合しないこと

となった時期及び理由を18欄又は別紙に記載して添えてください。 となった時期及び理由を19欄又は別紙に記載して添えてください。 

㉖　ここに書き表せない事項で特に確認を受けようとする事項は、18 ㉘　ここに書き表せない事項で特に確認を受けようとする事項は、19

欄又は別紙に記載して添えてください。 欄又は別紙に記載して添えてください。 

㉗　計画の変更申請の際は、19欄に第三面に係る部分の変更の概要に ㉙　計画の変更申請の際は、20欄に第三面に係る部分の変更の概要に

ついて記入してください。 ついて記入してください。 

５．～７．（略） ５．～７．（略）

第三号様式（第一条の三、第三条、第三条の三、第三条の四、第三条の 第三号様式（第一条の三、第三条、第三条の三、第三条の四、第三条の

七、第三条の十、第六条の三、第十一条の三関係） 七、第三条の十、第六条の三、第十一条の三関係） 

建築計画概要書（第二面） 建築計画概要書（第二面） 

建築物及びその敷地に関する事項 建築物及びその敷地に関する事項

-
 

4
5

2
/

1
9

9 
-



【１．地名地番】～【18．建築基準法第12条第１項の規定による調査の 【１．地名地番】～【18．建築基準法第12条第１項の規定による調査の

要否】　（略） 要否】　（略）

【19．建築基準法第12条第３項の規定による検査を要する防火設備の有 【19．建築基準法第12条第３項の規定による検査を要する防火設備の有

無】 無】 

□有　□無 □有　□無

【20．建築基準法施行令第43条第１項及び第46条第４項等に係る経過措

置の適用】 

【イ．適用の有無】　　□有　□無 

【ロ．適用があるときは、その区分】 

□建築基準法施行令第43条第１項及び第46条第４項 

□その他

【20．その他必要な事項】　（略） 【21．その他必要な事項】　（略）

（注意） （注意） 

１．第一面及び第二面関係 １．第一面及び第二面関係 

①　これらは第二号様式の第二面及び第三面の写しに代えることがで ①　これらは第二号様式の第二面及び第三面の写しに代えることがで

きます。この場合には、最上段に「建築計画概要書（第一面）」及 きます。この場合には、最上段に「建築計画概要書（第一面）」及

び「建築計画概要書（第二面）」と明示し、第二面の18欄の事項を び「建築計画概要書（第二面）」と明示し、第二面の18欄の事項を

第二号様式の第三面の写しの19欄に記載してください。 第二号様式の第三面の写しの20欄に記載してください。 

②　（略） ②　（略） 

（削る） ③　第二面の20欄の「イ」は、申請に係る建築物が複数ある場合で、

 そのうち一部の建築物のみが建築士法第20条の２第２項に規定する

 構造関係規定に係る経過措置の適用を受ける場合は、「有」に「レ

 」マークを入れた上で、第三面の配置図に当該建築物を明示してく

 ださい。 

２．（略） ２．（略）

-
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2
/
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-



（
建
築
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
五
条　

建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。 
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改　
　
　
　

正　
　
　
　

後

改　
　
　
　

正　
　
　
　

前

（
帳
簿
の
備
付
け
等
及
び
図
書
の
保
存
） 

（
帳
簿
の
備
付
け
等
及
び
図
書
の
保
存
） 

第
二
十
一
条　

（
略
） 

第
二
十
一
条　

（
略
） 

２
・
３　

（
略
） 

２
・
３　

（
略
） 

４　

法
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
建
築
士
事
務
所
の
業
務
に
関
す
る
図

４　

法
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
建
築
士
事
務
所
の
業
務
に
関
す
る
図

書
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
建
築
士
事
務
所
に
属
す
る
建
築
士
が
建

書
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
建
築
士
事
務
所
に
属
す
る
建
築
士
が
建

築
士
事
務
所
の
業
務
と
し
て
作
成
し
た
図
書
（
第
三
号
ロ
に
あ
つ
て
は
、
受
領
し

築
士
事
務
所
の
業
務
と
し
て
作
成
し
た
図
書
（
第
三
号
ロ
及
び
第
四
号
ロ
に
あ
つ

た
図
書
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

て
は
、
受
領
し
た
図
書
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二　

（
略
） 

一
・
二　

（
略
） 

（
削
る
） 

三　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七

 

年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
規
模
建
築
物
の
建

 

築
に
係
る
設
計
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合

 

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
図
書 

 

イ　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条

 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
及
び
説
明
を
行
つ
た
場
合　

同
項
に
規
定
す
る

 

書
面 

 

ロ　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条

 

第
二
項
の
意
思
の
表
明
が
あ
つ
た
場
合　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

 

の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五

 

号
）
第
二
十
一
条
の
四
に
規
定
す
る
書
面 

三　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七

四　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
七
条
の

年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
計
画
作
成
市
町
村
の

五
第
一
項
に
規
定
す
る
計
画
作
成
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
用
途
に
供
す
る
建

条
例
で
定
め
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
建
築
で
当
該
条
例
で
定
め
る
規
模
以

築
物
の
建
築
で
当
該
条
例
で
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の
に
係
る
設
計
を
行
つ
た

上
の
も
の
に
係
る
設
計
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ

場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
図
書 

れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
図
書 

イ　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
三
条

イ　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
行
つ
た
場
合　

同
項
に
規
定
す
る
書
面 

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
行
つ
た
場
合　

同
項
に
規
定
す
る
書
面 

ロ　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
三
条

ロ　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
七
条
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第
二
項
の
意
思
の
表
明
が
あ
つ
た
場
合　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
五
第
二
項
の
意
思
の
表
明
が
あ
つ
た
場
合　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
書
面 

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
十
条
の
五
に
規
定
す
る
書
面 

５　

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
は
、
法
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
図
書

５　

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
は
、
法
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
図
書

を
作
成
し
た
日
（
前
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
図
書
に
あ
つ
て
は
、
受
領
し
た
日

を
作
成
し
た
日
（
前
項
第
三
号
ロ
及
び
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
図
書
に
あ
つ
て
は

）
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
間
当
該
図
書
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
受
領
し
た
日
）
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
間
当
該
図
書
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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（
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
六
条　

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
建
設

省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

＜
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改　
　
　
　

正　
　
　
　

後

改　
　
　
　

正　
　
　
　

前

（
指
定
確
認
検
査
機
関
に
係
る
指
定
区
分
） 

（
指
定
確
認
検
査
機
関
に
係
る
指
定
区
分
） 

第
十
五
条　

法
第
七
十
七
条
の
十
八
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
確
認
検
査

第
十
五
条　

法
第
七
十
七
条
の
十
八
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
確
認
検
査

の
業
務
の
区
分
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

の
業
務
の
区
分
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一　

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物
（
当
該
建
築
物
の
計

一　

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物
（
当
該
建
築
物
の
計

画
に
含
ま
れ
る
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号

画
に
含
ま
れ
る
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号

。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
設
備

。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
設
備

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
建
築
確
認
を
行
う
者
と
し
て
の

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
建
築
確
認
を
行
う
者
と
し
て
の

指
定 

指
定 

二　

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物
の
完
了
検
査
及
び
中

二　

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物
の
完
了
検
査
及
び
中

間
検
査
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定 

間
検
査
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定 

二
の
二　

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物
の
仮
使
用
認
定

二
の
二　

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物
の
仮
使
用
認
定

（
法
第
七
条
の
六
第
一
項
第
二
号
（
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条

（
法
第
七
条
の
六
第
一
項
第
二
号
（
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
仮
使
用
の
認
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定 

る
仮
使
用
の
認
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定 

三　

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

三　

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
建
築
物
の
建
築
確
認
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定 

の
建
築
物
の
建
築
確
認
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定 

四　

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

四　

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
建
築
物
の
完
了
検
査
及
び
中
間
検
査
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定 

の
建
築
物
の
完
了
検
査
及
び
中
間
検
査
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定 

四
の
二　

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

四
の
二　

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
内
の
建
築
物
の
仮
使
用
認
定
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定 

以
内
の
建
築
物
の
仮
使
用
認
定
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定 

五
～
十
四
の
二　

（
略
）

五
～
十
四
の
二　

（
略
）

（
確
認
検
査
員
又
は
副
確
認
検
査
員
の
数
） 

（
確
認
検
査
員
又
は
副
確
認
検
査
員
の
数
） 

第
十
六
条　

法
第
七
十
七
条
の
二
十
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
数
は
、
そ

第
十
六
条　

法
第
七
十
七
条
の
二
十
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
数
は
、
そ

の
事
業
年
度
に
お
い
て
確
認
検
査
を
行
お
う
と
す
る
件
数
を
、
次
の
表
の

欄
に

の
事
業
年
度
に
お
い
て
確
認
検
査
を
行
お
う
と
す
る
件
数
を
、
次
の
表
の

欄
に

（い）

（い）

掲
げ
る
建
築
物
、
建
築
設
備
及
び
工
作
物
の
別
並
び
に

欄
に
掲
げ
る
建
築
確
認

掲
げ
る
建
築
物
、
建
築
設
備
及
び
工
作
物
の
別
並
び
に

欄
に
掲
げ
る
建
築
確
認

（ろ）

（ろ）

、
完
了
検
査
、
中
間
検
査
及
び
仮
使
用
認
定
の
別
に
応
じ
て
区
分
し
、
当
該
区
分

、
完
了
検
査
、
中
間
検
査
及
び
仮
使
用
認
定
の
別
に
応
じ
て
区
分
し
、
当
該
区
分
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し
た
件
数
を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

欄
に
掲
げ
る
値
で
除
し
て
得
た
数
を
合
計
し
た

し
た
件
数
を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

欄
に
掲
げ
る
値
で
除
し
て
得
た
数
を
合
計
し
た

（は）

（は）

も
の
（
一
未
満
の
端
数
は
切
り
上
げ
る
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
計
し
た

も
の
（
一
未
満
の
端
数
は
切
り
上
げ
る
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
計
し
た

数
が
二
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
二
と
す
る
。

数
が
二
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
二
と
す
る
。

（い）

（ろ）

（は）

（い）

（ろ）

（は）

第
十
五
条
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
の
建

（
略
）

第
十
五
条
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
の
建

（
略
）

築
物
（
法
第
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建

築
物
（
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
建

築
物
及
び
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
の
認
定

完
了
検
査
（

二
千
六
百

築
物
及
び
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
の
認
定

完
了
検
査

八
百
六
十

（
令
第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
一
第
一
号
に
係

遠
隔
か
ら
検

（
令
第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
一
第
一
号
に
係

る
認
定
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

査
を
行
う
場

る
認
定
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
受
け
た
型
式
に
適
合
す
る
建
築
物
の
部

合
に
限
る
。

。
）
を
受
け
た
型
式
に
適
合
す
る
建
築
物
の
部

分
を
有
す
る
建
築
物
に
限
る
。
）

）

分
を
有
す
る
建
築
物
に
限
る
。
）

完
了
検
査
（

八
百
六
十

実
地
に
検
査

を
行
う
場
合

に
限
る
。
）

中
間
検
査
（

二
千
六
百

中
間
検
査

八
百
六
十

遠
隔
か
ら
検

査
を
行
う
場

合
に
限
る
。

）中
間
検
査
（

八
百
六
十

実
地
に
検
査

を
行
う
場
合

に
限
る
。
）
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仮
使
用
認
定

二
千
六
百

仮
使
用
認
定

八
百
六
十

（
遠
隔
か
ら

検
査
を
行
う

場
合
に
限
る

。
）

仮
使
用
認
定

八
百
六
十

（
実
地
に
検

査
を
行
う
場

合
に
限
る
。

）

第
十
五
条
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
の
建

建
築
確
認

千
三
百

第
十
五
条
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
の
建

建
築
確
認

五
百
九
十

築
物
（
法
第
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建

築
物
（
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
建

築
物
及
び
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
の
認
定

完
了
検
査
（

千
六
百

築
物
及
び
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
の
認
定

完
了
検
査

七
百
二
十

を
受
け
た
型
式
に
適
合
す
る
建
築
物
の
部
分
を

遠
隔
か
ら
検

を
受
け
た
型
式
に
適
合
す
る
建
築
物
の
部
分
を

有
す
る
建
築
物
を
除
く
。
）

査
を
行
う
場

有
す
る
建
築
物
を
除
く
。
）

合
に
限
る
。

）完
了
検
査
（

七
百
二
十

実
地
に
検
査

を
行
う
場
合

に
限
る
。
）

中
間
検
査
（

二
千

中
間
検
査

七
百
八
十

遠
隔
か
ら
検

査
を
行
う
場

合
に
限
る
。

）
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中
間
検
査
（

七
百
八
十

実
地
に
検
査

を
行
う
場
合

に
限
る
。
）

仮
使
用
認
定

千
六
百

仮
使
用
認
定

七
百
二
十

（
遠
隔
か
ら

検
査
を
行
う

場
合
に
限
る

。
）

仮
使
用
認
定

七
百
二
十

（
実
地
に
検

査
を
行
う
場

合
に
限
る
。

）

第
十
五
条
第
三
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
の
建

（
略
）

第
十
五
条
第
三
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
の
建

（
略
）

築
物 

築
物 

完
了
検
査
（

八
百
五
十

完
了
検
査

五
百
十

遠
隔
か
ら
検

査
を
行
う
場

合
に
限
る
。

）完
了
検
査
（

五
百
十

実
地
に
検
査

を
行
う
場
合

に
限
る
。
）
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中
間
検
査
（

千
五
百

中
間
検
査

六
百
八
十

遠
隔
か
ら
検

査
を
行
う
場

合
に
限
る
。

）中
間
検
査
（

六
百
八
十

実
地
に
検
査

を
行
う
場
合

に
限
る
。
）

仮
使
用
認
定

八
百
五
十

仮
使
用
認
定

五
百
十

（
遠
隔
か
ら

検
査
を
行
う

場
合
に
限
る

。
）

仮
使
用
認
定

五
百
十

（
実
地
に
検

査
を
行
う
場

合
に
限
る
。

）

第
十
五
条
第
五
号
か
ら
第
六
号
の
二
ま
で
の
建

（
略
）

第
十
五
条
第
五
号
か
ら
第
六
号
の
二
ま
で
の
建

（
略
）

築
物 

築
物 

完
了
検
査
（

四
百
三
十

完
了
検
査

三
百
二
十

遠
隔
か
ら
検

査
を
行
う
場

合
に
限
る
。
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）完
了
検
査
（

三
百
二
十

実
地
に
検
査

を
行
う
場
合

に
限
る
。
）

中
間
検
査
（

六
百
九
十

中
間
検
査

四
百
五
十

遠
隔
か
ら
検

査
を
行
う
場

合
に
限
る
。

）中
間
検
査
（

四
百
五
十

実
地
に
検
査

を
行
う
場
合

に
限
る
。
）

仮
使
用
認
定

四
百
三
十

仮
使
用
認
定

三
百
二
十

（
遠
隔
か
ら

検
査
を
行
う

場
合
に
限
る

。
）

仮
使
用
認
定

三
百
二
十

（
実
地
に
検

査
を
行
う
場

合
に
限
る
。

）
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第
十
五
条
第
七
号
か
ら
第
八
号
の
二
ま
で
の
建

（
略
）

第
十
五
条
第
七
号
か
ら
第
八
号
の
二
ま
で
の
建

（
略
）

築
物 

築
物 

完
了
検
査
（

二
百
八
十

完
了
検
査

二
百
三
十

遠
隔
か
ら
検

査
を
行
う
場

合
に
限
る
。

）完
了
検
査
（

二
百
三
十

実
地
に
検
査

を
行
う
場
合

に
限
る
。
）

中
間
検
査
（

四
百
六
十

中
間
検
査

三
百
四
十

遠
隔
か
ら
検

査
を
行
う
場

合
に
限
る
。

）中
間
検
査
（

三
百
四
十

実
地
に
検
査

を
行
う
場
合

に
限
る
。
）

仮
使
用
認
定

二
百
八
十

仮
使
用
認
定

二
百
三
十

（
遠
隔
か
ら

検
査
を
行
う

場
合
に
限
る

。
）

- 211/254-



仮
使
用
認
定

二
百
三
十

（
実
地
に
検

査
を
行
う
場

合
に
限
る
。

）

（
略
）

（
略
）

（
図
書
の
保
存
） 

（
図
書
の
保
存
） 

第
二
十
九
条　

法
第
七
十
七
条
の
二
十
九
第
二
項
の
確
認
検
査
の
業
務
に
関
す
る
書

第
二
十
九
条　

法
第
七
十
七
条
の
二
十
九
第
二
項
の
確
認
検
査
の
業
務
に
関
す
る
書

類
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
施
行
規
則
第
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用

類
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
施
行
規
則
第
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
施
行
規
則
第
一
条
の
三
、
施
行
規
則
第
二
条
の
二
及
び
施
行
規
則
第
三
条
、

す
る
施
行
規
則
第
一
条
の
三
、
施
行
規
則
第
二
条
の
二
及
び
施
行
規
則
第
三
条
、

施
行
規
則
第
四
条
の
四
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
規
則
第
四
条
、
施
行
規
則

施
行
規
則
第
四
条
の
四
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
規
則
第
四
条
、
施
行
規
則

第
四
条
の
十
一
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
規
則
第
四
条
の
八
並
び
に
施
行
規

第
四
条
の
十
一
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
規
則
第
四
条
の
八
並
び
に
施
行
規

則
第
四
条
の
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
図
書
及
び
書
類
、
施
行
規
則
第
三
条
の
五

則
第
四
条
の
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
図
書
及
び
書
類
、
施
行
規
則
第
三
条
の
五

第
三
項
第
二
号
、
施
行
規
則
第
四
条
の
七
第
三
項
第
二
号
、
施
行
規
則
第
四
条
の

第
三
項
第
二
号
、
施
行
規
則
第
四
条
の
七
第
三
項
第
二
号
、
施
行
規
則
第
四
条
の

十
四
第
三
項
第
二
号
及
び
施
行
規
則
第
四
条
の
十
六
の
二
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ

十
四
第
三
項
第
二
号
及
び
施
行
規
則
第
四
条
の
十
六
の
二
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ

る
書
類
、
法
第
六
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し

る
書
類
、
法
第
六
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し

並
び
に
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

並
び
に
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は

七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は

そ
の
写
し
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

そ
の
写
し
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）
第
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に

則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）
第
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
認
定
書
の
写
し
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ

あ
っ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
認
定
書
の
写
し
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

っ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
。
）
と
す
る
。 

に
あ
っ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
。
）
と
す
る
。 

２
・
３　

（
略
）

２
・
３　

（
略
）

（
指
定
性
能
評
価
機
関
に
係
る
指
定
の
区
分
） 

（
指
定
性
能
評
価
機
関
に
係
る
指
定
の
区
分
） 

第
五
十
九
条　

法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七

第
五
十
九
条　

法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七

- 212/254-



条
の
三
十
六
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

条
の
三
十
六
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。 

す
る
。 

一
～
十
の
二　

（
略
） 

一
～
十
の
二　

（
略
） 

十
一　

令
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
令
第
四
十
六
条
第
四
項
の
認

十
一　

令
第
四
十
六
条
第
四
項
の
表
一
の

項
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う

（八）

定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定 

者
と
し
て
の
指
定 

十
二
～
三
十
九　

（
略
）

十
二
～
三
十
九　

（
略
）

（
性
能
評
価
の
方
法
） 

（
性
能
評
価
の
方
法
） 

第
六
十
三
条　

法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七

第
六
十
三
条　

法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七

条
の
四
十
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る

条
の
四
十
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る

方
法
に
従
い
、
評
価
員
二
名
以
上
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
と
す
る
。 

方
法
に
従
い
、
評
価
員
二
名
以
上
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
と
す
る
。 

一
～
三　

（
略
） 

一
～
三　

（
略
） 

四　

次
に
掲
げ
る
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
認
定
の

四　

次
に
掲
げ
る
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
認
定
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
試
験
方
法
に
よ
り
性

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
試
験
方
法
に
よ
り
性

能
評
価
を
行
う
こ
と
。 

能
評
価
を
行
う
こ
と
。 

イ
～
ヘ　

（
略
） 

イ
～
ヘ　

（
略
） 

ト　

令
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
令
第
四
十
六
条
第
四

ト　

令
第
四
十
六
条
第
四
項
の
表
一
の

項
又
は
施
行
規
則
第
八
条
の
三
の
規

（八）

項
又
は
施
行
規
則
第
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
く
認
定　

次
に
掲
げ
る
基
準

定
に
基
づ
く
認
定　

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
試
験
方
法 

に
適
合
す
る
試
験
方
法 

 

～

　

（
略
） 

～

　

（
略
） 

（1）

（3）

（1）

（3）

五　

（
略
） 

五　

（
略
）
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別記 別記 

第二号様式（第十四条関係）（Ａ４） 第二号様式（第十四条関係）（Ａ４） 

確認検査の業務の予定件数 確認検査の業務の予定件数

    
 推定件数   

   
   

業　務　の　区　分   業　務　の　区　分 推定件数
遠隔から検査を 実地に確認検査 

  
行う場合 を行う場合

床面積の合計が300㎡以内の 建築確認　　件 床面積の合計が500㎡以内の建築物（法第６ 建築確認　　件

建築物（法第６条第１項第 条第１項第４号に掲げる建築物及び法第68条

３号に掲げる建築物及び法 完了検査　　件 完了検査　　件 の10第１項の認定（令第136条の２の11第１ 完了検査　　件

第68条の10第１項の認定（ 号に係る認定に限る。以下同じ。）を受けた

令第136条の２の11第１号に 中間検査　　件 中間検査　　件 型式に適合する建築物の部分を有する建築物 中間検査　　件

係る認定に限る。以下同じ に限る。）

。）を受けた型式に適合す 仮使用認定　件 仮使用認定　件 仮使用認定　件

る建築物の部分を有する建

築物に限る。）

床面積の合計が300㎡以内の 建築確認　　件 床面積の合計が500㎡以内の建築物（法第６ 建築確認　　件

建築物（法第６条第１項第 条第１項第４号に掲げる建築物及び法第68条

３号に掲げる建築物及び法 完了検査　　件 完了検査　　件 の10第１項の認定を受けた型式に適合する建 完了検査　　件

第68条の10第１項の認定を 築物の部分を有する建築物を除く。）

受けた型式に適合する建築 中間検査　　件 中間検査　　件 中間検査　　件

物の部分を有する建築物を

除く。） 仮使用認定　件 仮使用認定　件 仮使用認定　件

床面積の合計が300㎡を超え 建築確認　　件 床面積の合計が500㎡を超え、2,000㎡以内の 建築確認　　件

、2,000㎡以内の建築物 建築物 

完了検査　　件 完了検査　　件 完了検査　　件

-
 

4
5

2
/

2
1

4 
-



中間検査　　件 中間検査　　件 中間検査　　件

仮使用認定　件 仮使用認定　件 仮使用認定　件

床面積の合計が2,000㎡を超 建築確認　　件 床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以 建築確認　　件

え、10,000㎡以内の建築物 内の建築物

完了検査　　件 完了検査　　件 完了検査　　件

中間検査　　件 中間検査　　件 中間検査　　件

仮使用認定　件 仮使用認定　件 仮使用認定　件

床面積の合計が10,000㎡を 建築確認　　件 床面積の合計が10,000㎡を超える建築物 建築確認　　件

超える建築物

完了検査　　件 完了検査　　件 完了検査　　件

中間検査　　件 中間検査　　件 中間検査　　件

仮使用認定　件 仮使用認定　件 仮使用認定　件

（略） （略）

（略） （略）

第二号の二様式（第十四条関係）（Ａ４） 第二号の二様式（第十四条関係）（Ａ４） 

過去20事業年度以内における確認検査の実施件数 過去20事業年度以内における確認検査の実施件数 

（略） （略）

業　務　の　区　分 実施件数 業　務　の　区　分 実施件数

-
 

4
5

2
/

2
1

5 
-



床面積の合計が300㎡以内の建築物 （略） 床面積の合計が500㎡以内の建築物 （略）

床面積の合計が300㎡を超え、2,000㎡以内の建築 （略） 床面積の合計が500㎡を超え、2,000㎡以内の建築 （略）

物 物

（略） （略） （略） （略）

備考１　申請の日の属する事業年度の前事業年度から起算して過去20事 備考１　申請の日の属する事業年度の前事業年度から起算して過去20事

業年度以内において行った確認検査の件数（遠隔の検査及び実地 業年度以内において行った確認検査の件数を記載すること。ただ

の確認検査の合計の件数とする。以下同じ。）を記載すること。 し、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改

ただし、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部 正する法律（平成18年法律第92号。以下「改正法」という。）の

を改正する法律（平成18年法律第92号。以下「改正法」という。 施行の際現に改正法第１条の規定による改正前の建築基準法（以

）の施行の際現に改正法第１条の規定による改正前の建築基準法 下「旧基準法」という。）第６条の２第１項（旧基準法第87条第

（以下「旧基準法」という。）第６条の２第１項（旧基準法第87 １項、第87条の２又は第88条第１項若しくは第２項において準用

条第１項、第87条の２又は第88条第１項若しくは第２項において する場合を含む。）又は第７条の２第１項（旧基準法第87条の２

準用する場合を含む。）又は第７条の２第１項（旧基準法第87条 又は第88条第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。

の２又は第88条第１項若しくは第２項において準用する場合を含 ）の規定による指定を受けている場合は、改正法の施行の日（平

む。）の規定による指定を受けている場合は、改正法の施行の日 成19年６月20日）から起算して20年を経過する日までの間は、平

（平成19年６月20日）から起算して20年を経過する日までの間は 成19年６月20日から申請の日の属する事業年度の開始の日の前日

、平成19年６月20日から申請の日の属する事業年度の開始の日の までの間において行った確認検査の件数を記載すること。 

前日までの間において行った確認検査の件数を記載すること。  

２　（略） ２　（略）

 

 

-
 

4
5

2
/

2
1

6 
-



（
国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
七
条　

国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術

の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改　
　
　
　

正　
　
　
　

後

改　
　
　
　

正　
　
　
　

前

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

  

（
略
）

（
略
）

  

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

第
四
十
九
条
第
四
項

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

第
五
十
三
条
第
四
項

 

向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

 

平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五

平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五

 

号
）

号
）

別
表
第
四
（
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設

第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す

国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設

第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す

の
保
安
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

る
船
舶
安
全
法
第
二
十
五
条
の
五
十

の
保
安
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

る
船
舶
安
全
法
第
二
十
五
条
の
五
十

三
第
二
項

三
第
二
項

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

第
二
十
七
条
第
一
項

向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

七
年
法
律
第
五
十
三
号
）

（
略
）

（
略
）

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

第
四
十
一
条
第
十
号
及
び
第
七
十
九

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

第
二
十
一
条
の
四
、
第
四
十
五
条
第
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向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

条

向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

十
号
及
び
第
八
十
条
の
五
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（
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
八
条　

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
九
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改　
　
　
　

正　
　
　
　

後

改　
　
　
　

正　
　
　
　

前

（
特
定
建
築
行
為
の
許
可
の
申
請
書
の
添
付
図
書
） 

（
特
定
建
築
行
為
の
許
可
の
申
請
書
の
添
付
図
書
） 

第
五
十
四
条　

法
第
八
十
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
図

第
五
十
四
条　

法
第
八
十
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
図

書
は
、
特
定
建
築
物
位
置
図
、
法
第
七
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
検
査
済
証
の

書
は
、
特
定
建
築
物
位
置
図
、
法
第
七
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
検
査
済
証
の

写
し
又
は
都
市
計
画
法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
検
査
済
証
の
写
し
（
こ

写
し
又
は
都
市
計
画
法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
検
査
済
証
の
写
し
（
こ

れ
ら
に
準
ず
る
書
面
を
含
み
、
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
開
発
区

れ
ら
に
準
ず
る
書
面
を
含
み
、
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
開
発
区

域
内
の
土
地
に
お
い
て
特
定
建
築
行
為
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
及
び
次
の
各
号

域
内
の
土
地
に
お
い
て
特
定
建
築
行
為
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
及
び
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一　

（
略
） 

一　

（
略
） 

二　

次
条
第
二
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
法

二　

次
条
第
二
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
法

第
八
十
二
条
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合　

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ

第
八
十
二
条
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合　

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ

る
場
合
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
図
書
（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を

る
場
合
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
図
書
（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を

設
け
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
図
書
の
ほ
か
、
前
号
の
表
の

項
に

設
け
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
図
書
の
ほ
か
、
前
号
の
表
の

項
に

（へ）

（へ）

掲
げ
る
図
書
） 

掲
げ
る
図
書
） 

イ　

（
略
） 

イ　

（
略
） 

ロ　

建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
う

ロ　

建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
で
あ
る
場
合　

前

ち
、
木
造
の
建
築
物
（
地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
上
で
あ
る
も
の
、
延
べ
面

号
の
表
の

項
、

項
、

項
及
び

項
に
掲
げ
る
図
書 

（い）

（ろ）

（は）

（に）

積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は
高
さ
が
十
六
メ
ー
ト
ル
を
超

 

え
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合　

前
号
の
表
の

項
、

項
、

項
及

 

（い）

（ろ）

（は）

び

項
に
掲
げ
る
図
書 

 

（に）

ハ　

（
略
） 

ハ　

（
略
） 

ニ　

木
造
と
木
造
以
外
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
で
あ
っ
て
木
造
の
構
造

ニ　

木
造
と
木
造
以
外
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
で
あ
っ
て
木
造
の
構
造

部
分
が
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物

部
分
が
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
該
当
す
る

（
地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
上
で
あ
る
も
の
、
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー

も
の
で
あ
る
場
合　

前
号
の
表
の

項
、

項
、

項
、

項
及
び

項
に

（い）

（ろ）

（は）

（に）

（ほ）

ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は
高
さ
が
十
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。

掲
げ
る
図
書 

）
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合　

前
号
の
表
の

項
、

項
、

項
、

 

（い）

（ろ）

（は）

（に）

項
及
び

項
に
掲
げ
る
図
書 

 

（ほ）

ホ　

（
略
） 

ホ　

（
略
） 
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２
・
３　

（
略
）

２
・
３　

（
略
）
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（
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
九
条　

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。

）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改 　 　 　 　 正 　 　 　 　 後 改 　 　 　 　 正 　 　 　 　 前

様式第五（第四十一条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第五（第四十一条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

（第三面） （第三面） 

低炭素建築物新築等計画 低炭素建築物新築等計画 

１．新築等をしようとする建築物の位置、延べ面積、構造、設備及び用 １．新築等をしようとする建築物の位置、延べ面積、構造、設備及び用

途並びに敷地面積に関する事項 途並びに敷地面積に関する事項 

［建築主等に関する事項］ ［建築主等に関する事項］

  

 【１．地名地番】～【14．住宅部分の床面積】　（略） 【１．地名地番】～【14．住宅部分の床面積】　（略）  

  

 【15．建築物全体のエネルギー消費性能】 【15．建築物全体のエネルギー消費性能】  

 【イ．非住宅建築物】 【イ．非住宅建築物】  

 （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項）  

 □基準省令第10条第１号イ(1)の基準 □基準省令第10条第１号イ(1)の基準  

 年間熱負荷係数　　　　　ＭＪ／(㎡・年) 年間熱負荷係数　　　　　ＭＪ／(㎡・年)  

 （基準値　　　　　ＭＪ／(㎡・年)） （基準値　　　　　ＭＪ／(㎡・年)）  

 ＢＰＩ（　　　　　　　　） ＢＰＩ（　　　　　　　　）  

 □基準省令第10条第１号イ(2)の基準 □基準省令第10条第１号イ(2)の基準  

 年間熱負荷係数　　　　　ＭＪ／(㎡・年) 年間熱負荷係数　　　　　ＭＪ／(㎡・年)  

 （基準値　　　　　ＭＪ／(㎡・年)） （基準値　　　　　ＭＪ／(㎡・年)）  

 ＢＰＩ（　　　　　　　　） ＢＰＩ（　　　　　　　　）  

 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果  

 （　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　）  

 □令和４年改正基準省令附則第３項の規定による適用除外 □令和４年改正基準省令附則第３項の規定による適用除外  

 （一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項）  

 □基準省令第10条第１号ロ(1)の基準 □基準省令第10条第１号ロ(1)の基準  

 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年  

-
 

4
5

2
/

2
2

4 
-



 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年  

 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　）  

 （誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） （誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　）  

 □基準省令第10条第１号ロ(2)の基準 □基準省令第10条第１号ロ(2)の基準  

 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　）  

 （誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） （誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　）  

 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果  

 （　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　）  

 □令和４年改正基準省令附則第３項に規定する増築、改築 □令和４年改正基準省令附則第３項に規定する増築、改築  

 又は修繕等をする部分の基準 又は修繕等をする部分の基準  

 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年  

 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年  

 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　）  

 （誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） （誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　）  

 【ロ．一戸建ての住宅】 【ロ．一戸建ての住宅】  

 （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項）  

 □基準省令第10条第２号イ(1)の基準 □基準省令第10条第２号イ(1)の基準  

 外皮平均熱貫流率　　　　　Ｗ／(㎡・Ｋ) 外皮平均熱貫流率　　　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)  

 （基準値　　　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)） （基準値　　　　　Ｗ／(㎡・Ｋ)）  

 冷房期の平均日射熱取得率　　　　　　　 冷房期の平均日射熱取得率　　　　　　　  

 （基準値　　　　　　　　　　　） （基準値　　　　　　　　　　　）  

 □基準省令第10条第２号イ(2)の基準 □基準省令第10条第２号イ(2)の基準  

 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果  

 （　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　）  

 □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築 □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築  

 又は修繕等をする部分の基準 又は修繕等をする部分の基準  

 （一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項）  

 □基準省令第10条第２号ロ(1)の基準 □基準省令第10条第２号ロ(1)の基準  

 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年  

 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年  
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 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　）  

 □基準省令第10条第２号ロ(2)の基準 □基準省令第10条第２号ロ(2)の基準  

 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果  

 （　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　）  

 □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築 □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築  

 又は修繕等をする部分の基準 又は修繕等をする部分の基準  

 【ハ．共同住宅等】 【ハ．共同住宅等】  

 （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項）  

 □基準省令第10条第２号イ(1)の基準 □基準省令第10条第２号イ(1)の基準  

 □基準省令第10条第２号イ(2)の基準 □基準省令第10条第２号イ(2)の基準  

 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果  

 （　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　）  

 □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築 □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築  

 又は修繕等をする部分の基準 又は修繕等をする部分の基準  

 （一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項）  

 □基準省令第10条第２号ロ(1)の基準 □基準省令第10条第２号ロ(1)の基準  

 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年  

 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年  

 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　）  

 □基準省令第10条第２号ロ(2)の基準 □基準省令第10条第２号ロ(2)の基準  

 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果  

 （　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　）  

 □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築 □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築  

 又は修繕等をする部分の基準 又は修繕等をする部分の基準  

 【ニ．複合建築物】 【ニ．複合建築物】  

 □基準省令第10条第３号イの基準 □基準省令第10条第３号イの基準  

 （非住宅部分） （非住宅部分）  

 （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項）  

 □基準省令第10条第１号イ(1)の基準 □基準省令第10条第１号イ(1)の基準  

 年間熱負荷係数　　　　　ＭＪ／(㎡・年) 年間熱負荷係数　　　　　ＭＪ／(㎡・年)  

-
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 （基準値　　　　　ＭＪ／(㎡・年)） （基準値　　　　　ＭＪ／(㎡・年)）  

 ＢＰＩ（　　　　　　　　） ＢＰＩ（　　　　　　　　）  

 □基準省令第10条第１号イ(2)の基準 □基準省令第10条第１号イ(2)の基準  

 年間熱負荷係数　　　　　ＭＪ／(㎡・年) 年間熱負荷係数　　　　　ＭＪ／(㎡・年)  

 （基準値　　　　　ＭＪ／(㎡・年)） （基準値　　　　　ＭＪ／(㎡・年)）  

 ＢＰＩ（　　　　　　　　） ＢＰＩ（　　　　　　　　）  

 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果  

 （　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　）  

 □令和４年改正基準省令附則第３項の規定による適用 □令和４年改正基準省令附則第３項の規定による適用  

 除外 除外  

 （一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項）  

 □基準省令第10条第１号ロ(1)の基準 □基準省令第10条第１号ロ(1)の基準  

 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

 （誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） （誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） 

 □基準省令第10条第１号ロ(2)の基準 □基準省令第10条第１号ロ(2)の基準 

 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

 （誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） （誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） 

 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

 （　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

 □令和４年改正基準省令附則第３項に規定する増築、 □令和４年改正基準省令附則第３項に規定する増築、

 改築又は修繕等をする部分の基準 改築又は修繕等をする部分の基準 

 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

 （誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） （誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） 

 （住宅部分） （住宅部分） 

 （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

 □基準省令第10条第２号イ(1)の基準 □基準省令第10条第２号イ(1)の基準 

-
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 □基準省令第10条第２号イ(2)の基準 □基準省令第10条第２号イ(2)の基準 

 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

 （　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

 □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、 □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、

 改築又は修繕等をする部分の基準 改築又は修繕等をする部分の基準 

 （一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

 □基準省令第10条第２号ロ(1)の基準 □基準省令第10条第２号ロ(1)の基準 

 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

 □基準省令第10条第２号ロ(2)の基準 □基準省令第10条第２号ロ(2)の基準 

 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

 （　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

 □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、 □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、

 改築又は修繕等をする基準 改築又は修繕等をする基準 

 □基準省令第10条第３号ロの基準 □基準省令第10条第３号ロの基準 

 （非住宅部分） （非住宅部分） 

 （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

 □基準省令第10条第１号イ(1)の基準 □基準省令第10条第１号イ(1)の基準 

 年間熱負荷係数　　　　　ＭＪ／(㎡・年) 年間熱負荷係数　　　　　ＭＪ／(㎡・年) 

 （基準値　　　　　ＭＪ／(㎡・年)） （基準値　　　　　ＭＪ／(㎡・年)） 

 ＢＰＩ（　　　　　　　　） ＢＰＩ（　　　　　　　　） 

 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

 （　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

 （一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

 □基準省令第１条第１項第１号イの基準 □基準省令第１条第１項第１号イの基準 

 基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

（ＢＥＩの基準値　　　　　　　　）

-
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□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

（住宅部分） （住宅部分） 

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

□基準省令第10条第２号イ(1)の基準 □基準省令第10条第２号イ(1)の基準 

□基準省令第10条第２号イ(2)の基準 □基準省令第10条第２号イ(2)の基準 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準 □基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準 

基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

ＢＥＩ（　　　　　　　　） ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

（複合建築物） （複合建築物） 

（一次エネルギー消費量に関する事項） （一次エネルギー消費量に関する事項） 

誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導基準一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 誘導設計一次エネルギー消費量　　　　ＧＪ／年 

誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　） 

（誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　） （誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　）

【16．再生可能エネルギー利用設備】～【19．備考】　（略） 【16．再生可能エネルギー利用設備】～【18．備考】　（略）

（注意） （注意） 

１．～７．（略） １．～７．（略） 

８．【15．建築物のエネルギー消費性能】の欄は、【７．建築物の用途 ８．【15．建築物のエネルギー消費性能】の欄は、【７．建築物の用途

】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいずれかにつ 】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいずれかにつ

いて、以下の内容に従って記載してください。なお、イからニまでの いて、以下の内容に従って記載してください。なお、イからニまでの

-
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事項のうち、記載しないものについては削除して構いません。 事項のうち、記載しないものについては削除して構いません。 

(1)～(4)　（略） (1)～(4)　（略） 

(5)　この欄において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとお (5)　この欄において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとお

りとします。 りとします。 

ⅰ)・ⅱ)　（略） ⅰ)・ⅱ)　（略） 

ⅲ)　ＢＥＩ　設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー ⅲ)　ＢＥＩ　設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー

消費量を除く。）を基準一次エネルギー消費量（その他一次エネ 消費量を除く。）を基準一次エネルギー消費量（その他一次エネ

ルギー消費量を除く。以下このⅲ)及びⅳ)において同じ。）で除 ルギー消費量を除く。）で除したものをいいます。「ＢＥＩ」を

したものをいいます。ただし、非住宅部分の「ＢＥＩ」を算出す 記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてくだ

る場合における当該基準一次エネルギー消費量（ⅳ)において「 さい。 

引上げ前の基準一次エネルギー消費量」という。）についての基  

準省令第３条第１項の規定の適用については、同項中「ＥＳＴ＝｛  

（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×Ｂ＋ＥＭ｝×10-3」とある  

のは、「ＥＳＴ＝（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ＋ＥＭ）×10-3  

」とします。「ＢＥＩ」を記載する場合は、小数点第二位未満を  

切り上げた数値としてください。  

ⅳ)　ＢＥＩの基準値　基準一次エネルギー消費量を引上げ前の基 （新設） 

準一次エネルギー消費量で除したものをいいます。なお、非住宅  

部分を二以上の用途に供する場合にあっては、用途ごとに算出し  

た基準一次エネルギー消費量の合計を、用途ごとに算出した引上  

げ前の基準一次エネルギー消費量の合計で除したものをいいます  

。「ＢＥＩの基準値」を記載する場合は、小数点第二位未満を切  

り上げた数値としてください。  

ⅴ)・ⅵ)　（略） ⅳ)・ⅴ)　（略） 

(6)　（略） (6)　（略） 

９．～12．（略） ９．～12．（略）
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次
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、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ

れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
前
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。 

- 231/254 -



改　
　
　
　

正　
　
　
　

後

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

（
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
の
申
請
） 

（
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
の
申
請
） 

第
四
十
一
条　

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画

第
四
十
一
条　

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画

の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
五
に
よ
る
申
請
書
の
正
本

の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
五
に
よ
る
申
請
書
の
正
本

及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の

項
及
び

項
に
掲
げ
る
図
書
そ
の
他
所
管

及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の

項
及
び

項
に
掲
げ
る
図
書
そ
の
他
所
管

（い）

（ろ）

（い）

（ろ）

行
政
庁
が
必
要
と
認
め
る
図
書
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に

行
政
庁
が
必
要
と
認
め
る
図
書
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
建
築
物

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
の
正
本
に

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
の
正
本
に

添
え
る
図
書
に
あ
っ
て
は
、
当
該
図
書
の
設
計
者
の
氏
名
の
記
載
が
あ
る
も
の
に

添
え
る
図
書
に
あ
っ
て
は
、
当
該
図
書
の
設
計
者
の
氏
名
の
記
載
が
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
所
管
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

限
る
。
）
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
所
管
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
に
住
戸
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て

た
だ
し
、
当
該
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
に
住
戸
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
住
戸
に
つ
い
て
は
、
同
表
の

項
に
掲
げ
る
図
書
に
代
え
て
同
表
の

は
、
当
該
住
戸
に
つ
い
て
は
、
同
表
の

項
に
掲
げ
る
図
書
に
代
え
て
同
表
の

（ろ）

（は）

（ろ）

（は）

項
に
掲
げ
る
図
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

項
に
掲
げ
る
図
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
表　

略
） 

（
表　

略
） 

２
・
３　

（
略
）

２
・
３　

（
略
）

（
軽
微
な
変
更
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
） 

（
軽
微
な
変
更
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
） 

第
四
十
六
条
の
二　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第

第
四
十
六
条
の
二　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第

十
一
条
第
一
項
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
受
け
な
け
れ
ば

十
二
条
第
一
項
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
建
築
物
の
建
築
に
係
る
建
築
基
準
法
第
七
条
第
五
項
、
同
法
第
七
条
の

な
ら
な
い
建
築
物
の
建
築
に
係
る
建
築
基
準
法
第
七
条
第
五
項
、
同
法
第
七
条
の

二
第
五
項
又
は
同
法
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
済
証
の
交
付
を
受

二
第
五
項
又
は
同
法
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
済
証
の
交
付
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
計
画
の
変
更
が
第
四
十
四
条
の
軽
微
な
変
更
に
該
当

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
計
画
の
変
更
が
第
四
十
四
条
の
軽
微
な
変
更
に
該
当

し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
を
所
管
行
政
庁
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
を
所
管
行
政
庁
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

。

。 
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様式第五（第四十一条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 様式第五（第四十一条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

（略） （略） 

（第二面） （第二面） 

［建築主等に関する事項］ ［建築主等に関する事項］ 

  

 【１．建築主】（略）  【１．建築主】（略）

【２．代理者】 【２．代理者】 

【イ．氏名】 【イ．資格】　　　　　（　　　）建築士　　　（　　　　　

【ロ．勤務先】 　）登録第　　　　　　号 

【ハ．郵便番号】 【ロ．氏名】 

【ニ．住所】 【ハ．建築士事務所名】（　　　）建築士事務所　　　（　 

【ホ．電話番号】 　　　　　）知事登録第　　　　　　号 

【ニ．郵便番号】 

 【ホ．所在地】 

 【ヘ．電話番号】

【３．設計者】～【５．備考】　（略） 【３．設計者】～【５．備考】　（略）

（注意） （注意） 

１．この面は、低炭素建築物新築等計画に係る建築物の新築等が、建築 １．この面は、低炭素建築物新築等計画に係る建築物の新築等が、建築

物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第１項の建築物 物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第１項の建築物

のエネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合にのみ のエネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合にのみ

、記載してください。 、記載してください。 

２．～４．　（略） ２．～４．　（略） 

５．【３．設計者】の欄は、代表となる設計者及び申請に係る建築物の ５．【２．代理者】及び【３．設計者】の欄は、代理者又は設計者が建

低炭素建築物新築等計画に係る他の全ての設計者について記入してく 築士事務所に属しているときは、その名称を書き、建築士事務所に属

ださい。設計者が建築士事務所に属しているときは、その名称を書き していないときは、所在地はそれぞれ代理者又は設計者の住所を書い

-
 

4
5

2
/

2
3

3 
-



、建築士事務所に属していないときは、所在地は設計者の住所を書い てください。 

てください。  

（削る） ６．【３．設計者】の欄は、代表となる設計者及び申請に係る低炭素建

 築物新築等計画に係る他のすべての設計者について記入してください

 。 

６．　（略） ７．　（略） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-
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-



（第三面） （第三面） 
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/
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/
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/

2
3

7 
-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
 

4
5

2
/
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/
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/
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-



（削る） （第四面） 

 

【１．付近見取図】

【２．配置図】

 （注意） 

 １．この面は、低炭素建築物新築等計画に係る建築物の新築等が、建築

 物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第１項の建築物

 エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合にのみ、

 記載してください。 

 ２．付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示してくださ

-
 

4
5

2
/

2
4

2 
-



 い。 

 ３．配置図には、縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位

 置、計画に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道路の

 位置及び幅員を明示してください。 

（第四面） （第五面） 

（略） （略） 

（第五面） （第六面） 

（略） （略） 

（別紙）　基準省令第10条第２号イ(2)の基準、基準省令第10条第２号 （別紙）　基準省令第10条第２号イ(2)の基準、基準省令第10条第２号

ロ(2)の基準又は令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、 ロ(2)の基準又は令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、

改築若しくは修繕等をする部分の基準を用いる場合 改築若しくは修繕等をする部分の基準を用いる場合 

（略） （略） 

（注意） （注意） 

１．１欄は、共同住宅等又は複合建築物については、その住戸に係る措 １．１欄は、共同住宅等又は複合建築物の住戸に係る措置について、住

置について、住戸ごとに記入してください。なお、計画に係る住戸の 戸ごとに記入してください。なお、計画に係る住戸の数が二以上であ

数が二以上である場合は、当該各住戸に関して記載すべき事項の全て る場合は、当該各住戸に関して記載すべき事項の全てが明示された別

が明示された別の書面をもって代えることができます。 の書面をもって代えることができます。 

２．～９．　（略） ２．～９．　（略）

-
 

4
5

2
/

2
4

3 
-



（
国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の

様
式
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
十
一
条　

国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証

明
書
の
様
式
に
関
す
る
省
令
（
令
和
三
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改　
　
　
　

正　
　
　
　

後

改　
　
　
　

正　
　
　
　

前

第
一
条　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
国
の
職

第
一
条　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
国
の
職

員
が
携
帯
す
る
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

員
が
携
帯
す
る
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
七
十
七　

（
略
） 

一
～
七
十
七　

（
略
） 

七
十
八　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

七
十
八　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
十
三
条
第
四
項
、
第
二
十
六
条
第
四
項
、
第

十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
三
十
条
第
四
項
、
第
三
十
三
条
第
四
項
、
第
三

二
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
十
条
第
一
項
（
同
法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い

十
三
条
の
三
第
四
項
及
び
第
五
十
八
条
第
一
項
（
同
法
第
六
十
一
条
第
二
項
に

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
） 

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
） 

七
十
九
～
八
十
四　

（
略
） 

七
十
九
～
八
十
四　

（
略
） 

 
 

第
二
条　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
都
道
府

第
二
条　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
都
道
府

県
又
は
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
職
員
が
携
帯
す
る
そ
の
身
分
を
示
す
証

県
又
は
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
職
員
が
携
帯
す
る
そ
の
身
分
を
示
す
証

明
書
は
、
他
の
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

明
書
は
、
他
の
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

。 

。 

一
～
二
十
四　

（
略
） 

一
～
二
十
四　

（
略
） 

二
十
五　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条

二
十
五　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条

第
一
項 

第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
第
十

 

項 

二
十
六
・
二
十
七　

（
略
）

二
十
六
・
二
十
七　

（
略
）
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（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
四

年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改　
　
　
　

正　
　
　
　

後

改　
　
　
　

正　
　
　
　

前

附　

則 

附　

則 

（
経
過
措
置
） 

（
経
過
措
置
） 

２　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の

２　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル

和
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
五

ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
五

条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
建

条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律

第
五
十
三
号
。
第
四
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規

第
五
十
三
号
。
第
四
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の
申
請
に
係
る
申
請
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
建
築
物
の

定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の
申
請
に
係
る
申
請
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
建
築
物
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国

土
交
通
省
令
第
五
号
。
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
二
十
九
に
か

土
交
通
省
令
第
五
号
。
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
三
十
五
に
か

か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

３　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
認
定
の
申
請
（
旧
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の
申

よ
る
認
定
の
申
請
（
旧
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の
申

請
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
申
請
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新

請
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
申
請
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新

規
則
別
記
様
式
第
二
十
七
及
び
別
記
様
式
第
二
十
九
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

規
則
別
記
様
式
第
三
十
三
及
び
別
記
様
式
第
三
十
五
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。 

の
例
に
よ
る
。 

４　

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

４　

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
旧
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
に
基
づ
き
旧

と
と
さ
れ
る
旧
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
に
基
づ
き
旧

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計

画
の
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の
申
請
に
係
る
申
請
書

画
の
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の
申
請
に
係
る
申
請
書

の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
記
様
式
第
二
十
九
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
記
様
式
第
三
十
五
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

の
例
に
よ
る
。
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第
十
三
条　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
四

年
国
土
交
通
省
令
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は

、
当
該
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改　
　
　
　

正　
　
　
　

後

改　
　
　
　

正　
　
　
　

前

附　

則

附　

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
施
行
期
日
） 

１　

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
） 

２　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め

の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築

物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。

）
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
旧
法
第
十
五
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
提
出
又
は
旧
法
第

十
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
旧
法
第
十
五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
通
知
に
係
る
計
画
書
の

様
式
に
つ
い
て
は
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五
号
。
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う

。
）
別
記
様
式
第
一
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３　

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
第
五
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
第
十
二
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の

提
出
又
は
旧
法
第
十
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
通
知
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保

計
画
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

七
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
変
更
に
係
る
提
出
又
は
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
に
係
る
通
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知
に
係
る
計
画
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
記
様
式
第
一
に
か
か
わ
ら
ず

、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

４　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
に
係
る
届
出
書
又
は
旧
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る

通
知
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
記
様
式
第
二
十
二
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

５　

施
行
日
以
後
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
法
第
十
九
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に

よ
る
変
更
の
届
出
に
係
る
届
出
書
又
は
旧
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通

知
の
法
第
二
十
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
通
知
に
係
る
通
知
書
の
様

式
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
記
様
式
第
二
十
二
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。 

６　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
認
定
の
申
請
に
係
る
申
請
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
記
様
式
第
三
十

三
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

７　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
認
定
の
申
請
に
係
る
申
請
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
記
第
三
十
七
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附　

則 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条　

こ
の
省
令
は
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
附
則
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和

七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。 

一　

第
一
条
及
び
第
九
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
の
規
定　

公
布
の
日 

二　

第
四
条
の
規
定　

令
和
八
年
四
月
一
日 

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
条　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
三
条　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
建
築
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
四
条　

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
士
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
四
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
図
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書
で
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
同
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
存
し
て
い
る
も
の
は
、
当
該
図
書
を
作
成
し

た
日
（
同
号
ロ
に
定
め
る
図
書
に
あ
っ
て
は
、
受
領
し
た
日
）
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過

措
置
） 

第
五
条　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ

れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２　

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す

る
省
令
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
機
関
省
令
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
十
号
の
二
（
新
機
関
省
令

第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
（
新
機
関
省
令
第
二
十
三
条
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度

 

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定

資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
機
関
省
令
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
号
か
ら
第
四

号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
旧
建
築
基
準
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
第
一
項
（
旧
建
築
基
準
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
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四
又
は
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
七
条
の
二
第
一
項
（

旧
建
築
基
準
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
に
係
る
指
定
区
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
の
有
効
期
間
の
経
過
す
る
日

 

ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
機
関
省
令
第
五
十
九
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
建
築
基
準
法
第
六
十
八

条
の
二
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
新
機
関
省
令
第
五
十
九
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
区

 

分
に
従
い
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

（
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
準
備

 

行
為
）

第
六
条　

新
機
関
省
令
第
十
四
条
に
規
定
す
る
指
定
確
認
検
査
機
関
の
指
定
、
新
機
関
省
令
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る

指
定
確
認
検
査
機
関
の
指
定
の
更
新
、
新
機
関
省
令
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
確
認
検
査
業
務
規
程
の
認
可

及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
確
認
検
査
業
務
規
程
の
変
更
の
認
可
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の

行
為
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
新
機
関
省
令
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
七
条　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
九
条
及
び
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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